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午前１０時３０分開会 

○西岡分科会長 おはようございます。ただいまから予算特別委員会文教福祉分科会を開

会いたします。 

 欠席届が出ています。保健サービス課長が家族看護のため欠席となります。 

 本日は、一般会計の歳入及び歳出のうち、子ども部所管分の調査を行います。 

 歳出は、款の２、子ども費の項１、子ども管理費、２、学校管理費、３、子ども家庭費

です。 

 調査方法について、改めて確認いたします。調査の冒頭で令和７年度予算案の特徴など

の説明を受けました後に、個別の事業に関しましては、予算案の概要などをもって代える

ことといたします。特に説明を要する場合のみ、目の冒頭で説明をお願いいたします。 

 原則として、目ごとに質疑を受けますけれども、事項が少ない科目については、項でま

とめて質疑を受けたいと思います。 

 それでは調査に入ります。昨日同様、効率的に調査を進めるためにも、原則として調査

を終了したページには戻りませんので、ご注意ください。 

 それでは、子ども費の調査となります。 

 まず、令和７年度予算案の特徴などについて、概括的な説明をお願いいたします。 

○小川子ども部長 失礼しました。それでは、子ども部の予算編成につきまして、概要を

ご説明いたします。 

 お手元に、仕事のあらましがあるでしょうか。こちらの８ページ、９ページをご覧くだ

さい。予算の概要８ページと９ページでございます。 

 子ども費につきましては、児童手当や中高生世代応援手当の増額などによりまして、前

年度比で１４億円余り、総額が１９６億円余りの予算編成となってございます。前年度比

で７.８％の増ということでございます。 

 そして、子ども・子育て支援施策につきまして、具体的には７３ページをご覧ください。 

 ７３ページには、下の段のほうに施策全体、他の所管の事務事業も入ってございますが、

それぞれ横軸に妊娠・出産から乳幼児期、学齢期以降というライフステージごとに横軸に

なっておりまして、縦軸はそれぞれの支援の性質によって三つに分類されてございます。

子育て・教育環境の整備・充実、経済的支援、身体・精神的支援ということでございます。 

 具体的には、ページをおめくりいただきまして、隣のページ、ただいま申し上げました、

７４ページの上の段でございますね、三つの分類、それぞれ子育て・教育環境の充実、以

下、ご覧のような体系になっておりまして、それぞれの事務事業が、それぞれ三つの柱の

下にぶら下がっているような状況でございます。 

 具体的には、７７ページのちょっと下の段、先ほどの７３ページのところはかなり概略

で書いてありましたので、妊娠から学齢期以降まで、ずらっとつながる総合的な経済支援

ということでまとめておりますのが、こちらの表になります。 

 それこそ妊娠期の卵子凍結等の費用であったり、育児パッケージやバースデーサポート、

児童手当等々、乳幼児期以降の支援から、下のほうに向かいまして中高生世代、さらには

大学進学のための給付型奨学金などと続いてございます。 

 詳細は、この前後にスライドで示しているものがございますし、１０７ページ以降に、

それぞれ子ども部の所管事業につきまして、新規・拡充事業を中心に記載がございます。 
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 それぞれの予算科目の説明の際に、所管課長から新規・拡充事業を中心とした説明が行

われるということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○西岡分科会長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、項の１、子ども管理費から調査を進めたと思います。 

 最初の目の１、教育委員会費は事業が二つしかございませんので、目の１、教育委員会

費と、目の２、子ども総務費の調査を一括して行います。予算書１５０ページから１５３

ページの中段までです。 

 執行機関から、特に説明を要する事項等ございますか。 

○加藤子ども総務課長 それでは、私のほうからご説明させていただきたいと思うのが、

予算のあらましの１１２ページでございます。目については２番の子ども総務費、事業と

しますと事業番号１０番目に記載しています、給付型奨学金でございます。 

 こちらにつきましては、大学等への進学を希望する生徒が、家庭環境にかかわらず、望

む教育を受けられるように支援をするという中の一環で、来年度から新規事業で実施をし

たいと考えてございます。まだ、制度設計につきましては現在検討中というところでござ

いますが、この趣旨に基づいて実施のほうを図っていきたいと思います。こちらにつきま

しては、予算につきましては１,４１９万円という金額で、予算のほうを計上させていた

だいているものでございます。 

 それともう一つでございます。予算概要の１１８ページになります。予算書のほうは、

２の子ども総務費の１番、子どもの安全・安心の（１）子どもの安全・安心でございます。 

 こちらにつきましては拡充予算ということで、通学路上の防犯カメラの設置というのを

来年度、実施のほうをしてまいりたいと思っております。こちらに要する経費につきまし

ては１,０４７万３,０００円という金額で予算計上しているものでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○西岡分科会長 はい。ほかに説明等ございますか。 

○川崎子ども施設課長 それでは私のほうから、予算書１５２ページ、１５３ページ、目

の２、子ども総務費から２点、ご説明いたします。 

 １点目は、項番１４、和泉小学校・いずみこども園等施設整備です。予算案の概要では

１１３ページでございます。 

 和泉小学校・いずみこども園等施設整備につきましては、昨年度までの検討において、

隣接する和泉公園への移転建て替えの考え方をまとめたところですが、和泉公園は都市計

画公園であるため、公園と学校の敷地を交換し、一体的な整備を行うため、このためには

都市計画の変更手続が必要となります。このため、本年度からは、これまでの学校・園を

中心とした検討に、新たに公園からの視点を加え、公園も含めた全体の機能が向上するよ

う、地域と共に整理・検討を行っております。令和７年度は、こうした検討を整備構想と

してまとめ、都市計画案の作成、都市計画手続へと進めていくことを予定しております。

また、この移転建て替えと併せ、旧和泉町ポンプ場跡地の効果的な活用策も併せて検討い

たします。 

 次に、項番１５、番町小学校・幼稚園整備計画の検討です。予算案の概要は１１３ペー

ジでございます。 



令和 7年 3月12日 予算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 

 ３ 

 こちらの番町小学校・幼稚園の整備に関しましては、令和５年度と６年度に基礎調査と

しての予算を頂き、現況や与条件、仮施設の可能性などについて調査してきました。この

基礎調査の結果を踏まえて、令和７年度からは、新たに整備計画の検討の事業として、ま

ずは学校・園の関係者との意見交換を行ってまいります。 

 ご説明は以上でございます。 

○西岡分科会長 はい。ほかにございますか。 

○清水学務課長 私からは予算書１５０ページ、１５１ページ、目の２、子ども総務費、

項番１１の教材費補助について、ご説明いたします。 

 あわせて、令和７年度予算案の概要の７６ページ下段、１－④をご覧ください。 

 家庭環境にかかわらず、子どもに必要な力を育むために、子どもの動機づけや幅広い資

質・能力の育成に向けた効果的な取組を展開し、公教育の質を高めていく必要があると認

識しております。令和６年度は新規事業として、区立小学校・中学校・中等教育学校の前

期課程における教育活動に係る教材費の半額程度の補助を行いましたが、令和７年度は全

額補助へと拡充し、子どもたちの教育環境のさらなる充実を図ります。そのための経費と

して６,７２１万２,０００円の予算を計上させていただいております。 

 ご説明は以上です。 

○西岡分科会長 はい。ほかにございますか。よろしいですか。はい。 

 説明が終わりました。それでは、１５０ページから１５３ページ、目の１、教育委員会

費から目の２、子ども総務費まで、委員からの質疑を受けたいと思います。 

○白川委員 目の２の２番、子どもの権利推進について、お伺いいたします。 

 昨日のテレビで、バラエティー番組なんですが、ちょっと驚いたことがありまして。法

律を自分で作ろうみたいな趣旨の番組だったんですが、中身は見ていなくて、ＰＲのみな

んですけど、子どもが親を選べる法律を作ろうという、そういう趣旨の内容がありました。 

私はもう信じられないんですが、伝統的な家庭を解体しようと思っている勢力というのが

おりまして、その一部が、子どもの権利を主張、１００％の権利を主張することによって、

親との縁を自由に切れるというところまで高めようとしている勢力がおります。 

 もちろん例外的に、親が暴力的で、子どもが暴力を受けるとか、精神的なじゅうりんを

受けるという例があるのは、もちろんあるんですが、例外的な例をもって子どもが自由に

親を選べる権利みたいなのを作ると、ほかの健全な家庭にまで悪影響が及びかねないわけ

なんですね。ですから子どもの権利を拡大する、推進するということに反対するものでは

ありませんが、そのストッパーというのがあるのかどうかというのをお伺いいたします。 

○加藤子ども総務課長 今の白川委員からのご指摘、子どもの権利につきましては国連が

定めて、それを各国で批准しているというものだと認識してございます。ただ、本当に生

まれた親を、今言われたような事例、虐待であったり、様々な状況におられるお子さんが

いるといったところも十分、我々も認識しておりますが、通常の普通の家庭で育ったお子

さんにつきましてはそういったことがないように、もちろん子どもの権利といったところ

で認められている範囲ではございますが、いわゆる一般なのかどうか分かりませんが、親

ガチャみたいな話の中の一環でのテレビ番組の作りなんだろうなとは思いますが、そうい

うことがないような啓発、子どもの権利といっても、そういったことは実際どうなのとい

ったところについては、周知・啓発のほうを図ってまいりたいと思います。 
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○白川委員 非常に安心しました。ありがとうございます。 

 前々回ぐらいのＬＧＢＴ教育でご質問したときに、あれは結局、ヨーロッパのほうの教

育で、アフリカ教育で非常に女性差別みたいなものが多いので、それを何とかしようとい

うことでＬＧＢＴ教育、あるいはアメリカにおいてはマッチョ文化なんですね。女性は女

性らしく、男は男らしく、筋肉をもりもりつけないと男ではないみたいな文化がもともと

あって、それに反発するものとして都市でＬＧＢＴの権利を拡大しようと。それが共和党

と民主党の勢力争いの中で広まっていって、民主党のほうのＬＧＢＴ推進派のほうで広が

っていったものを、日本もやれということで押しつけられたという部分がありますので、

そのときに、今、トランプ大統領になったときに全く変わるわけですよね。世界情勢に

我々の教育がこんなに影響されていいのかというのがありますので、教育というのは文化

にのっとるものであって、国際水準で、普遍的なものがあるわけではないので、そこの辺

り、ぜひ文化を総体的に考えていただければなとは思っております。 

 今のご答弁、非常に安心しました。ありがとうございます。 

○西岡分科会長 はい。ほかにございますか。 

○牛尾委員 まず、１番の子どもの安心・安全のご説明を頂きました、あらまし…… 

○西岡分科会長 ごめんなさい。先に関連で。 

○おのでら委員 先ほどのところ、子どもの権利推進のところで、すみませんでした。 

 その中で、あらましの１１１ページに書いてある、３段落目のところですね、区内在住

の生徒等や保護者を対象としたアンケートの実施をして、子どもが区に思いを伝えられる

方法等について検討しますということなんですけども、よくこういうアンケートを実施す

るときに大体、区立の小学校ですとか中学校とか、区立の方にはちゃんとそういう連絡と

いうのが来ると思うんですけども、それ以外の私立や国立に行っていらっしゃる方につい

ては、このようなところの周知というのはあまりないように思うんですね。 

 まちのイベントとか、そういったものを含めてなんですけども、アンケートを幅広く取

っていただく工夫というのが必要だと思うんです。今、小学校で私立に行っていらっしゃ

る方たちは、国立も含めて２割、中学校ですと５割いらっしゃいますので、そういった声

をしっかり拾っていただくために、どのようなことを考えていらっしゃいますでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 予算案のあらましの７８ページ、下の段のほうをご覧いただいて

もよろしいでしょうか。今回、こちらで子どもの権利につきまして、具体的にどういうふ

うにやっていこうといったところの記載をさせていただいているところでございます。 

 まさしく今、おのでら委員がおっしゃっていただいた私立や国立、あと都立の一貫校と

かに行かれている方につきましての意見等をどういうふうに拾うのかといったところで、

今回それを拾えるような形で実施のほうは考えていきたいと思っております。 

 こちらの対象としますと、大体、住民基本台帳上は、中学生から高校生の年齢相当の方

が区内に約３,５００人いるということはつかんでございます。その中で、右側のところ

でございますが、私立学校の中高生、また保護者の方々につきましてはオンラインでの回

答ができるような形で、周知のほうを図っていきながらやっていきたいと思います。 

 基本的には、全３,５００人のお子さん、生徒と、あと保護者に対しては郵便で通知を

送りまして、ＱＲコードで読み取っていただきながらアンケートで回答をさせていただこ

うというふうに考えてございます。 
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 こういう形で区民の方々、区民というか生徒、この年齢の子どもたちの様々な意見を収

集させていただきながら、最終的には生成ＡＩなどで様々なお声を聴取しながら、分析の

ほうを図っていきたいというふうに考えてございます。 

○えごし委員 子どもの権利条約のところで、令和７年度の予算をしっかりとっていただ

いて、子どもの権利推進をしっかり進めていこうという区の意識というか、それを感じる

ことができるんですが、これからまた子どもの権利を様々な意見を聞いて進めていくと。 

 あと、しっかりと子どもの権利を守っていくという点で、今は国連とかでまた推奨され

ていますけれども、子どもの権利擁護機関というか、子どもオンブズマンとか子どもコミ

ッショナーとも言われていますけれども、行政から独立した立場で、実際に子どもの権利

が守られているかどうかというのをしっかりモニターをしていく、そういう機関もまた必

要ではないかと推奨されていますけれども、その点については、区としての考えはいかが

でしょうか。 

○加藤子ども総務課長 オンブズマンの制度自体は、保健福祉部のほうでそういった制度

は設けておりまして、なお、その中で高齢者・障害者だけでなくて、子どもの関連のオン

ブズマンもやっていただいているところでございます。年に何度か、オンブズマンの方々

と行政と、それ以外、それに携わる民間の団体の方々と集まって、会議体を設けて意見交

換をしているというところはやってございます。 

○えごし委員 今オンブズマンというところの中でやっていただいているという話はあり

ましたけれど、しっかりと子どもの権利を守っていくという部分で、そこに特化したわけ

ではないですけど、特化したというのは変な言い方ですけど、しっかりと子どもたちがそ

こに、何というんですか、相談できたりとか、しっかりとできるように、今やっているの

であれば、それも周知していただきたいなというふうに思いますし、子どもコミッショナ

ーとか、そういう形でしっかりと、しっかり子ども権利推進をやっていくというんであれ

ば、そういう形でしっかりとつくって、周知徹底していくというのも必要だと思いますの

で、お願いいたします。 

○加藤子ども総務課長 今おっしゃっていただいたところ、今、福祉部のほうでやってい

るものと、ちょっとどういう形で、どういうふうに切り分けてやっていくのかというとこ

ろもあろうかと思いますので、他区の、他自治体の事例なども参照にしながら、ちょっと

研究・検討を進めていきたいと思います。 

○西岡分科会長 ほかに関連、ございませんね。はい。 

○牛尾委員 改めまして、子どもの安全・安心ということですね。 

 安全・安心、（１）のところの予算というのは大幅に増えております。これは、区内大

学生と連携した事業ということなんでしょうけれども、一つ、この前の常任委員会でもご

説明がありましたけれども、大学生と連携した見守り事業の拡大ということですけれども、

具体的には、キーホルダーみたいなやつはありましたけど、大学生がどうやって子どもの

見守りというのを行っていくのか、具体的な形というのはあるんですか。 

○加藤子ども総務課長 まだ最終的には、ちゃんとできているわけではないんですが、基

本的にはキーホルダーをつけて、まちなかを歩いている中で、子どもがいれば見守ってい

ただくというようなところを、各大学のボランティアセンターを通じて、ボランティアを

やっていただく大学生にお配りをして、その趣旨に賛同した方々には見守りを、ながら見
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守りという形でやっていただくと。これがほかの自治体でもだんだん進んできておりまし

て、そういう形で区としても実施のほうをしていきたいと思います。 

 大学生にこれがある程度、行き渡りましたらば、区民の方々にもご協力を促して、さら

なる展開をしていきたいというふうに考えてございます。 

○牛尾委員 そういうふうに社会で子どもたちを見守っていく体制をつくっていくという

のは非常に大事なことだと思うので、それを進めていただきたいんですけれども、一方で、

一番声かけ事例が多いのが登校時、下校時。特に下校時ですよね。そこではシルバーさん

の方が道々に立って、見守っていただいているんですけれども、なかなか、ここに書いて

あるとおり、成り手が減ってきているということもあるんですけれど。 

 大学生だって、やっぱりボランティアで立っていただける方を募っていくという、そう

いうことも考えていらっしゃいますか。 

○加藤子ども総務課長 今言っていただいたようなことも、ちょっと授業の合間を縫って

というところになってしまうので、あともう一つは大学生にとっても授業であったりバイ

トだったり、いろいろありますが、ボランティアサークルとか、そういう活動の中の一環

でやっていただけるみたいなお話も今頂戴していたりはしますので、そういうところから

実施のほうをできたらなというふうに思ってございます。 

○牛尾委員 分かりました。ぜひ、協力してくれる大学生がいらっしゃったら、シルバー

さんも結構大変なんですね、立ちっ放しで。協力を募っていただければと思います。 

 一つ、やはり子どもたちが、声かけがあった際に、すぐに近くの大人に言えるというこ

とが必要だと思うんですけれども、子ども１１０番みたいなものがありますけれども、何

というか、駆け込み寺というかな、そういったところを、今回新しい予算で何か考えてい

らっしゃいますか。 

○加藤子ども総務課長 先日、３月１日に子ども１１０番の家の連絡会というものを各小

学校、８校の担当の方々と一緒に、どういうふうに発展させていこうかというような会議

体を実は持たせていただきました。その中では、ちょっと予算がかかる話ではないんです

が、例えば警察等と一緒に、どこかの１１０番の家のところと協力して、駆け込む訓練を

してみたらどうかというようなご意見が、保護者の方々から出ました。 

 確かに事例としては今、１１０番に駆け込む事例は、いいのか悪いのか分からないんで

すが、区としては０件と把握しているところでございます。そういったことを少しでも子

どもたちに周知啓発をしていって、自分の身を守るのにはそういったこともできるんだよ

といったところについては、そういう訓練をしていくことが必要なのかなというふうにも

考えておりまして、それを来年度、ちょっと警察と連携しながら、何がどうできるのかと

いったところについては検討のほうをさせていただきたいと思ってございます。 

○牛尾委員 はい、分かりました。 

○池田委員 関連で。 

 今回の拡充予算ですけれども、どこに充てているんでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 今回は防犯カメラの設置が主な金額となっております。こちらに

ついては、大体５００万余の、今回、増額予算をお願いしているところですが、ほとんど

その防犯カメラの金額になってございます。 

○池田委員 概要の中だと、モデルケースとして１校の区立小学校の通学路上と書いてあ
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りますけど、ちなみにこれはどこを想定していますか。 

○加藤子ども総務課長 今現在は、先日事件もありました昌平小学校から実施のほうをし

ていきたいと思います。あちらのほうは商店街であったり、町会であったり、様々、防犯

カメラを設置しているところではありますが、通学路上にトータルとしてどういうふうに

あるのかといったところの把握であったり、そういうものをちょっと警察と協議しながら、

通学路上に設置のほうをしていきたいというふうに思っております。そちらの経費が今回

の５００万余の金額の中に含まれているというところでございます。 

 今後、全８校の通学路上に防犯カメラを設置したいと思っておりまして、まず、一番大

変そうな昌平小学校を選ばせていただいて、その後、８年度は３校、９年度は４校に防犯

カメラを設置して、３か年かけて、トータル、全部の小学校の通学路上に防犯カメラを設

置していきたいというふうに考えてございます。 

○池田委員 よく分かりました。昌平小学校は本当に、喫緊のところでありましたから、

調べていただきたいんですけれども。 

 そういうことであれば、８校が３か年にわたって、今後は防犯カメラの設置を進めると

いうことなんだけれども、もう既存で、町会だったり商店会だったり、様々なところでも

設置はされているんですね。そこのところは当然把握されていると思うんだけれども、通

学路といっても、各校でいろいろ、お子さんたちが通ってくるのは、細い道もあれば、大

通りもあるし、実際にそこのところは子ども総務課で、警察の方と一緒に通学路を歩いて

調査されるんですか。 

○加藤子ども総務課長 おっしゃるとおりで、警察の方々と我々のほうで歩いて、通学路

上を歩いて、どういうところが危ないか。またＰＴＡの方々にもご協力いただきながら、

どういうところが危険であるというふうな認識が、多分、保護者の方もお持ちだと思いま

すので、そういった声を頂戴しながら、設置のほうを進めていきたいと考えております。 

○西岡分科会長 すみません。そもそも防犯カメラは、すぐに対応できるように警備会社

が対応するんでしたか。保存期間も、どうするんでしたか。その辺は。 

○加藤子ども総務課長 今、一定のルールを区のほうで設定しようという形で動いてござ

います。大体、保存年限が半年ぐらいになるかなと思っております。それをぐるぐるとい

うか、ＳＤカードを挿したりとか、またＷｉ-Ｆｉでダウンロードしたりとか、やり方は

カメラによって変わってくるというところはございますが、ちょっと警察と協議しながら、

こういうやり方だと警察のほうがやりやすいというのもあるみたいなので、そこら辺は協

議しながら進めていきたいと思っております。 

○西岡分科会長 ごめんなさい。チェックするのは警察なんですか。 

○加藤子ども総務課長 防犯カメラ自体は、もちろん区のほうでも管理はするんですが、

最終的なチェック自体は警察のほうにお願いしたいというふうに考えております。 

○池田委員 今の課長の話だと、ＰＴＡの方も当然一緒に回っていただくというのは、私

もそれは賛成なんですね。そのために１１０番連絡会を開いて、１１０番の家というのを

皆さんが回って、そういうところに協力を求めているけれども、それぞれの通学路という

のは、お子さん同士でもあるし、寄り道云々ではなくても、しっかりとした通学路を守る

んだよという意味でも、そこのところは啓発していただきたいと思いますが、そこで、何

だったか、取りあえず、それでお願いします。 
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○加藤子ども総務課長 ご指摘のとおり、保護者の方々のご意見を取り入れながらやって

いきたいと思っておりますが、あまりにも負担にならないように、ちょっとそこだけは気

をつけながら進めていきたいと思います。 

○池田委員 確かに学校によってはＰＴＡ活動を自主的にというか、随分といろいろな考

え方がありますから、そこのところへの協力の求め方というのは各学校によって違うと思

いますから、よろしくお願いいたします。 

 それで、防犯カメラの設置に際しては、ようやくこうやって教育委員会が、今までは極

力、進んで設置をしてこなかったんですね。監視カメラじゃないかとか、そういういろん

な意味で言われている中で、ようやくこうした防犯、安全・安心に目を向けていただくと

いうところは非常にいいんだけれども、防犯カメラ設置するところでも電気代がやっぱり

かかってくるんですよね。ここのところは町会さんに頼もうかなとか、ここのところは商

店会さんに頼もうかな、ここは教育委員会でやろうというところ、それぞれあると思うん

ですけども、そこのところはどのように調整される予定でしょうか。 

○加藤子ども総務課長 まさしくそこにつきましては、実は商店街に置いてある防犯カメ

ラも、小学校に設置しているものもあったりもしますので、様々な調整をしていかなけれ

ばいけないというふうに思っています。ここは少し丁寧に、特に昌平の辺りは本当に防犯

カメラが非常に設置されているということもありますので、丁寧に対応させていただきた

いと思っております。 

 商店街の方々や町会の方々、様々、設置されていますので、そういったものと合わせた

ほうがいいのか、それともここは区のほうで負担したほうがいいのか、そういったところ

もちょっと調整のほうを図っていきたいというふうに思ってございます。 

○池田委員 そこのところは慎重に動いていただきたいと思います。 

 心配しているのは、防犯カメラを設置しますというところは、きっと各学校、ＰＴＡさ

んに促すんだろうけれども、今までは、どうしても監視カメラだったり、イメージとして

は、あくまで防犯カメラなんだと、万が一、何かあったときに、警察とのやり取りのとき

にしか使用しなくて、通常はそこを誰かがずっと監視しているわけではないんだというと

ころは念を押していただかないと、やはり皆さんが協力体制にならないのではないかなと

思うんだけれども、その辺りはいかがでしょう。 

○加藤子ども総務課長 今おっしゃっていただいた視点は非常に重要なご指摘だと思いま

す。保護者の方々、お子さんにつきましても丁寧に、こういう目的で防犯カメラを設置す

るんだよ、機能としてはこういう機能なんだよといったところにつきましては、必ず保護

者の方、お子さんについても学校のほうにちょっとお願いすることになろうと思いますが、

丁寧に説明のほうさせていただきたいと思います。 

○えごし委員 私も１点だけ、関連で。 

 今、池田委員が言われましたけれども、やっぱりカメラ、これからまちなかで、通学路

ではありますけれども、まちなかに設置をしていくという限りでは、やっぱり設置すると

ころ、地域の方の協力も必要だと思っていまして。 

 例えば、ここにカメラがある、防犯カメラの意味はしっかり分かってはいるけれども、

そこにカメラがあるのが嫌だと思われる、もしかしたら近隣に住まれている方もいるかも

しれないという部分では、しっかりと近隣の方の理解も得た上で、設置場所というのはし
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っかり進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 今のえごし委員からのご指摘も重要だと思います。設置するに当

たっては、本当に近隣の方々のご理解を得ながら進めてまいりたいと思います。 

○西岡分科会長 プラス、さっきも言いましたけど、誰がチェックするかというのを明ら

かにしないと、保護者の方も安心できないと思うので、そこは誰が見るんですか。最終的

には警察だろうけれども、誰が日頃チェックするのかというのを明らかにしてほしいです。 

○加藤子ども総務課長 先ほども申し上げたとおり、最終的には警察になるんですが、維

持管理自体は区のほうで、もちろん委託業者にメンテナンス等はやっていただくんですが、

多分、分科会長が言われているのは、何かあったときにどういうふうに動くかという話で

すよね。ちょっとそれについてはまだ検討中でございますので、そこは少し詰めてから、

保護者の方々、また地域の方々、子どもたちにも説明させていただきたいと思います。 

○小川子ども部長 防犯カメラをこれまでも設置してきた中で、一定の運用ルールがあり

ます。その中には、警察から何らかの犯罪性であったり事件性であったり、そういったも

のが疑われるものについて、警察の立会いの下、閲覧ができるといったような形です。し

たがいまして、通常、誰かが常時カメラを見ているというような形にはしないという運用

ルールをこれまでは図ってきたということでございます。 

 今後のカメラの運用に関しても同様に、通常見られるような形ではなくて、緊急時に警

察からの要請があって、初めて中身が確認できるような、そのような運用ルールになって

いくのかなというふうに思っております。 

○西岡分科会長 分かりました。二つあって、監視されているというご意見は皆さん、い

ろいろあって、プラス、迅速に、何かあったときに、民間の警備会社みたいに、すぐ駆け

つけてくれるというようなイメージを持ってたんですけど、そのために通学路に設置する

のかなというイメージもあったんですけど、ちょっとその辺はよく、またもみ込んでくだ

さい。大丈夫です。まだしっかりと検討できてないところもあるんでしょうから、よろし

くお願いします。 

 はい。ほかにございますか。この件よろしいですか。関連もございませんね。 

 はい。それでは、ほかの項目で。おのでら委員。 

○おのでら委員 ９番、教育ローン利子補給金について、伺います。事務事業概要５１ペ

ージですね。 

 本年の１月から申請がスタートしたと思うんですけども、予算額を見ますと、もともと

２,５００万ぐらいあったのが７５０万まで減っていると。なので、申込みが当初の予想

よりも少し低調、あるいはスタートが遅かったというのはあるかもしれませんけども、そ

ういった見込みはあると思うんですけど、今の申込みの状況について教えてください。 

○加藤子ども総務課長 こちらにつきまして、１月から実際には申請のほうを受け付けて、

あっせんと非あっせんの２通りありまして、非あっせん、要は既存の教育ローンをお使い

になっている方への利子補給のほうは２月末で締めさせていただいたところでございます。

現在のところのトータル、あっせんにつきましては２１件の申込みがありまして、１７件

のあっせんをしているところでございます。非あっせんにつきましては、相談件数自体は

４０件ありましたが、受付件数は２３件という形でやってございます。非あっせんのほう

の受付件数が相談件数より低いというところにつきましては、必要な書類を残念ながらお
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持ちでなかったというところもございまして、このような状況でございます。現在、です

ので４０件について、お申込みを受けているという状況でございます。 

○おのでら委員 あっせんについてなんですけども、２１件のうち１７件のみ受けた理由、

４件落ちてしまったというのは。 

○加藤子ども総務課長 こちらにつきましては、最終的には要件に満たなかったというと

ころが一番大きいところなんですが、もともと考えられていた融資の場所が、残念ながら

千代田区内に支店がなかったとか、そういったところがございました。ですので、残念な

がら、ちょっとそういうところで今回あっせんのほうができなかったというところがござ

いました。 

○おのでら委員 金融機関自体は対象なんだけども支店がない、千代田区内に支店がない

と対象外になるケースがあると。支店が千代田区にあるというのが要件になっているとい

うことですね。分かりました。 

 この４０件なんですけども、子どもの数で４０件なのか、ローンとしての本数なのか、

あと、もし分かれば世帯としては何件受けたのか、教えてください。 

○加藤子ども総務課長 すみません、世帯としてはちょっと認識していないんですが、あ

くまでも今回はローンの件数になってございます。結構、思ったより多子、２人から以上

のお子さんをお持ちのお申込みが多かったという印象でございます。一番多い方で、５名

のお子さんをお持ちの方が、各お子様ごとにローンをご利用されるといったところも今回

分かってきたところでございます。 

○おのでら委員 できるだけ多くの方、多くの世帯に使っていただくのが、やっぱりこち

らの事業の目的だと思いますので、周知のほうをお願いしたいというところと。 

 あとは、１人で幾つかのローンに分けて借りるというケースもあると思うんですよね。

１人のお子さんの学費に対して一つのローン、塾代に対して一つのローン、そういった形

で金融機関もローンを受けると思うので。そういうケースというのはあるんですか、子ど

もで分かれている以外で。１人の子で幾つもローンを既に申し込んでいるとか、そういっ

た例はあるんでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 今のところ、１人のお子さんについて何か所かのローンを申し込

んで、利子補給のほうといったところは、私の記憶の限りではなかったと思います。 

 ちなみに複数あったとしても、１人のお子さんに対して、利子補給でございますので、

最大１０万円、年度１０万円ですので、複数であっても要は１０万円までしかお出しはで

きないという形になります。 

○おのでら委員 あと、今後の金利の動向というのを多分注視されているかと思うんです

けども、日銀のほうで金利を上げていって、今年もまたさらに上がるのではないかと言わ

れている中で、恐らく１０万円という上限では厳しくなるケースが出てくる可能性もある

と思うんですね。その辺りについてはどのようにお考えでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 本当にそちらについては毎日、日経のホームページとにらめっこ

しているところではありますが、本当に利子が少しでも高くなるとやっぱり予算に響いて

きますので、もしかしたら１０万円というところを見直す必要性があるのかなというとこ

ろもございます。ちょっとまだ現時点では何とも言えないところではございますが、今の

予算の中では泳げるかなというふうには思っておりますが、これからもそちらのほう、利
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子の状況については注視のほうをしてまいりたいと思います。 

○牛尾委員 関連で。今の教育ローン利子補給ですけれど、金融機関が本店・支店とも千

代田区にないといけないという大きな理由は何ですか。 

○加藤子ども総務課長 基本的には、やはり地場の産業である金融機関をご使用いただき

たいというふうなところで、今回は千代田区に網をかけたというところでございます。 

○牛尾委員 でも、教育ローン利子補給の目的というのは教育への負担の軽減ですよね。

地場の銀行といいますか、千代田も確かに地場の信金とかあるけど、大体メガバンクとか、

そういうのが多いじゃないですか。いっぱい千代田区にはありますが。 

 でも、目的が教育への支援ということであれば、金融機関が区内か区外かというのを問

わないほうが教育への支援につながるのではないかという、私は印象を持つんですけど。 

○加藤子ども総務課長 もちろんそういったところも、いろいろ検討した部分はございま

す。ただ本当に、千代田区内には金融機関が非常に多いところがございますので、もちろ

ん、ない銀行さん、また信用金庫さん等とありますが、ちょっとその辺りはこれからも、

どういうところのお申込みが多いのかといったところを踏まえて、例えば近隣区といった

ところも研究・検討のほうはさせていただきたいと思います。 

○西岡分科会長 はい、ぜひお願いします。 

 ほかにありますか。 

○牛尾委員 すみません、ちょっと簡単に。おがちよ教育交流事業、昨年は、千代田の子

どもたちが小笠原に行って、報告もありました。事務事業概要５６ページです。 

来年度は何を企画しているか、もう一度お聞かせいただけますか。 

○加藤子ども総務課長 今現在、検討している内容ですが、６月に小笠原の中学校、二つ

の学校のほうが修学旅行で東京にやってくるというふうに聞いてございます。まず、そち

らのほうを区内の中学校でそれぞれ受入れをしまして、交流を図っていきたいというふう

に考えております。 

 また、千代田区から小笠原のほうに行くのは、現在、８月の中下旬を考えておりまして、

ちょっと向こうの受入れのほうの準備と、あと夏休みにはどうしても小笠原の子どもたち

は本土に、こちらのほうに来ていることが多いと。スポーツの大会であったり、そういっ

た形でこちらに来ているということもあって、前回行った７月ですと、どうしても交流が

できなかったという部分もありまして、ちょっと時期を変えて、８月の中下旬のほうに小

笠原のほうに行きたいと思っております。人数であったり、そういったところが決まりま

したら、またお知らせのほうを、常任委員会のほうにもご報告のほうをさせていただきた

いと思っております。 

○牛尾委員 始まったばかりなので、いろいろこれから試行錯誤していくとは思うんです

けれども。去年の子どもたちの簡単な報告が載っていますけれども、平和使節団なんかは

分厚い冊子になったりとか、しているんですけれども。今後、もちろんいいことなんです

よ、いいことなんですけど、おがちよ教育交流事業について、どのように発展させていく

か、教育委員会の考えをお聞かせいただければと思いますけど。 

○加藤子ども総務課長 もちろん、本当に小笠原は、私も昨年、初めて行かせていただい

て、やはり世界遺産に登録されているだけの自然環境、また様々な、戦争の歴史といった

ものの遺跡が残っているといったところについては、これを千代田区の子どもたちにもや
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っぱり見せてあげたいといったところにつきましては強く感じているところです。 

 本当に一緒に行った子どもたちは、この１回の経験で様々なことを学び、今後に生かし

ていくというふうなところを、この体験を通じて、また成長につながっているというふう

に、実際のところ、感じているところです。その後は、子どもたちと会って、話を様々さ

せていただいたりしまして、本当に小笠原の経験が今の子どもたちの学習、また本当に船

が来ないと食べ物が来ない状況である、そういったところも本当にいろいろ感じるところ

があったのかなというふうに思っております。 

 そういった形で子どもたちの成長、また学習、様々なところにつながっていくといった

ところで、おがちよ事業を実施させていただきたいというふうに感じております。 

○牛尾委員 ぜひね、そういう方向に持っていっていただきたいんですけれども。 

 行った子どもたちは、各学校で報告なんかはしているんですよね。 

○加藤子ども総務課長 ３校でございますが、学校のほうで報告会等をやっていただいて

いるというふうに聞いております。 

 また、お子さんの１人、神田一中のお子さんについては、ちゃんとした名前は忘れてい

るんですが、東京都の税務協会のほうで、税の作文コンクールの中で優秀賞を取られたと。

それが小笠原に行ったときの体験で、行ったときの様々な経費が税金から使われていると

いうような作文を書いていただいて、優秀賞を取られたというふうに聞いてございます。 

 そういった形で、本当に周知を様々できればと、我々のほうでも考えてございます。 

○西岡分科会長 はい。ほかに。関連かな。関連の方はいますか。大丈夫ですか。 

○えごし委員 私は４番の学校図書館等への司書派遣について、お伺いします。 

○西岡分科会長 ２６３ページです。 

○えごし委員 ２６３ページですね。 

 今、小・中学校、幼稚園に司書を派遣していただいていまして、大変ありがたく思って

おります。私の子どももよく本を紹介してもらって、うれしいと。よく本を持って帰って

くるので、うれしいという声も聞いております。 

 やっぱり本の楽しさを教えたり、また子どもの読書の入り口にもなるということで、子

どもの読書推進、また学ぶ意欲の向上という意味でも非常に大事な事業だなというふうに

思っております。 

 その上で、やっぱり各学校とか、また子どもたちの状況というのは様々違うと思うんで

すよね。ちょっと確認ではあるんですが、派遣されている司書の方と、学校側とか教職委

員の方との連携というのはどのように取られているのか。例えば職員会議に参加したりと

か、学校とか児童の状況というのを共有できるようになっているのかどうかというのをお

聞かせいただいてもよろしいでしょうか。 

○上原指導課長 派遣いただいている司書の方と、１２学級以上の学校には司書教諭とい

うのもいまして、図書館担当ですね、そういった教員と司書の皆さんとは連携を図ってい

るところです。 

 また、司書の皆さんに環境整備等で、先ほどお話のありましたお勧めの本だとか、そう

いう紹介というところは、当然担任と連携した上で、子どもたちの実態に応じて、そうい

ったところをやっていただいているところです。職員会議への参加というところは各学校

長の判断のところになるかと思うんですが、そういった情報交換に基づいて活動をしてい
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ただいているところでございます。 

○えごし委員 今しっかり連携を取っていただいているということで。 

 先ほど言ったとおり、学校が勧めているような関連書籍を紹介したりとか、そういうも

のに合わせて授業を行っていくというのもあると思うので、連携をまた引き続き取ってい

ただきたいという部分と。 

 あと、子どもと直接に接してコミュニケーションを取りながら本の楽しさを伝えていく

という上では、やっぱり司書の人というのは大事になってくるんだろうなと。そういう意

味で、司書の育成・研修という部分は、今は千代田図書館からの派遣ということに、委託

ということになっていますけれども、育成研修は委託先に任せているのか、区として、い

ろいろ確認を取りながら行われているのか、お聞かせください。 

○西岡分科会長 ごめんなさい。所管外みたいですけど。見解も特にないですか、子ども

部からの見解も特にない。では、別の角度でお願いします。えごし委員。 

○えごし委員 すみません。所管外ということで、すみませんでした。育成とか、そうい

うのはしっかりやってもらいたいなというので、今質問させていただきました。 

 あと最後、１点なんですけれども、今、小・中学校に週３回、また幼稚園、児童館では

月２回派遣していただいていて、九段中は非常勤ですかね、そういう形でやっていただい

ていると思うんですけれども。 

 現状でも、私も調べたんですけど、ほかの自治体と比べても結構多い形にはなっている

かなと思うんですが、やっぱり子どもたちに聞くと、いつでもいてくれたらいいなとか、

いないときもあるということで、そういう意見を伺ったりもありました。 

 ほかのところではもう少し多く、やっぱりやっているところがあるということで、予算

を見ると令和６年度と同じ予算ということで、同じような形で７年度も進めていくかなと

は思うんですけれども、実際、回数をちょっと増やしていこうかとか、そういう議論とい

うのはあるのかどうか、検討があるのかどうか、お聞かせください。 

○清水学務課長 今のえごし委員からのご質問で、回数なんですけれども、今現在は小学

校、中学校を週３回訪問しているという形で、学校としっかり連携を取って、事業を運営

しているというところで、回数のほうを今から、これ以上に増やすという予定はございま

せん。ただ、今後、学校との連携の中で、そういう必要があるということであれば、また

検討していきたいと考えております。 

○牛尾委員 関連でお願いいたします。 

 本当に私も司書派遣の回数を増やしてほしいというのは、これまでも幾度か繰り返し質

問してまいりましたけれども。 

 司書派遣と直接の関係があるのかな、今、学校では、全員が学校ではないかもしれませ

んけれど、保護者が子どもたちに授業前に本の読み聞かせを行っています、うちの子ども

が行っている学校もやっていますけれども。でも、学校のカリキュラムが増えたとかで、

読み聞かせする時間とか、あと曜日が減らされているということを聞いております。そこ

はぜひ改善していただきたいんですけれども。 

 ぜひ、本に接する大事な機会でもあるので、それが減らされた分、例えば司書の回数を

増やすとか、そういったことと併せて、やっぱり子どもたちが本に親しめる時間とかきっ

かけを増やしいただきたいと思うんですけども、いかがですか。 
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○上原指導課長 そのような時間は確かにすごく大切かなというふうに思います。令和７

年度の教育課程の編成において、これまでの授業時数にはかなりの余剰を設けていたとこ

ろなんですけれども、それを標準時数に近づけるような形というところで、それ以外に多

くの時間が費やせるような教育課程の編成というのをお願いしているところでございます。

ですので、行事の精選等を含める部分もあるかと思うんですが、また学校長の経営方針

等々もあるかと思いますが、本に親しむような時間というのを確保するというところは、

各学校が工夫して取り組めるところかというふうに思いますので、頂いたご意見をまた各

学校等に助言してまいりたいというふうに思います。 

○池田委員 関連で。 

 司書派遣の予算については、ほかの所管のほうに予算移行されているというところで間

違いはないんですよね。 

○清水学務課長 文化振興課のほうに執行委任して、千代田図書館の読書振興センターと

契約している状況でございます。 

○池田委員 これは子ども部として答えていただきたいんだけれども、最近の子どもたち

の読書離れだったり活字離れだったりというところは、どのようにお考えですか。 

○上原指導課長 子どもたちの読書離れ、活字離れというのは確かに、数字上、今、手元

にないんですけども、そういった部分というのは認識しているところでございます。 

 そういったところの読書離れ、活字離れというところをどう改善していくかというとこ

ろについて、学校教育の在り方と現場の取組等をしっかり検討していく必要があるかなと

いうふうに思っております。 

○池田委員 これも所管外なので、あまり突っ込みたくはないんですけれども。 

 千代田区の子ども読書調査報告書というのがありまして、そこの中で、当然、学校の図

書館、学級文庫だったりの利用状況というのが小学生ではやっぱり減少していて、中学生

でも減少しているというのが。 

 要するに、そこの利用はしないけれども、普通の一般の図書館は皆さんが利用している

というところで、図書館利用が増えているのは理解できるんですけれども。その理由の一

つに、電子書籍サービスというのを導入しているようですけれども、それは小学校に限っ

てなのかな、その辺りの効果はいかがなんでしょうか。 

○上原指導課長 電子書籍は小学校のみに入れさせていただいているところですが、平均

しますと各学校、月１０冊程度、子どもたちは電子書籍で読んでいるというようなデータ

があります。かなり効果はあるかなというふうに思っております。 

○池田委員 そういった中で、毎年毎年、学校図書館への司書派遣が６,０００万余、毎

年これを派遣されているんですよね。所管が違うから、指摘はできないんですけれども、

ここの子ども部で挙がっている以上は確認をしたいんだけれども、司書に対してはどのよ

うに子ども部から、ただ派遣をして、進めてくれ、ではなくて、読書離れをしている子た

ちにどのような働きかけをされているんでしたら、お答えいただきたい。 

○上原指導課長 司書と図書担当教員を集めまして図書館連絡会というのを、実は年２回

行っております。これは地域振興部のほうが行っているところがあるのですが、その中で

各学校というか、各学校の教員のほうから、図書離れだとか読書離れだとか、またその現

状だとか、話をしまして、どのように対策を取っていくかというのを司書の皆さんと一緒
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に協議をしているというところは聞いております。 

○池田委員 そうであれば、読むということは大事かなと思います。はい。 

 また別で、千代田区の子ども読書活動推進会議というのが定期的に行われて、その中で

行政の関係者、子ども部のメンバーがかなり出席をされているのでお聞きしたいんだけれ

ども、ここのところで千代田区の子ども読書活動推進計画というのがこれからまた作成さ

れると思うんですけれども、そこでの子ども部としての狙いというか、考え方をお聞かせ

いただきたい。 

○上原指導課長 子ども部としての狙いですが、今の推進計画の中で、それぞれ各発達段

階に応じて本に親しむというところをより推進していくというところと、リテラシーに関

してしっかり理解を推進していくというところで、この推進計画のほうで立てているとこ

ろでございます。 

○池田委員 この会議体の中で、やはり読書というのは、読むのも大事だけれども、その

うち子どもたちに、自分で文章を考えてみたいという思いも大事なんではないかというこ

ともあるように報告されているんですね。 

 例えば、新聞記者じゃないんですけど、記者みたいに、いろんな人の意見を聞きながら、

今度は新聞を作ってみようという、自分たちで作るというか、文字を書くというんですか

ね、そういうことについての取組をしているというところについての評価はどのようなお

考えでしょうか。 

○上原指導課長 新聞を書いたり、文字を書く、創作だとか作文等、そういった指導とい

うのは当然、通常の授業の中等でも行っているところでありまして、活字に親しみ、本に

親しんで、活字文化というところを推奨していく上で、そういった文字を書くという活動

というのは、体験的な活動の一つとしては大変重要なものだというふうに考えております。 

○池田委員 文字を書くというのは大変重要だということは確認できました。 

 先ほども、おがちよの項目のところで、作文を書いたお子さんが非常に表彰されたとい

うところもありますけれども、実は昨日の保健福祉部の分科会でも提案をしたんですけれ

ども、毎年、歯の作文というのを募集しているんですね。それというのは、所管ではご存

じですか。 

○上原指導課長 大変申し訳ございません。今初めてお伺いしました。 

○池田委員 これは毎年、もう第６４回という歴史があるんですね。 

 まとめているところというのが、実は千代田区の九段北の歯科医師会館の中にあるんで

す。もともとは、虫歯を予防しようだとか歯の大切さということで、そこは強制ではなく

て、自分たちで、自主的に書きたい子たちだけが応募すればいいんだけれども。 

 なぜ今これを取り上げたかというと、この間も常任委員会のところで少し指摘をしまし

たけれども、ちよだジュニア文学賞というのが今度廃止されてしまったというところで。

いろいろ様々、理由はあるにせよ、やはり読むのと書くというのは、私は一体だと思って

いるんです。そういうところで、教育委員会、所管としても、そういうのをいろいろ今度

は抽出しながら、ぜひそういう芽を潰していただきたくないなと思うんだけれども、そこ

の辺りのお考えをお聞かせください。 

○上原指導課長 今、読むと書くの一体化、まさに実は国語科の学習で、ただ書くだけの

学習というのは行っておりませんで、しっかり読む、例えば文学的文章だとかを読んだと
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ころで、そこで登場人物の表し方だとか情景の表し方だとかを読み取って、それを基に自

分たちが例えば創作をしていくだかとか作文を書いていくだとか、そういった学習を行っ

て、読むと書くというところは連携して組み合わせて、行っているところです。 

 今お話しいただいた、いろんなコンクールだとか、そういったところは子どもたちのい

わゆる書く意欲の向上の部分では必要なところはあるかと思いますが、それぞれ各自で申

込みができるような状態といえども、それぞれ学校で、当然、出すに当たってはチェック

することも大事かというふうに思っているので、その辺り、学校としての、教員としてど

こまでできるかというところは考えながら、また案内がございましたら、そういったとこ

ろは子どもたちの意欲を高める上では、広めていくことはできるかなというふうに思って

おります。 

○えごし委員 すみません。先ほどの私の質問の最後で、回数については今のところ、拡

充は考えてないという話もありましたけれども、司書がいないときというのは、学校によ

っても違うと思いますけれども、図書委員とかの生徒が図書室にいて対応しているという

話もお聞きしました。 

 そういう意味では、私も以前に質問させていただいたんですが、今、子ども司書という

のもあるみたいなんですね。だから、子ども自身が子どもに本の楽しさを伝える、こうい

う本がいいよと勧めていくというのがありまして。司書がいないときは、そういう子ども

司書、例えばそういう研修とかも必要かもしれないですけれども、そういうのを使って、

子ども自身が子どもに伝えていく、そういう機会もつくっていけるとまたいいのではない

かなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○上原指導課長 子ども司書、新しい取組として、各学校がそういった取組も進めていけ

ればとてもいいなというふうに思います。特に高学年の子どもたちが低学年の子たちに、

例えば自分が読んだ本を紹介するだとか、そういった取組等を行っている学校も聞いてお

りますので、子ども司書という名前ではないにしても、そういった子どもたち自身がお互

いに本の紹介をし合うというような活動というのは、これからもどんどん広めていければ

いいかなというふうに思っております。 

○西岡分科会長 はい。ほかにございますか。 

○おのでら委員 １１番、教材費補助について伺います。事業概要２６３ページですね。 

 教材費補助に関しては、令和６年度から半額の補助ということで５,２００万円の予算

でやっていかれたと思うんですけども、令和７年度は全額補助ということですが、金額的

には６,７００万円になっていまして。半額から全額になると、その倍になるのではない

かと思ったのですが、１,５００万しか増えてない理由というのは、対象となっている教

材が変わってきているのか、そういったところを教えてください。 

○清水学務課長 ６年度予算でございますけれども、教材費につきましては学納金という

形で、保護者から学校に、教材費を含めて様々な費用を学校に納めるんですけれども、そ

の学納金を参考に６年度は予算計上したところでございますが、教材費補助として対象と

すべき教材をどういう形にするかというところで制度設計を行ったところ、やはり教室で

教材として使うものというところで、少し、学納金の中に通常、一般に買えるノートのよ

うなものであったり、ファイル、文房具、そういったものを学校として集めているところ

とそうでないところ、そういったところがございました。あとはそこに、例えば卒業アル
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バムですとか、教材費とは少し性質の異なるものが含まれておりましたので、教材費とし

ての対象を確認いたしまして、それで今年度、実施しているところでございます。要綱と

して定めまして、そちらを来年度、７年度は全額実施、補助という形になりまして、その

予算を７年度は計上させていただいたというところでございます。 

○おのでら委員 ありがとうございます。 

 令和６年度、品川区では最初から全額補助を始めたということで、千代田区としては半

額でやっていきますという話だったんですよね。半額から全額に切り替えられたのは、何

か効果とかを見られたのかどうか、きっかけというか、今回の背景を教えてください。 

○清水学務課長 全額にした経緯でございますけれども、やはり様々、物価高騰しており

まして、保護者負担というのがございますと、やはり教材でどういったものを使うかとい

うところで学校ごとに少し差が出てしまうようなところもございますので、これはもう全

額補助にして教育の充実ですね、さらに教育環境を充実させる必要があるというところで

全額にしたものでございます。 

○おのでら委員 ありがとうございます。 

 ２３区の中では品川区がやっていて、千代田区が今回追いついたというような形になる

と思うんですけども。品川区では制服の無償化も始まったということで、議論を呼んでい

るところだとは思うんですけども。千代田区の場合は麹町中で標準服を復活したというか、

そういった流れもありますので、制服の無償化についてはどのようにお考えでしょうか。 

○清水学務課長 現在のところ、総合的な子育て支援というところで、全体的にどういっ

たところにどのような支援をしていくかという検討をした中で、そうですね、制服、学務

課としては教材費の補助、あと給食無償化というところで実施しておりますが、制服につ

いては実施している自治体もございますが、考え方は様々でございますので、やはり様々、

ご意見を頂いて検討していく必要があるかなというふうに考えております。 

○おのでら委員 制服のそもそもの必要性ですとか、あとは無償化のニーズとか、そうい

ったところもいろいろヒアリングいただければと思うんです。今回また中高生の方にアン

ケートを行われるということですので、そういったところでも聞いていただければと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 制服だけではなくて、例えばトータルとして、どういったところ

の補助といったところについては、先ほどの子どもの権利の中で聞いていくことは可能か

なというふうに思いますので、ちょっとお金だけになるのかどうか、分かりませんが、い

ろいろ考える中で検討のほうをさせていただきたいと思います。 

○西岡分科会長 制服だけじゃなくて、体操服とか、そういうのも入るんですか。 

○清水学務課長 体操着等、様々、学校で使う学用品というのがございますけれども、今

現在、特に指定ということではなくて、色ですとか素材的なところ、体育に適したものと

いうような、その程度で、特に指定のものを買わなければいけないというところは、各学

校、保護者の方に自由に購入していただけるような取組を行っておりますので、そこのと

ころの補助というのは現在想定しておりません。 

○西岡分科会長 現時点では入らないと。教育の統一という部分では、そういうのも含め

て今後は統一していく可能性があるのかなと思ったのですが、現時点では、ないというこ

とですね。 
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○清水学務課長 はい。 

○西岡分科会長 分かりました。 

 はい。ほかに。関連ですか。 

○牛尾委員 ちょっと私も品川区の制服無償化のニュースは、ここまでやるのかと思いま

すけど。確かに制服は、教材費と比べ物にならないぐらいお金がかかるし、特に中学生は、

体が大きくなれば制服を買換えなければいけない時期も来ますので、ぜひ検討していただ

きたいと思います。 

 先ほど体育着の話がありましたけれど、確かに学校によっては、どこのを使ってもいい

ですよというのがあるんですけど、学校によっては、ここのを買ってくれというところも

あります。やっぱり指定のお店で買うと、かなり市販のものより高いという状況もありま

すので、ここについての手当というのも何らか考えていただきたいというふうに思います

が、いかがですか。 

○清水学務課長 そうですね、なるべく、どこのお店でというところになりますと、特定

のお店に行かないと購入できないという、保護者の負担もございますので、そこは学校と

連携して、なるべく指定にしないような、指定でこれを買わなければいけないというよう

なところをなくしていく方向で考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○西岡分科会長 ほかに、この項目で関連はございますか。はい。 

 では、ほかの項目で。 

○牛尾委員 すみません、１個戻って、給付型奨学金。我々も求めてきて、ついに実現し

て大変うれしいんですけれども。 

 まず、これからいろいろ制度設計されると思うんですが、利用される人数は何人ぐらい

を想定されていますか。 

○加藤子ども総務課長 現在、給付する対象の人数としましては１０名で、予算要求のほ

うをしているところでございます。 

 先ほど、まだ制度設計を検討中というところを申し上げましたが、申込みに際しては所

得制限を設けないようにしようかなというふうに思っております。先ほども少し申し上げ

ましたが、教育ローンをご利用になられている、多くのお子さんをお持ちの保護者の方は、

年収は高くても、やはり相当な費用がかかっているというのは見てとれましたので、ちょ

っとそういうところで所得に制限を設けないでいこうかなというふうに思っているところ

でございます。 

 また、お子さんを選定するに当たっては要件は特に設けない、要は何かを制限するとい

うことは設けないつもりでございますが、ひとり親の世帯であったり、先ほど申し上げた

多子の世帯の方々、また本人のもちろん学力といったところ、そういったところはちょっ

と見させていただきながら、ポイント制、優先という形で、そういう方々は優先して給付

のほうをさせていただければなというふうに、今現在のところでは考えているところでご

ざいます。 

 また、ある程度考えがまとまりましたら、常任委員会のほうにも報告させていただいて、

委員の方々の意見もお伺いできればと思ってございます。 

○牛尾委員 ぜひ進めていただきたいと思いますが、先ほどポイント制というお話があり

ました。つまりポイントが高い方から順々に１０人までということだと思うんですけれど
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も、先ほどの教育ローンの利子補給については４０名の方が利用されるとありました、合

計で。つまりそれだけお金がかかって、利子補給していただきたいというぐらい、やっぱ

り大変だという数から比べると、１０人の枠というのは少なめかなと思うんですけれども。 

○加藤子ども総務課長 それはいろいろご意見があろうかというふうには思ってございま

す。今、給付型奨学金をやっているのは品川であったり、それから足立、港区といったと

ころで実施のほうをしているところというふうに、調べた限りは、あと大田区もあったか

とは思います。 

 例えば足立区でございますが、７０万人を超えている人口の規模で、奨学金の対象は４

０名。今回、品川区は１００名というふうには聞いてございますが、方向性としては、理

系に通う大学生、要は文系のお子さんと比べて理系のほうが費用がかかる、そこの差を埋

めるというのが品川区さんの考え方というふうに聞いております。あと、港区も３０名ほ

どというふうに聞いてございます。人口規模から行くと、うちとすると１０名ぐらいなの

かなといったところで、最終判断で１０名というふうに考えているところでございます。 

○池田委員 ちょっと関連させてもらうと。 

 これは概要の中だと、令和８年度の見込額が倍増になっていて、９年度が倍、さらにと

いうことで。これはもう継続的に続けるという見込みで、１人の対象者に対して最大何年

間を予定されているんでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 これもまだ制度設計の考え方をちょっとどうするかというところ

で、検討中でございます。例えば、大学に通う４年間、場合によっては６年間というのも

あるかと思います、そこまでやるのか。それとも、毎年度、毎年度、申し込んでいただく

のか。ちょっとその辺り、どういうふうに制度設計するのか。 

 要は１回決めてしまうと、ずっと払っていくやり方がいいのか、それとも、ちゃんと学

力であったり、その年、その年の状況に応じて奨学金として、給付型でお支払いするほう

がいいのか。ちょっとそれを今検討中でございます。 

 その辺りはまたいろいろご意見があろうかと思いますので、どちらがいいのかといった

ところは、ほかの自治体の事例も見ながら考えさせていただきたいと思っております。 

○池田委員 その辺りはしっかりと検討していただきたいと思います。 

 選考に当たる際の選考委員というのは、どの程度の人数だったり、人を予定しているん

でしょうか。 

○加藤子ども総務課長 まだそこも、どのくらいかは検討中でございますが、多分５、６

名かなというふうに思っております。部長に入っていただくこと、また担当課長として私

が入る、それ以外に学識の方々であったり、地域の方に入ってもらうといったところも考

えながら、検討会というか、多分審査会という形になろうかと思いますが、そういったこ

とを通じて、最終的には奨学金を給付される方を選んでいきたいと思っております。 

○池田委員 そうなると、大体時期については、７年度に入ってから検討、いろいろまだ

詰めなければいけないところはあると思うんですけれども、どの辺りの時期を想定してい

るんでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 秋までには、できれば申請を受け付けて、選定のほうができれば

なというふうに今考えてございます。ちょっと前半戦勝負で制度構築をしまして、秋口か

らは、もう受験校が決まるかと思っておりますので、それまでには給付する方を選定させ
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ていただいて、それで後顧の憂いなく、受験に臨んでいただきたいなというふうに思って

ございます。 

○おのでら委員 大学受験前にということだったんですけども、対象となるのは高校３年

生のみですか。 

○加藤子ども総務課長 それもまだ検討の半ばでございます。高校３年生までですと、ち

ょっとなかなか難しいかなというふうにも思っておりますが、子ども部としては０から１

８歳ののりを越えるのか、越えないかといったところを考えておりますので、ちょっと部

としてのアイデンティティが０から１８歳まででございますので、そこののりを越えてや

るのかどうかといったところについては、本当に今現在、検討をしているところです。 

 ただ、継続的にやるんだとしたらば、やはり在学中の方も含めてやっていかなければい

けないなというふうに思っております。ちょっとどういうやり方がいいのかといったとこ

ろと、あと部としてのアイデンティティといったところも含めて、検討のほうをさせてい

ただきたいと思っております。 

○おのでら委員 奨学金の趣旨としては、経済的な支援というところもあると思いますけ

ど、やはり勉強されるお子さん、子どものやる気をより上げることが大切だと思うんです

ね。そういった意味では、今は大体１,４００万円の予算となっていて、対象が１０人と

いうことなので、恐らく１年で１人当たり１２０万円という想定でつくられているかと思

うんですけども、１２０万円というと、大体、私立大学の１年の学費がおおむねカバーさ

れるような金額だと思うんですね。そこで全て出して、勉強しているというふうに１０人

の方に思っていただくのか、あるいは３０人とか４０人に増やしていただいて、それぞれ

３０万円とか４０万円にしていただくのか、どちらのほうが効果が高いかを考えると、や

っぱり３０人か４０人の人にお配りしたほうが、少しでも、３割でも４割でも、支援して

いるんだよというような姿勢を見せるほうがより効果が、いろんな方への効果があるんじ

ゃないかなというふうに思うんです。ですので、人口対比というのはありますけれども、

やっぱりできるだけ多いほうが私はいいと考えているんですけども、いかがでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 予算のつくりとしては１０名で、先ほど申し上げた、おのでら委

員のほうから今言っていただいた１０名で、月１０万円で１２月で、まさしく１,２００

万というふうに考えて、計上させていただいております。 

 基本的には、そこの考え方はちょっとなかなか変えづらいところがございますが、委員

の皆様方のご意見も伺いながら、ちょっとどういうふうにできるのか、また募集に際して、

どのくらい、本当に子どもたちであったり、また経済的な保護者の方々の状況等、そうい

ったところも踏まえながら制度設計させていただきたいと思います。 

○西岡分科会長 あと、他区の効果検証もやはりよく踏まえていただきながらがいいと思

いますし、今確実になっているのは、子どもの教育環境を広げるという意味では、保護者

が区内に住所を有していれば構わないということでよろしいでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 分科会長におっしゃっていただいている、子どもが千代田区内と

いう形で今検討を進めているところでございます。 

○西岡分科会長 分かりました。 

 ほかにございますか。関連、ないですか。はい。 

 では、ほかに。 
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○白川委員 １２番のちよだパークサイドプラザについて、３点だけ確認だけ、させてく

ださい。 

 １点は、これは混合施設ですので、多分、一般の人たちが入れる。小学校の中に一般の

人たちが入るみたいな事故がこれまであったかどうか。 

 ２点目、管理費が結構、ほかと比べるとちょっと高い気がするんですが、これは規模が

大きいからだと思うんですが、ほかに老朽化の問題というのがあるのか。要するに、老朽

化しているがために管理費が高くなっているかどうか、２点目です。 

 ３点目は老朽化について、何か具体的に今問題が起こっているかどうか。三つ教えてく

ださい。 

○西岡分科会長 事務事業概要２３５ページです。 

○川崎子ども施設課長 まず、ご指摘のとおり、こちらは複合施設になってございますの

で、実は建設時は佐久間小、あと佐久間幼稚園、いずみ保育園、あとパークサイドプラザ

というのが乗っておりました。３０年以上、建設からたっておりますが、その間、中の使

い方が、いずみこども園という形に変わったり、当初に造ったときと使い方が徐々に変わ

ってきております。 

 そうした関係で、先ほどご指摘ありましたように、特に動線関係ですね、いずみこども

園につきましては、当初の保育園と幼稚園が一体になりましたので、実は当初、幼稚園の

ほうは校庭のほうから入るようなアプローチだったところが、今はパークサイドという共

通の入り口のほうから入って、階段から上がるような、そういった形で、ちょっと動線が

混雑している状況がございます。 

 ちょっと別のところになりますが、そういったこともございまして、今、建て替えのほ

うの検討をしておるところです。設備も含めて、３０年以上たっておりますので、老朽化

しているというところもありますが、使い勝手、機能上の問題もあります。 

 ご指摘の事故の具体例ということで言うと、重大な事件・事故みたいなことは、今の時

点では把握してございません。 

 ２点目の管理費が高くなっているのではないか、こちらにつきましては、詳細に平米当

たりの比較をしているものではございませんが、ご指摘のとおり、規模が大きいものです

ので、金額が高くなってございます。 

 管理費につきましても、光熱水費、清掃、保守管理と、今こちらの予算書で言えば１５

１ページに掲げさせていただいておりますが、特に（２）清掃と保守管理というところは、

光熱水費とは別に、いわゆるビルメンテナンスのところに委託で出しているところでござ

いますが、こちらにつきましては全庁的に一斉に入札等を行っておりますので、そうした

中で適正な額で選ばれているものと認識してございます。 

 最後の老朽化のお話でございます。先ほどの１点目、複合のための事故の話のところで

も触れさせていただきましたが、建物自体も３０年以上たっており、設備機器の大きな更

新時期でもある一方で、複合施設でございますので、単純な小学校と違いまして、長い休

み期間というのがございません。保育園もやっておりますので、基本的に３６５日、稼働

しております。そうしたことから、長期の休みで大改修というのもなかなか難しい状況も

ございますので、繰り返しですが、建て替えの検討をしてございます。 

 とはいえ、後半のほうで、また建て替えのお話もあろうかと思いますが、今現在、隣の
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和泉公園のほうで建て替えをしようかという検討をしてございます。そういったこともあ

りまして、今すぐに建て替えが行われるということではございませんので、当分は現状の

建物をしっかりと維持管理していかなければいけないと思っています。 

 これも、ここの予算のところではないんですが、後ほど出てきます施設改修のところで、

もし必要があればご説明させていただきますが、そうした中で、例えば外壁の改修とか、

そういったものが必要なものは別途計上して維持管理していく予定でございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○西岡分科会長 いいですか。はい。 

 ほか。 

○牛尾委員 次の施設整備にも関わるんですけれども、うちの子どもも通っていますので、

和泉小学校に。私も学校公開等で学校に行きますけれど、やはりあそこは全館空調ですの

で、なかなか１教室だけを温かくするとか、空調を効かせるとか、なかなかできないので、

教室が暑いとか、逆に寒いとか、そういった声もありますので、簡単なエアコンを入れる

なり、設備というのを。これから建て替えまで何年もかかりますから、そういったことを

ぜひ検討していただきたいと思います。 

 次の施設整備に行ってよろしいですか。 

○西岡分科会長 ごめんなさい、１５３ページの中段までなので、１７番までだったら大

丈夫です。 

○牛尾委員 では、１４番の和泉小学校・いずみこども園等施設整備ですけれども。 

 この前、オープンハウスの説明会を開きましたよね。大体、何人がオープンハウスに来

られたか、分かりますか。 

○西岡分科会長 はい。２２１ページです。 

○川崎子ども施設課長 今ご質問のございましたオープンハウス型地域説明会、こちらに

つきましては、和泉小、こども園の建て替えの検討している中で、地域にご説明する機会

を設けようということで、今年の２月７日金曜日と２月８日土曜日にパークサイドプラザ

の７階の会議室において、オープンハウス型ですので、あいている時間にご自由に来てく

ださいという形で開催させていただきました。 

 来場者数は受付のときに少しカウントさせていただいたり、またはアンケートを頂いた

りしておりございます。そういったところで、少し漏れはあるかもしれませんが、私ども

で把握している来場人数ですと、２月７日金曜日で２３名、２月８日土曜日で１５名、ご

来場いただいております。 

○牛尾委員 和泉小学校、番町もそうですけれども、学校の建て替え、やっぱり利用者が

一番多いのは学校ですからね、学校の子どもたちや保護者の意見が十分反映されていくと

いうことが、いい施設になっていくと思うので。 

 その割には、保護者に対する説明の仕方というのはね、少し私は疑問に思ったんですね。

まず時間が短い。２月８日は和泉小学校の学校公開の日で、その時間と重なっている。も

ちろん学校公開が変わってからも行けましたけれども、時間は短いし、子どもたちと一緒

に親は帰ってしまいますからね、なかなかオープンハウスに行かずに、だから１５名とい

う数字になっていると思うんですけれども、やはり、そうした保護者や子どもたちの声を

しっかり聞いていくという、ちょっと姿勢が少し足りないのかなというふうに思うんです



令和 7年 3月12日 予算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 

 ２３ 

けれども、今後、その和泉小学校の施設整備、今の庁舎もそうですけれども、保護者や子

どもたちの意見を組み入れていくということについては、お考えはありますか。 

○川崎子ども施設課長 ご指摘ありがとうございます。 

 私どもも今回、公園の場所に建て替えるということで、学校関係者以外の地域の方のご

意見も広く聞こうと思ってやっているところですが、もちろん学校・こども園の建て替え

がメインでございますので、学校・こども園の関係者、保護者の方、また、現在通われて

いる児童の方のご意見というのを聞いていきたいと思っております。 

 そうした観点で、今回、オープンハウス型説明会も開催させていただきましたが、一方

で、ご指摘のとおり参加者が２３名、１５名と少し、何人からだと十分だというのはなか

なかないかとは思いますが、ご指摘ごもっともだと思っておりますので、引き続き、より

多くの方に来ていただいたり、関心を持っていただけるようにやっていこうと思います。 

 ちなみに、こうした状況ですね、こういうオープンハウス型説明会の場でなければ分か

らないということもよくありませんので、今、区のホームページの中に、この和泉の建て

替えについてページを設けております。そうした中でニュースレターという形でまとめた

り、実際、そのニュースレターについては学校を通じて各児童のご家庭に配布もさせてい

ただいております。今回のオープンハウスの説明も、そうした中でご案内をさせていただ

いているところです。 

 引き続き拡充していきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○池田委員 この概要の中に、旧和泉町のポンプ場跡地等の効果的な活用を検討していく

ということで、これは、まさに今パークサイドプラザの中に機能していた施設をどこか抽

出をして、ポンプ場跡地のほうに移転をするのか、あくまでも教育施設として使うのか、

その辺りの検討というのはどこまで進んでいるんでしょうか。 

○川崎子ども施設課長 ご指摘のとおり、現在のパークサイドプラザ、和泉小・和泉こど

も園のその中にある機能の一部を、場合によっては、新たにそのポンプ場跡地に整備する

ということも含めまして、少し検討しております。と申しますのが、現在、入っている機

能はそのまま新しいところに建て替え、もちろんできるわけですけども、どの機能も少し

拡充をしていきたいというところもございます。そうすると、必然的に前より大きな建物、

前より床面積がどんどん大きくなってしまいますので、場合によっては少しそこを整理し

て、ポンプ場跡地のところに一部の機能を持っていくということも考え、選択肢の中に入

れようと検討しております。 

 加えまして、実は建て替えの期間中の長い期間、公園が閉鎖されますので、場合によっ

ては、その工事期間中は、まずその公園機能の代替として活用するということもあろうか

なと、そういったところも含めて検討素材にしていく今予定でございます。 

○池田委員 ここについてはようやくというか、もう本当に皆さんの待っているところで

あるので、ポンプ場の跡地を本当に有効に使いながら、一日も早く、並行しながらこれは

やっていかないと、どっちが進んでいる、止まっているというわけにはいかないと思いま

すから、今言われたようなところで活用の仕方というのを進めていただきたいと思います。

これだけ予算も、もちろん、当然ついて進めていかなきゃいけないわけですから、しっか

りと検討していただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○川崎子ども施設課長 特に来年度の予算につきましては、この和泉公園が都市計画公園



令和 7年 3月12日 予算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 

 ２４ 

ということもございますので、そうした都市計画案をつくることも含めて、少し多めに用

意させて、お願いするものでございます。そういったものを有効に使えるように、引き続

き注力してまいります。 

○西岡分科会長 はい、ほかによろしいですか。 

 それでは、この１５３ページの中段のところまではよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 そうしましたら、以上で目の１、教育委員会費と目の２、子ども総務費

を終わらせていただきます。 

 暫時休憩いたします。 

午後０時１０分休憩 

午後１時１４分再開 

○西岡分科会長 委員会を再開いたします。 

 昨日の保健福祉部資料の中で訂正があるそうですので、保健福祉部、お願いいたします。 

○窪田福祉総務課長 昨日の分科会でご提出をさせていただきました文教福祉分科会資料

１－１、「風ぐるま」の運行事業者への補助金についての資料につきまして訂正がござい

ます。修正した差し替えの資料を皆様の机上に配付させていただいております。 

 具体的な修正の、訂正の部分でございますけれども、それぞれの年度、予算額、決算額

の縦計の一番最後、合計額のところが誤りがございました。それに伴いまして執行率も若

干変更となってございます。おわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

 今後はこのようなことがないように十分気をつけてまいります。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

○西岡分科会長 この件に関しまして、質疑等ございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、子ども部に戻りまして、次に目の３、教育指導費の調査となりますけれども、

その次の目の４、校外施設費も事業が一つしかございませんので、この二つの目の調査を

一括して行います。 

 予算書１５２ページから１５５ページです。執行機関から説明等ございますか。 

○上原指導課長 それでは拡大事業、新規事業について３点ございますので、それぞれに

つきまして簡単にご説明申し上げます。 

 予算書１５２ページの目３、教育指導費、１５３ページの項番３に当たります特色ある

教育活動の（２）部活動の推進でございます。予算案の概要、１１４ページ上段でござい

ます。こちら、拡充事業となります。 

 国の提言を受けまして、本区では、令和５年度から改革推進期間において指導を希望す

る教員、あと、地域人材の活用、外部委託の活用といったハイブリッド型の部活動地域振

興を進めているところでございます。令和７年度につきましても、改革移行期間の最終年

度といたしまして、現在の取組を継続しながら、学校の要望に応じて外部委託を行う部活

動を拡充するものでございます。 

 続いて２点目でございます。予算書は同じ１５３ページの項番４、インクルーシブ教育

の推進、（３）特別支援サポートでございます。予算案の概要では１１７ページ上段でご
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ざいます。こちら新規事業となります。 

 現在、特別な支援を要する子どもの支援等に関する情報について、複数のシートで個別

に管理をしているところでございます。この別々にあるシートの情報を今回統合しまして、

発達段階に応じた切れ目のない支援を行っていくために、令和７年度にシステム構築を行

い、令和８年度に運用していくものでございます。このことにより、計画的、継続的な支

援を図れることを目指してまいります。 

 最後、３点目でございます。予算書は同じページ、１５３ページの項番５、心の教育の

推進、（１）１、いじめ・不登校防止プロジェクトでございます。予算案の概要、１１７

ページ下段でございます。こちら拡充事業となります。 

 令和６年度より、不登校対策の一つとして、学校内の落ち着いた空間で学習や生活がで

きるよう校内教育支援センター（スペシャルサポートルーム）を全校に設置いたしました。

令和７年度は、さらにスペシャルサポートルーム内の物品等を配備し、環境整備をしてい

くものでございます。このことにより、利用する児童生徒にとって、より居心地のよい場

所としていくことを目指すものでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○西岡分科会長 ほかにございますか。 

なければ、よろしいですね、はい。 

 それでは、説明が終わりましたので委員からの質疑を受けたいと思います。１５２ペー

ジから１５５ページ内です。 

○えごし委員 先ほど説明もいただいた心の教育の推進、５番のいじめ・不登校防止プロ

ジェクトについて伺います。事務事業概要は３１６ページですね。 

 令和７年度は、先ほども説明いただきました環境づくりを進めていくということで、本

当に通常の教室とは違うような、また居心地のいい場所というところで、もうそこは本当

にしっかりとやっていただきたいなと思うんですけど、私もネットで調べていたら、最近、

スペシャルサポートルーム用の備品カタログみたいなのもあったりして、そういう様々の、

しっかり備品についても準備をしていただきたいんですけど、それと同時に、またレイア

ウトも、また、しっかりと検討もしていただきたいと思っています。例えば、もう部屋の

中でも個別に学習したい方、ちょっとそのパーソナルスペースが欲しい生徒の方もおられ

るかもしれない、そういう可動式のパーティションとかを設置したりとか、そういうとこ

ろも考えながら、備品も検討していただきたいなと。ほかの自治体のいい例とか、そうい

う、どういうつくりにしているかとかというのもしっかりと参考にしていただきながら、

また、もちろんまた部屋をもう利用されている生徒とか保護者の方の意見とかも踏まえな

がら、また環境整備を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○上原指導課長 ありがとうございます。 

 次年度、１校にモデル校として設置いたしまして、そこを中心に、ちょっと環境整備等

を行ってまいります。レイアウトも、今お話しいただいたような形で備品等を整備しまし

て、モデルとなるようなスペシャルサポートルームの状態をつくり、各校へ、その状態を

広げていこうというふうに考えております。 

○えごし委員 今モデル校１校という話でしたけれども、これは、もう決まったりしてい

るんでしょうかね。 
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○上原指導課長 早くに取り組んでいただいております富士見小学校をモデル校とさせて

いただいております。 

○えごし委員 しっかりと進めて、また意見も聞きながら、ほかの学校にも広げていただ

きたいというふうに思います。また、そのＳＳＲについては、少しずつやっぱり認知も広

がってきているとは思うんですけれども、まだまだ、この周知が足りてないなと感じてい

ることもありまして、昨年にこの利用を始めた保護者の方にちょっとお伺いしたら、ＳＳ

Ｒについてなかなか知らなかったという話もあって、友人に聞いて初めて知って、申込み

したという方もおられました。 

 もちろん、学校でそういう情報、あるよというのも出していただいていたと思うんです

けれども、私も、いろいろネットで、例えば、千代田区、不登校とか調べても、大体白鳥

教室の情報とかそういうのは出てくるんですけれども、この校内支援センターのこと、Ｓ

ＳＲのことというのは、ちょっとなかなか、この千代田区でも出てこなかったりとか、ま

た、千代田区のホームページでも多分紹介のページというのはないんじゃないかなと、ち

ょっと、意図的にもししているんであれば、それはあれなんですけれども、調べた方が、

例えばちょっと不登校で困っている、調べた方がしっかりと情報を得られるような、この

周知の徹底というのもしていただきたい。もちろん、７年度からは新しい小学生とかも入

ってきます。また、中学生もあります。そういう方も、調べたときにすぐ分かるような、

そういう周知のやり方も検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○上原指導課長 ありがとうございます。 

 不登校対策について、四つの柱で行っているところのリーフレットというところは保護

者の方に配布いたしておりますが、外に広くというところで、先ほどお話しいただきまし

たホームページ等ですね、その辺りの周知はまだ十分ではなかったですので、そこをしっ

かり検討して進めていきたいというふうに思います。 

○えごし委員 よろしくお願いします。 

○西岡分科会長 ほかにこの、はい関連。 

○池田委員 モデル校が１校ということですけれども、やっぱりこれ、区立小学校、中学、

中等教育学校も含めて、設備が整えるかどうかという、教室の広さ、何というんでしょう

ね、経過、劣化しているとか、教室のよしあしもあるんですけれども、そこら辺の、今ま

で一応ＳＳＲとしてやってきていた教室を継続して使うのか、もうしっかりそこの専門で

設けるのか、そこの辺りは、どのように今調整をされているんでしょうか。 

○上原指導課長 それぞれ各学校、使える教室というところでは制限がある部分で、現在

使って、今年度使っていたものが次年度使うかというところは、それぞれの学校で調整い

ただくところでございますが、よりよいスペース、よりよい子どもたちの居場所として、

よりよい場所となるように、ちょっと各校の状況等も調査させていただいて、そこはこち

らとしても、ここはいいんじゃないかとか、助言をしてまいりたいというふうに思います。 

○池田委員 確かに動線の部分も、以前から問題視されている学校もありますから、その

辺は十分配慮していただきたいと思います。 

 で、このＳＳＲについては、非常にしっかり、そういう対象になるお子さんをケアする

んだというところでの思いは伝わるんですけれども、前に常任委員会のほうでもちょっと

私も確認をしているんだけれども、各学校に今常設、当然してある保健室の在り方につい
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ては、どのようなお考えでしょうか。 

○上原指導課長 先日、常任でもご質問いただいたところかと思いますが、スペシャルサ

ポートルーム以外にでも、保健室というところは一つの居場所であるというふうには捉え

ております。それ以外にも別室というところもありますし、恐らく、子どもによっては、

そういう部屋というよりも、少し、ちょっとした広い空間のほうがいいとか、そういうそ

れぞれのニーズが、ニーズに応じた部分があるかというふうに思いますので、そういった

部分で、各学校内で、その子に合った場所というところを提供できるようにしていく必要

があるかなというふうに思います。 

○池田委員 あの保健室の保健の先生という、各学校それぞれ、ＳＳＲがあっても、そこ

に行きづらい、まだ慣れないという中では、これまでは保健室が許されていた、学校には

行くけれども教室に入れない。その代わりに保健室にそのまま行くというお子さんも中に

はいらっしゃるというところでのケアは十分していたと思います。確かに機能はまた別な

のかもしれないけれども、心のケアというところでは、しっかりと機能していたと思うん

ですよね。 

 で、先日の常任で確認をしたんだけれども、小学校のときには、保健室での登校は認め

られたけれども、中学に行ったらＳＳＲがあるから、そこに行きなさいと、保健室では出

席扱いにはならないというようなことをちょっと聞いたんですけども、そこの辺り、確認

が取れていたのなら少しお聞かせいただきたいんだけども。 

○上原指導課長 その後、調査させていただきまして、その入ってくるお子さんが不登校

傾向にあるというところがありまして、学校のほうで相談して、保健室での登校等をこれ

までしていたと。不登校傾向があるんだったら、まずはスペシャルサポートルームという

ところもあるんだよといったご紹介を申し上げたようです。そこで、スペシャルサポート

ルームだったら、学習だとか、また、自分のやりたいことがいろいろできるので、そうい

うところで出席にもなるんだよという話で、実は、保健室登校を欠席、出席にしないとい

うことは実は伝えておらず、確認いたしましたら、保健室でも当然出席扱いということに

なるというところで、そこのちょっと誤解が生じていたのではないかと申しておりました。 

○池田委員 調査いただき、ありがとうございました。今後、これ、かなり拡充で、予算

を計上しているところももちろん理解するし、不登校対策、いじめ防止、防止のほうなの

か、不登校防止なのかというと、やはりいじめもそうだけれども、やっぱりあくまで不登

校で、学校には行くけれども、そういうところを少しでも引き出すというのかな、学校に

まず来ていてもらいたいという思いで始めているんでしょうから、その辺りは、保健室も

含めて、しっかりフォローしていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○上原指導課長 スペシャルサポートルームも一つですが、不登校対策として、先ほどお

話ししたとおり四つの柱として本区のほうで掲げております。それらのしっかり充実して、

あらゆるお子さん、誰一人取り残さないというところで、しっかり事業等を推進してまい

りたいというふうに思います。 

○牛尾委員 じゃあ、関連でお聞きします。 

 スペシャルサポートルームですけれども、学校によっては、なかなか、スペシャルサポ

ートルームを利用するお子さんが増えた場合に、対応する先生が１人だったりとか、もう

少人数だったりということで、なかなか、そういった話も聞きますけれども、このＳＳＲ
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のスタッフについては、各学校については、そういった人員が足りないとか、そういった

相談とかは来ていますか。 

○上原指導課長 年度当初において、各学校にスクールライフサポーターという会計年度

任用職員を２名ずつ配置させていただいております。ただ、年度途中で少し体調を崩され

て離れているとか、そのように、ちょっと１名、ちょっと剥がれている部分等々もありま

した。その際、こちらとしても、特別支援教育支援員等で補うなど対応はさせていただい

ているところですが、今度新年度に入りまして、またスクールライフサポーターというの

を新たにしっかり募集をかけまして、全校にしっかり配置できるような体制を整えている

ところでございます。 

○牛尾委員 お願いいたします。 

 あと、先ほども少し話題になりましたけれども、学校によってはね、やっぱりスペシャ

ルサポートルーム、ちゃんとカリキュラムをしっかり決めた上で利用するというところで

決められているものもあるみたいです。それだとなかなかね、そこまではせずに、教室に

いて、もう本当に子どもの状態というのはもう個々様々ですから、少しクールダウンした

いから外に出るというお子さんもいらっしゃると。これは保護者の方から相談もあったん

ですけれども、そうした子どもさんに対して、やっぱり先生たちがずっと見ている、監視

まではいかないですけれど、ずっと見ていると。そのお子さんは、一人で落ち着きたいん

だということで、そっとしておいてほしいという相談があったんですね。やっぱり、学校

に行って、教室に入るけれども、授業を受けるというのも、なかなか、少しなじめなかっ

たりとか、気持ちが変わったりとかで、廊下とか、さっきね、課長が、あらゆる場所でと

いう話がありましたけれども、そうした柔軟な対応、子どもに対しての柔軟な対応という

のはね、学校側に求めていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。 

○上原指導課長 先ほどお話ししたように、それぞれ子どもたちの居心地のいい場所とい

うのは、それぞれによってあるかというふうに思います。当然、ずっと見られていると、

それに対してストレスを感じてしまうお子さんも中にはいるかというふうに思います。そ

の辺り、各それぞれのお子さんの、どういった配慮が必要なのか、どういうふうな支援が

必要なのかというところは、各学校でしっかり教員と、教員の中で共通理解を図って、そ

の対応はしていく必要があるんではないかなというふうに思います。 

 実際に、見られたくないといって、ただ、それで放置してしまうと、実は安全管理とい

うところでも、そこは大きな問題になってしまいますので、上手なやり方で、工夫してや

っていく必要があるかなというふうに思います。 

○牛尾委員 もう一つだけ。 

 また、やはり子どもの居場所というのは、学校だけじゃなくて、様々あると思うんです、

白鳥教室もあれば。その中で、その一つでフリースクールについても、学校と区と連携を

して取り組むとありましたけれども、ここについては、例えばフリースクールに通う子ど

もも出席扱いにするとか、学校との連絡のやり取りとか、その辺はどうなっている、どう

なっているんですか。 

○上原指導課長 本年度、フリースクールの、区内のフリースクール、１３施設だったか

な、私が把握している段階でそれぐらいあるんですけれども、それらとちょっと連絡をさ

せていただいて、実は本日もフリースクールの連絡会を午後行う予定なんですが、そのよ
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うにはちょっと来ていただいて、今、フリースクール、どのような体制で子どもたちを指

導しているかとか、子どもたちの居場所をつくっているかというのを調査させていただい

ているところです。 

 で、今お話しいただいた出席扱いというところも、校長会等々もしっかり、その連携し

て、フリースクールに行っているお子さんについても、どういうカリキュラムを組んでい

るかというところにもよるかと思うんですが、出席の扱いになるか、ならないかというと

ころは、そこは改めて検討をしっかりしていきたいというふうに思っております。 

○牛尾委員 お願いします。私は以上です。 

○富山委員 私も同じ項目について質問いたします。 

 一昨年私が伺った際に、今、日本の教育委員会のほうでは、教室の中で学べることが最

終目標であるというふうにお答えいただいたと思います。で、ＳＳＲの環境づくりで居心

地よく進めていただくことはもちろん大切なことだと思うんですけれども、最終的な目標

は、教室に戻って学習することが一番ということで変わりはないでしょうか、確認させて

ください。 

○上原指導課長 教室に戻って学習を進める、集団の生活の中で学習を進めていくという

ところで、いろんな社会性等を身につけていくというところが一つ目標としてありますが、

ですが、先ほどお話ししたとおり、それぞれのニーズがありますので、そこにしっかり対

応することが大事なのかなというふうに思っております。 

○富山委員 子どもたちなので、恐らく居心地のいい場所に居続けたいと思ってしまう、

もしかすると精神面だったり、体調面だったりで、教室に戻ることはできるんだけれど、

ＳＳＲが居心地がよ過ぎて、戻りたくないという気持ちを抱かせてしまうおそれもあるの

で、そういうところも注意して運営していただけると助かります。お願いします。 

○上原指導課長 ＳＳＲにいながらも、多くの、その子への配慮も必要だと思うんですけ

ども、多くの教員が関わっていくことで、学校としっかりつながっているんだよというと

ころで意識を持たせることで、今お話しいただいたような部分もカバーできるかなという

ふうに思っております。 

○西岡分科会長 ＳＳＲ内でＷｉ－Ｆｉ環境というのが整備されているのであれば、その

授業を遠隔で、いわゆるオンラインで受けるとか、学年ごとに違うので、うまく防音まで

はいかないでしょうけど、パーティションであるとか、イヤホンを使うとか、いろいろ工

夫ができると思うんですけども、要は１年生から６年生まで、全学年がその一つの部屋に

入ってしまう。で、その環境が、お茶小なんかはすごく立派にね、ブースもあって立派で

すけど、ばらつきが、やっぱり学校ごとに違うので、その辺もいろいろ工夫していただけ

たらと思いますので、よろしくお願いします。 

○上原指導課長 今ご指摘いただいたところ、当然Ｗｉ－Ｆｉ環境は整っておりますので、

オンラインでの事業参加というのは当然できるところがあります。先ほどモデル校と言い

ましたが、そういったところでしっかり、学習やりたい子も当然来ているので、ただ、教

室には入れないけど学習に参加したいという子もいますので、そういった子にも対応でき

るようなレイアウトというか、環境のほうを整えていくよう、ちょっと各校の様子、先ほ

どお話ししましたが、ちょっと見させていただいて、その後の環境整備を助言してまいり

たいと思います。 
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○西岡分科会長 よろしくお願いいたします。 

 はい、ほかに。 

○白川委員 関連でもちょっとないかもしれないんですが、しかも、行政の問題というよ

りは文科省の問題ではあるんですが、いじめ防止対策推進法が２０１３年に設立されまし

たが、これ、文章を読むと、何か相手が不快に思ったら全部いじめみたいな、かなり曖昧

な定義で、これをそのまま運用すると、先生たちの負担というのがとんでもないことにな

ると。しかも、例えばふざけて消しゴム隠した、不愉快な思いをしました、いじめだとか、

あるいは口論して、片方があまりに言葉が強くて言い負かした、いじめとか、それをいじ

めというのはおかしなことで、コミュニケーションのそごができたと。だから、そこはも

う学びの場であるはずなんですが、そういう細々としたところまで、いじめの温床とか趣

旨であるというふうな定義づけして、何かどんどん、私にとってはいじめ刈りみたいな感

じも、あるいは先生たちのいじめみたいに見えるんですね。 

 だから、本来のいじめというのを我々は定義して、そこを何とか対策するというのが重

要だと思いますので、これはもうお願いなんですが、文科省は、もうこれを改める気はな

いようなんですね。ですから、もうこちらで対策立てて、本来のいじめに注力するという

ことをぜひ頑張っていただけないかなと思います。 

○上原指導課長 いじめ防止対策推進法にあるいじめの定義に基づいて、各校、いじめ対

策等を行っているところで、いじめの認知というところも、そこに付随して行っていると

ころですが、何か子どもたちの中で、そういう事案等、疑いが発生した場合、しっかり校

内委員会を開きまして、その中でいじめとして認知していくのか、また、しっかりその関

係性を見て、それぞれお互いから、また関係のところから聴取して、その辺りをしっかり

判断していくというところは各校行っているところです。 

 何よりいじめを認知するか、しないかというところも大事かと思うんですけども、そう

いった関係性をいかに解消していくか、改善していくかというところに注力するのが一番

大切なのかなと思っております。 

○富山委員 私、インクルーシブ教育の推進の巡回アドバイザーについてお伺いします。 

○西岡分科会長 関連、えごし委員、ちょっとお待ちください。 

○えごし委員 関連でお願いいたします。 

 いじめ対策、今この事務事業概要３１６ページにありますけれども、様々ないじめ相談

電話とか、いじめ相談レターとかもあります。私も以前、質問もさせていただいたんです

けれども、やっぱり、なかなか電話とかも、家の電話を使いたくない子どもとか、もちろ

ん携帯電話は持っていない子どもも多くいます。そういう意味では、今、やっぱり学習タ

ブレットをみんなに配られていますので、何らかの、要するにアプリじゃなくても、何ら

かの方法で、そこから、ちょっとそういう相談ができるようなシステム構築はすごい必要

かなと思っています。 

 さらにまた、やっぱり今、どっちかというと、そういういじめを受けている被害者の子

を早く見つけたりとか、また、その子に対してのカウンセリングというか、どう対処して

いくかということも多いんですけれども、それと同時に、やっぱりいじめられている人の

周りの方への対策というのも、すごい必要なんじゃないか。もちろん、加害者の方への対

応もそうですし、そういう点でいくと、このいじめられている周りの子ども、例えば見つ
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けた子どもとかも、こういうことがあったよみたいなのを報告できるような、やっぱり電

話とかだと、どうしても受けた本人が電話するとかという形にはなると思います。そうい

う意味で、ちょっと学校内でこういう気になることがあったとかというのも、さっとこう

いう学習タブレットのほうから、報告できるようなシステムがあったほうが、もっとこの

迅速な発見にもつながったりとか、出るかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○上原指導課長 タブレット利用というところについては、広くちょっと見られてしまう

とか、そういったいろんなセキュリティーの話で、慎重に検討は必要かなというふうに思

ってはいますが、今お話しいただいたとおり、本人がしっかり相談できるだとか、また、

見た子がそういう報告ができる、そういったところというのは非常に重要かなというふう

に思っています。年３回アンケート調査を行っていまして、そこでアンケートの中に、自

分以外に、こういった部分を見ましたとか、こういう関わりを見ましたというところもア

ンケートに書けるようにはなっておりますので、そこで報告いただいたこと、子どもたち

から上がってきたことを、学校のほうで改めて調査するというようなことは行っていると

ころでございます。 

 また、いじめ相談ホットラインでも、実はメール対応としておりますので、それも一つ

活用できる部分ではないかなというふうに思っております。 

○えごし委員 ちなみに、この学習タブレットからメールを送るとかというのはできなか

ったですよね。 

○上原指導課長 それは、今現在はできません。 

○えごし委員 分かりました。 

○牛尾委員 私もちょっと関連させてください。 

 私も、白川委員の言うとおり、何でもかんでもいじめというふうにしちゃうのはどうか

とは思うんですが、しかし、子どものいじめって、何がきっかけで始まるか分からないん

ですよね。私も子どもと、お友達と一緒に遊ぶこともあるんですけれども、ちょっとした

ことが本人にとっては嫌な思いだったりとか、いじめられているんじゃないかなと感じた

りとか、周りから見て、そう思うのかと思っても、子どもにとっては大事な、重大な問題

なんですね。やっぱりそこを放っておくと、それがだんだん発展していって、いじめにつ

ながっていくという可能性もあるわけで、やっぱりそこを先生方がしっかりね、やっぱり

見られる状況をつくっていく必要あると思うんですよね。 

 私たちにも、やっぱり教職員があまりにも忙し過ぎて、子どもたち一人一人に目が届い

てないんじゃないかというご相談も受けます。そういう点で、やっぱり教職員の負担軽減

も、やっぱりいじめを防止する上で一つ大事なことだと思うんで、ちょっと、この項目か

ら離れますけれども、そういった視点でもね、ぜひ対策をお願いしたいと思います。 

○上原指導課長 はい、先生方が、まさに子どもたちの様子だとか、子どもと関わる時間

というのをしっかり持つことというのは大事です。そのために負担軽減としまして、今、

本区では、先ほどお話ししました特別支援教育支援員だとか、専門員だとか、多種多様な

支援員さんを入れているところです。次年度ですけども、エデュケーションアシスタント

として、低学年を中心に、それぞれ各校１名ずつ、小学校ですけども、１名ずつ配置する

予定であります。そういうふうに、ちょっと人材を活用しまして、先生方の負担軽減とい

うのに合わせて、子どもたちを見る目というのも多くできるんじゃないかなというふうに
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考えております。 

○西岡分科会長 はい、富山委員、お待たせしました。 

○富山委員 インクルーシブ教育の推進の巡回アドバイザーについて、お伺いします。事

務事業概要３２５ページです。 

 巡回アドバイザーの役割について再確認したいんですけれども、事務事業概要には、幼

児、児童生徒への面談、教員と保護者の面談の際の専門的な見地からの助言というふうに

なっていて、心理学、医学の専門家を派遣されるということで、大変助かる役目を負われ

ているんですが、保護者の方から聞くと、巡回アドバイザーと保護者は関わらないような

設置方法をされているという話を聞くんですけれども、千代田区としては、巡回アドバイ

ザーをどういう役割で派遣しているのか、教えてください。 

○上原指導課長 巡回アドバイザーの主な業務内容として、それぞれ個々の障害の状態の

把握だとか、各種シートがありますので、それらの作成に係る教職員への助言、それと指

導内容、実際の支援の内容に対しての助言、あと、研修等を校内で行った場合の講師。で、

今お話しいただいたように面談会議での専門的知見からの助言というところで、実際、巡

回アドバイザーが保護者の方と面談したというケースもございますので、それは可能でご

ざいます。 

○富山委員 ありがとうございます。可能ということなんですが、その役割として、その

保護者としては、保護者と学校が一対一で、もうクローズドな関係で話していることが問

題だというふうにおっしゃる方もいるので、そこに巡回アドバイザーが入ってくれて、第

三者の視点からアドバイスをくれるとすごく助かると思うんですが、いかがでしょうか。 

○上原指導課長 おっしゃるとおり、保護者と学校というところで、いい関係であればそ

れが一番いいんですけども、なかなかそうはいかないケースもありますので、そういった

とき巡回アドバイザー、巡回アドバイザーだけじゃなくて、スクールカウンセラー等も、

外の機関の方もいますので、そういったところが入って面談に一緒に関わっていくという

ことは可能でございますので、ご要望に応じて、その辺り、対応できるかというふうに思

います。 

○富山委員 ありがとうございます。最後になりますが、そういったところを学校のほう

にも、巡回アドバイザー等も入れて、面談等も行うというのも可能ですと、より一層周知

していただけると幸いです。お願いいたします。 

○上原指導課長 本年度も、実はそういうケースが１件ございまして、学校のほうに巡回

アドバイザーを入れることによって、しっかり保護者の方と支援についてお話ができると

いうところで助言をさせていただいて、そういう学校、保護者、また、そこに巡回バイザ

ーが入った三者での面談ということを成立しておりますので、引き続きそういうふうにし

ていきたいというふうに思っております。 

○西岡分科会長 ほかにありますか、１５５ページまでです。 

○牛尾委員 この、同じインクルーシブ教育の推進のうちの、ご説明のありました特別支

援サポートについて、あらましの１１７ページですかね。これまではばたきプランってあ

ったじゃないですか、あるじゃないですか、今でもね。私ははばたきプランが、その０か

ら１８歳、それ以降につなげていく特別支援のプランだと思ったんですが、これだけ、こ

のほかに様々な支援シートというのがやはりあって、あったと思う、このはばたきプラン
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が、私はそういうものを兼ねているのかなと思ったんですけど、そこの関係について教え

てください。 

○上原指導課長 実は、シートとしましてははばたきプラン以外にも、ここに書かれてい

るように保育支援シート、就学に関する就学支援シート、就園支援シート、あと、学校の

ほうでつくっています教育支援シートというふうにそれぞれございます。実はそこに、ど

こに相談に行くかによって、そのシートが、それぞれつくられているところというところ

なので、今現在、そのシート自体、例えば学校に入学するときに必要なものに関しては、

学校のほうと共有しているというところもあるんですが、そのシートごとの共有というと

ころは、今現在、しっかり行われているということは言い難いところがあります。 

○牛尾委員 つまり、そのはばたきプランと、あと児家センになるのかな、ですよね。 

 で、就学、教育支援シートの学校に相談をするということ。要するに、１人のお子さん

がこの四つのシートか、これは全部、これまでつくっていたということなんですか。それ

も、各相談するところによってシートは全然、全く違うものということだったんですか。

どっちなんですか。 

○上原指導課長 先ほどお話しした、相談するところによってシートがばらばらなところ

があって、同じようなことを実は保護者の方が記載するとか、そういったことが起こって

いる状態はありました。今回それを、いかに情報統合するかというところで手がけようか

というふうに考えております。 

○西岡分科会長 この「こどもカルテ」という仮称ですけれども、これは千代田区以外で

２３区でも進めていくということなんですか。 

○上原指導課長 取りあえず千代田区独自のシステムとして構築しようというふうに思っ

ています。今の、私の、私ども指導課ですので、教育支援シートにいかにつなげていくか

というのも一つ視野に入れているところでもありますので、ほかの２３区、ほかの特別区

では、このシステムを取り入れようとしている動きは、今のところちょっと聞いていない

ところでございます。 

○西岡分科会長 個人情報もありますけど、限られた範囲でね、転居、転入した際に情報

把握がすぐにできるのかなというところでは、連携できたらと思いましたけども、分かり

ました。取りあえずは千代田区独自ということですね、はい。 

○牛尾委員 これは終わりです。次でいいです。 

○西岡分科会長 関連はございませんね。 

○牛尾委員 すみません。これもご説明いただきました部活動の推進、特色ある教育活動

の部活動の推進、あらましは１１４ページ、事務事業概要もあるかな。部活動の推進で、

先生方の負担を軽減していくためにということで、外部の指導員の方々を入れていくとい

うことについては、それは教員の負担軽減につながるのでいいとは思うんですけれども、

一つね、この間やっぱりニュースなどで、部活動においての体罰などがあったと、京都の

有名な高校ではね、先生がやめちゃった、その講師がやめちゃったという話もありました

が、やはり、そこにあるのはやっぱり勝利、大会でいかに勝つかということが本当に第一

にあるというところで、やっぱり、京都の場合は、何とか、この子どもたちに何とか成長

してほしいという思いが余ってやっちゃったということがある、あったというふうにニュ

ースで流れていましたけれども、やはり部活動というのは、確かに、その大会があります
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から、大会は勝っていくというのは大事だと思うんですけれども、教育の一環でもあるの

で、部活動のその指導員等に対しての、やっぱり部活動は教育だという視点についての、

何というかな、そういった指導とか、そういったことに関しては、今、どういうふうに進

めようと思っているんですか。 

○上原指導課長 外部委託の指導員だとか、外部指導員、部活動指導員に対しまして、外

部委託のところには、事業者に対しまして、それぞれ派遣していただく指導員に対して、

しっかり研修等を行っていただくところと、また、今、外部委託として来ているところに

リーダーとして各校回っているような方もいらっしゃいますので、そういったところと校

長と、また部活動の担当教員等ですね、話をしながら、そういった適切な指導というとこ

ろについてお話をさせていただいているところです。 

 また、教育委員会としましても、その辺り、外部委託の事業者ともしっかりお話をさせ

ていただいているところでございます。 

○牛尾委員 分かりました。ぜひやっていただきたいと思いますが、これ、決算のときも

話題になりましたけれども、九段中等かな、外部指導員を入れないというような判断をし

ているという話がありましたけど、これは来年度に向けてはどうなっていますか。 

○上原指導課長 九段中等につきましては、高等学校の教員が多いので、どちらかという

とご自身が部活動指導をしたいという方がどうしてもといって、おかしな話なんですが、

多いところがあります。そういったところは、今ハイブリッド型で、指導を希望する教員

については、それは当然教員のモチベーション等にも関わるところですので、一切駄目だ

よなんていう話はしません。 

ちなみに、九段中等につきましては、来年度、外部委託としての派遣として６部活が申込

みをしております。本年度３部活動でしたので、倍合に増えているというところで、大分

その辺り、進んでいるのかなというふうに思っております。 

○富山委員 関連です。 

 この部活動の推進のところで、私も九段中等の先生から、外部委託はできるだけしたく

ないんですというご意見を伺いました。で、その際、別の学校なんですけれども、部活動

を担当されている先生が、体調などの理由で、途中から仕事に来なくなってしまったり、

やめてしまったりといった事例があったときに、部活が一切できなくなってしまったとい

う他校の例がありました。例えば、こういう部活動を委託している場合というのは、例え

ば、年間契約だから途中からは難しいとか、もしいなくなってしまった場合も、途中から

先生をつけられますなのか、教えてください。 

○上原指導課長 そういったケースもあるかというふうに思います。予算上、来年３５部

活動で対応できるようにというようにしておるんですが、それは、それぞれ委託する、来

ていただく方への委託料として個別に払っているものなので、その範囲内で、予算の範囲

内で対応が可能でしたら、そういったところもできるかというふうに思います。 

○富山委員 ということは、その各学校ごとに、途中からでも先生が見つかれば、来てい

ただくことは可能であるということですか。 

○上原指導課長 はい、相談に応じてというところになります。 

○富山委員 分かりました。ありがとうございます。 

○西岡分科会長 ほかにございますか。 



令和 7年 3月12日 予算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 

 ３５ 

○牛尾委員 ６番の校外学習バスについてですけれども、予算が、今年度より来年度、２,

７００万円ほど増えますが、この内容を教えてください。 

○西岡分科会長 ２７９ページです。 

○清水学務課長 この校外バスにつきましては、観光バスを借り上げる形で実施していま

す。そのバスの経費がかなり高騰しておりまして、令和５年度ですね、２,０００万円を

超える程度だったのが、今年の予算４,０００万円で、来年度が６,７００万円というふう

にかなり上がってきているんですけれども、バスの単価が、５年度ですと、やはりちょっ

とコロナ明けで、様子を見ていたところもあって、バスがかなり安く借りられていたとい

うところがございますが、今年度は、その季節によっても借り上げのバス代金というのが、

観光シーズンですと本当にもう２０万円、３０万円、１台が、そういった状況がございま

して、来年度、必要なバスを確保できるための予算を計上したものでございます。 

○牛尾委員 分かりました。ちょっと、すごい上がりようでびっくりしますが、確かに今、

インバウンドで外国人の観光客が増えて、バスなんかの需要もすごいあると。一方で運転

手が足りないと、コロナが影響しているんですけれど、これ、今のところ、学校が校外活

動で使いたいと、バスを使いたいといった場合に、応えられているんですか、そのバスに

ついては。 

○清水学務課長 学校で予定されている校外活動には、バスのほうは、必要な分、対応で

きているところでございます。 

○牛尾委員 これ、大体学校が、こういったことで使いたいと、要するに校外活動で使い

たいと決めた場合に、大体どれぐらい前にバス会社と、いついつ使いたいというようなお

願いをしないと、なかなか配置できませんよというような話になっちゃうんですかね。 

○清水学務課長 通常ですと、年間のその予定で台数確保して、年間契約で実施している

ところでございますが、今年度、年間分を確保といいますか、バス会社のほうで、なかな

か、その契約が難しいというところで、ある程度の期間を区切っての契約という形をした

ところでございます。そういった事情もございますが、やはりバスを手配する都合上、二、

三か月前には予定を決めて発注をしないと、確保というのは難しいところでございます。 

○牛尾委員 分かりました。学校のカリキュラムもあるから、学校としては、しっかり調

整をしていただきたいとは思います。 

 で、この問題でね、これは中学校の通信教育課程とも関わるんですけれども、校外学習

のバスを利用していたと、鎌倉だとかね、ああいったところに行く際に。ただ、もう１校、

学校によってはＴＧＧ、英語教育の施設に行く際にも、一橋中学校の通常の生徒はバスで

行ったが、通信教育の方々はバスを利用できなかったという話がありました。そのことを

相談した際に、今度は、そのＴＧＧ、そのバスは配置されるようになったけれども、逆に

校外学習のバスの配置がなくなったというふうに聞いているんですけど、これは事実です

か。 

○清水学務課長 これまでも、ＴＧＧにつきましては、各自公共交通機関を使って、中学

生、通信課程は年齢がもっと上の方ですけれども、中学生のそういった校外活動は、基本

的には公共交通機関を使っての活動という形になっておりますので、ＴＧＧについては、

保護者負担で、今回、ＴＧＧに行くことになったというところは聞いております。 

 通信のほうは、来年度の件でしょうか。 
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○牛尾委員 今年の４月。 

○清水学務課長 今年度分の、今年度分、校外学習が５月に予定され、予定といいますか、

割と直前にやはり決まったというところで、バスの手配が間に合わなかったというか、確

保ができなかったというところがございます。そうですね、はい、そういった状況でござ

います。 

○牛尾委員 これは今年の５月のバスということですよね、手配できなかったというのは、

そういうこと。 

○清水学務課長 ６年度。 

○牛尾委員 ６年度、４月以降、来年度になるんですか、来年度の校外学習のバスを。 

○西岡分科会長 では、それが確保できれば平等にということですよね。 

○牛尾委員 要するに、ＴＧＧの場合は、通信の高齢者の方々は、自分で地下鉄に乗って、

ラッシュの中、それからバスに乗って行ったわけで、そのときには、もう先生方も大変だ

ったらしいですね。子どもたちは親がバス代を払いますから、都バスでそろって行ったん

だけれども、通信の生徒さんは、ラッシュの中、電車、公共交通を使って行ったというこ

とで、確かに、その公共交通を使う、通常の子どもたちも公共交通を使うということが、

中学校の場合はね、普通だということなんですけれども、通信の子どもたちも、通信に通

われている方も同じ中学生でいながら、高齢者だから、やっぱりバスを配置するという配

慮が必要なんじゃないかと思っております。来年度の校外学習がバスを使わなくなったと、

なかなか、これ行けない方が出てきますよね。そこをどう考えていらっしゃるのかなとい

うことなんですよ。 

○清水学務課長 そうですね、バスを利用する、利用しないというところも、区のほうで

予定として確保というところもございますが、通信の担当の先生、教員の方と相談しなが

ら、どういう形で実施するというところのお話を伺いながら、学務課のほうで用意してい

るところでございます。 

○大森教育担当部長 今、牛尾委員からるるご指摘を受けましたが、基本的には、小学生

だとか、小学生が校外に行くとか、集団で行く、それはやっぱり大変だと思います。中学

生で、もう電車で通われている方もいれば、ある意味、大人ですよね。そんな満員電車だ

から何か、けがするなんていうことはないと思います。で、その通信の方ですが、そもそ

も、本科生じゃないところというところの議論にもなっちゃうかもしれませんが、本科生

じゃない方たちに、いろんなことを提供する、学校でしっかりやっていると思います。基

本的には、効果的に手当ができるんだったら、学校も区もいろいろ汗をかきますけれども、

高齢者の、その通信の方たちだって、通信だけじゃなくて、通うときもありますよね。そ

ういうときは、やっぱり公共交通機関を使って通っていらっしゃるんで、その一概に電車

に乗らせるのがいかがなものかという考えには立っておりません。 

○牛尾委員 そういった面もね、確かに通われていますからね、公共交通でね、スクーリ

ングの場合はね。ただ、土曜日なわけですよ、スクーリングは。電車を利用する人という

のは平日よりは少ないわけで、ＴＧＧに行く場合は、九段下に集まって行ったらしいんで

すけれども、九段下っていっぱいね、平日だと出てくる人がいる中、逆行していくわけだ

からね。かなり危ないということも聞いております。確かに通常、学校に行くときは公共

交通を利用しているじゃないかという面はありますけれども、ちょっと状況を聞いていた
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だいて、かなり危険なところもあったというふうに言っていますので、学校や担任の先生

なんかに確認をして、配慮すべきところ配慮するという立場で対応しいただきたいと思う

んですけどね、いかがですか。 

○清水学務課長 通信教育課程の校外学習ですね、校外学習バスの借上げとして、一応確

保はしているところでございます。ただ、どういう形でというところは、引き続き学校の

ほうと相談しながら、どういう形で実施するかというところで確認をして、実施したいと

考えております。 

○牛尾委員 もうこれ以上はいいです。 

○西岡分科会長 相談の上、安全性を確保していただきながら、フォローできるところは

フォローしてというところですかね。よく相談してもらって、お願いします。 

 ほかにございますか。 

○おのでら委員 ３番の（１）のところですね、特色ある教育活動について伺います。予

算６,３００万円ということですけども、令和６年度と比べて７００万円ぐらい増えてい

ますが、この増えた内容について教えてください。 

○西岡分科会長 はい、３１２ページです。 

○上原指導課長 ７００万円ぐらい増えた、こちらですね、東京都が行っているすくわく

プロジェクトというのがございまして、そちら、幼稚園・こども園に関するところの予算

というところで、実は、都の支出金として１,２００万円いただくところがあるんですが、

そちらの事業も増えているところですので、事業数自体、少し増えた状態でもございまし

たので、その分、つけさせていただいているところでございます。 

○おのでら委員 幼稚園・こども園に関わるところということなんですけども、ちょっと

ほかのところにも関わるんですけども、この特色ある教育活動というところが、あまり、

部活動の推進以外、あまり予算も増えてないような印象を受けています。あと、国際教育

の推進についても、あまり今回は増えていなかったなとは思っているんですね。ですので、

令和６年度でつくった予算をそのまま維持というような形で受け止めてはいるんですが、

一般質問でも質問させていただいたように、区立小学校から区立中学校に進む方という人

の割合が減っているという現実と、あと、麹町中学校、神田一橋中学校の令和６年度の４

月時点の１年生の生徒数が前年と比べて５０人減ってしまったという事実、こういったと

ころはやっぱり注視していかなくてはいけないかなと思うんですね。 

 すなわち、私立中に進む方が多いと、これも一般質問で申し上げたんですけど、私立中

学校受験をする割合というのは７割、８割いる中で、やっぱりここの、もうちょっとその

区立中に進む割合を増やすというか、また目を向けてもらうためにも、より特色のある教

育というのを濃くしていかないと、やっぱりほかの私立であったり、あるいは都立であっ

たり、こういったところの競争に負けてしまって、よりまた生徒が減ってしまう可能性が

あると思うんですね。 

 今、１年生中学校の生徒数が１８７人というデータを見ていますけども、もう九段中等

と同じぐらいの数字になってきてしまっていると。そうすると、本当に２校必要なのかと

いう話になりかねないと思うんですよね。そういった意味でも、この特色ある教育活動で

すとか、あるいは国際教育ですとか、こういうところをもっと、より濃く特色を出してい

くべきだと思うんですが、今後どのように、この辺を見ていらっしゃるのか、教えてくだ
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さい。 

○上原指導課長 今お話いただきました国際教育だとか、特色ある教育活動と、まさに本

区の区立小中学校、幼稚園も、こども園も含めまして、まさに推進していくところかとい

うふうに思っています。子ども・子育て教育ビジョンのところでも、その辺りをうたって

いるところでございます。そういったところで、特色ある教育活動、予算の範囲内のとこ

ろで、どう事業を工夫していくかというところは、それぞれ考えていく必要があるかなと

思います。 

 ちなみに、区立中学校の場合、学力というところでは、特に高等学校への進学というと

ころに特に特色を持たせて、特色ある教育活動として予算を多くつけているところでござ

いますので、それ以外の教育活動としても、どのような工夫ができるかというところは学

校等とも調整しながら、いろんな工夫が考えられるかなというふうに思いますので、今後、

併せて考えていければというふうに思っております。 

○おのでら委員 これまで、給食費の無償化ですとか、今回、教材費の全額無償化であっ

たり、こういったところで経済的な魅力というのは増しているとは思うので、あと本当は、

本当に、その学習面ですね、どれだけ特色を出すかということだと思っています。 

 麹町中についてはいかがですかね、特に力を入れなくてはいけないとか、変えていかな

ければいけないんではないかというような気がするんですけど、いかがでしょうか。 

○上原指導課長 麹町中学校ですね、この数年間、改めていろいろ教育活動等を工夫して

行っているところであります。いかに魅力を発信していくかというところで、先ほど申し

上げたように、麹町中特別講座など、いわゆるイングリッシュコースだとか、そういう学

力面でのサポート等を行っているところとか、放課後学習も、しっかり特色の中で行って

いくとか、そういう新たな特色としてつくり上げているところです。それ以外のところで

も、教育活動全体を見まして、生徒の落ち着いた態度だとか、多々、校外学習等で、その

辺りを評価いただいている部分もあります。先日、スキー教室に行ったところでも大変す

ばらしい態度だったというところで、向こうの宿舎の方、宿の方からも評価いただいたと

いうお話は伺っています。そういった部分の麹町中学校のよさというところを、いかに発

信していくかというのも今後必要かなというふうに思っておりますので、そういった機会

を捉えまして、多く、広く発信できればいいかなというふうに思っております。 

○おのでら委員 最後に、今年の都立日比谷高校から東大に行かれた方というのが急増し

て、６０人か８０人かな、増えたというのがニュースになっていました。全国でも３位ぐ

らいということで、かなり日比谷高校からの東大への進学率、進学数というのが増えたと

いうのは一つあると思うんですが、もともと千代田区では、番町小、麹町中、日比谷高校、

東大という、そういう有名なコースがあったと思うんですね。その日比谷高校から東大に

行かれる方が増えたということは、うまくやれば、その麹町の魅力にもつながるというか、

つなげられるのではないかというような、うまく、何というんですかね、そういうルート

をまた示すとか、そういったことも大切じゃないかなと思うんですけど、このような工夫

というのはできるものでしょうか。 

○上原指導課長 進学については、それぞれお子さんの考えるところもありますので、ま

た、学力等も必要な部分があります。一概にそこを全て含めてというところは、なかなか

正直難しい部分もあるんですけれども、区立中学校として、生徒の学力向上というところ
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と、また、将来の進路選択というところでも、しっかり指導していくというのは非常に大

事かと思います。日比谷高校から東大、東京大学というのも一つの進路選択のものですし、

また、別な考え方のお子さんもいてしかるべきかなというふうに思います。そういった、

いわゆるキャリア教育ではないですけども、そういった部分はしっかり充実させていくこ

とが大事かなというふうに思っております。 

○西岡分科会長 ほかにございますか。１５５ページまで、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 それでは、以上で目の３、教育指導費、目の４、校外施設費を終わりま

して、項の１、子ども管理費の調査を終了といたします。 

 次に項の２、学校管理費の調査に入らせていただきます。最初に目の１、小学校管理費

です。予算書１５６ページから１５７ページとなります。執行機関から説明等はございま

すか。ないですか。 

 それでは、委員から質疑を受けます、１５６から１５７ページ。 

○牛尾委員 まず、学校給食についてです。無償化になっていますが、この間、お米の値

段がかなり上がっていて、学校などでのそのメニューをどうしていくかというのも相当苦

労されているという話も聞きますが、ここへの対策というのは、米だけじゃないですよね、

物価高騰もありますけれども、食材の高騰もね、どうされていますかね。 

○清水学務課長 給食費でございますが、昨年の１１月に給食費の改定をさせていただい

ております。また、そうですね、７年度も、さらに僅かではございますが、給食費を改定

する予定でございます。１食当たりの給食費を上げることで、食材の高騰に対応できるよ

うな対応をしているところでございます。 

○牛尾委員 で、その食材の対応によって、これまでのメニューが同じように提供できる

ということでよろしいですか。 

○清水学務課長 はい、そのとおりでございます。様々、そうですね、さらにお米の値段

も今回上がっておりますし、給食、牛乳ですね、学校の牛乳も値上げの予定がございます。

そういったところを見込みまして、給食費の単価を上げているものでございます。 

○富山委員 小学校の校庭開放について、学校の施設の校庭開放について伺います。事務

事業概要２６４ページです。 

 校庭開放なんですけど、これまで保護者からしばしば要望があった低学年と高学年で分

けたりとか、園児の時間とか、そういうふうに分けるご予定はありますでしょうか。 

○清水学務課長 実際、なかなか、その校庭開放の、地域のスポーツ団体、野球ですとか

サッカーですとか、そういう団体に貸出しも大変多いところでございまして、校庭開放の

実施の回数自体が、なかなか確保が難しいところがございます。その中で、やはりそうい

った分けるということになりますと、利用したい子どもが利用できないような状態、状況

にもなる可能性もございますので、今のところ特段分けるということは考えておりません。 

○富山委員 昨年より、夏休み等々も開放されていると思うんですが、そういったときで

も難しいですか。 

○清水学務課長 夏休みは体育館のほうを、はい、開放ですので、校庭のほうではないか

と思いますが、はい。 

○富山委員 ありがとうございます。 



令和 7年 3月12日 予算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 

 ４０ 

○小川子ども部長 若干補足をさせていただきますけれども、校庭につきましても、貴重

な子どもの遊び場であることには違いがありませんけれども、遊び場事業全体を検討して

いく中で、例えば、その時間帯を区切って一部の遊び場を開放するとか、年齢を区切った

ものにするとか、あるいは球技のといった遊びの内容で、また区切ったりするということ

を総合的に検討しておりまして、そうした中で対応していくというふうに考えております。 

○富山委員 分かりました、ありがとうございます。 

○西岡分科会長 これ、学校によるんですかね、ＰＴＡの方が校庭開放当番で、年間で担

当していらっしゃって、かなり負担だというお声をすごく聞いていますが、これは、来年

度から予算をつけて、誰か、どなたか人材を確保するんじゃなかったんでしたっけ。特に、

ないんですか。そういうお声は聞いていますか。 

○清水学務課長 校庭開放につきましては、各学校に校庭開放運営委員というのを設置い

たしまして、その中で、地域の方に協力していただいたり、ほとんどが保護者、教職員の

ほうで校庭開放のほうを実施しているところでございます。補助金を区のほうからは、定

額として３０万円ですね。日数に応じて、さらに追加していくというような形で実施して

いるところでございます。 

 やはり、回数多くやっているところは保護者の、ＰＴＡの負担が多くなっているという

お声も実際伺っております。はい、そうですね、そういった点も課題として認識しており

ますので、今後は総合的な遊び場、先ほど部長が申し上げたとおり、遊び場をどういうふ

うに確保していくかというところで、併せて検討していきたいと考えております。 

○西岡分科会長 大学のボランティアの方と保護者の方の負担が大変大きいと聞いていま

すので、検討のほうをよろしくお願いします 

○牛尾委員 関連で。 

 校庭開放ね、私も担当したことがあるので、結構やっぱり大変だなという思いはありま

すし、やっぱりＰＴＡの方々の負担もそうですけれども、どうもね、校庭開放で使える遊

具、ボールなんかね、非常にもうおんぼろで、空気も抜けているような状況なんですね。

もう替えろ、替えろと言っているんだけれど、なかなか予算もないというようなところで、

子ども部が、やっぱ校庭開放についてもね、やっぱり遊び場の取組の一環として位置づけ

るんであるならばね、やはり、その校庭開放についても、遊び場として人材をつけるなり、

しっかり予算もつけるなりして、やっぱり遊び場の一つとして、やっぱり位置づけていく

ということをやっていく必要があると私は思うんですけれども、いかがですかね。 

○清水学務課長 先ほどもご説明いたしましたが、この校庭開放については補助金を交付

しております。その補助金で、物品等の購入に充てていただくことも可能でございまして、

遊具等を購入していただいている学校もございます。ちょっと使い道が、学校によって、

例えばボランティアの謝礼にも充てられますので、そういったところで、様々な校庭開放

に伴う経費として使っていただいているところでございます。 

○大森教育担当部長 委員長をはじめ、るるご指摘いただきました。今、担当課長が申し

述べたのは、現状の校庭開放の使われ方です。ただ、たしか大坂議員だったと思うんです

が、代表質問で、子ども部としては、それを、その指摘を受けながら、例えば委託化に向

けてとか、様々、来年度検討していくという答弁をさせていただいていると思いますので、

引き続き検討をさせていただきたいと思います。 
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○西岡分科会長 はい、よろしくお願いします。 

 ほかにございますか。 

○池田委員 小学校のところの学校運営の（４）番ですね、学校行事、事務事業概要だと

２７７ページに一覧が出ているんですけれども、令和７年度なんですけれども、昨年から

始まった陸上記録会については、何か進捗がありましたらお聞かせください。 

○清水学務課長 今年度は、陸上記録会を国立競技場のほうで６年生について実施したと

ころでございます。来年度につきましては、世界陸上で国立競技場のほうが、なかなか使

うのが、使えない状況がございまして、学校のほうと、どういった形で実施するかという

ところで協議しているところでございますが、やはり、その国立競技場を、国立競技場で

の何か実施できないかというところで、世界陸上を観戦、見学できるような機会をつくり

たいと考えております。 

○池田委員 その時期に、前も私、別の委員会、常任でも言ったんですけれども、時期に

かかわらず、この年度、令和７年度中で使えるんであれば、私はぜひ国立競技場に子ども

たちをおろしてあげたいんだけれども、世界陸上の見学というのもやはりめったにないこ

とですから、非常に貴重な体験なのかなと思いますが、それについても、対象は６年生だ

けなんですか。 

○清水学務課長 現在、６年生が陸上記録会の対象学年としておりまして、教育課程の中

で行事として位置づけて実施しておりますので、７年度につきましても、６年生が対象と

いうふうに考えております。 

○池田委員 ７年度は、そういう方向性だということなんですけれども、やはり、あそこ

を借りるのも決して安価ではないですから、一日もし借りられるんであれば、いろいろな

使い方、使われ方ができるかと思うんですね。かつては５年生から６年生、それから中学

生を、中学生を中心で陸上競技記録会というのがあったんです。だけども、それがどんど

ん、今いろいろ変わりながらの今回、昨年、今年度か、６年度については、６年生限定で

行われたけれども、やはりそこは近隣ですから、全く隣だし、再開できるんであれば、ま

たいろんな考え方が広がる、広げていただきたい、教育委員会としても。６年生だけに限

らず、いろんな学年を超えて、それは中学校とも一緒に連携ができるんであれば、またそ

ういう競技もやっていただきたいんですけれども、その辺りのお考えをお聞かせください。 

○清水学務課長 陸上記録会として、小学６年生対象としたのが平成２６年からというこ

とで、途中、コロナの関係で実施ができない時期がございましたけれども、ここ１０年ぐ

らい、小学６年生対象というところで実施しているものでございます。なかなか、教育の

カリキュラム的に難しい、ほかの学年もというところになりますと難しい面があろうかと

思いますけれども、そうですね、来年度につきましては、ちょっと今のところ、小学校６

年生を対象に実施していきたいと考えております。 

○西岡分科会長 だそうです。 

 ほかにございますか、よろしいですか。 

○おのでら委員 すみません、確認させてください。学校運営のところ、小学校、中学校

それぞれですけども、ＩＣＴ学校教育システムの推進、事務事業概要３３９ページについ

て教えてください。大体小学校ですと７億円、中学校で１億７,０００万円。九段中等で

３億７,０００万円ということなんですけども、ここは、もう大体このぐらいの金額で常
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に推移していると思うんですが、そういう見込みでよろしいですかね、今後も。 

○上原指導課長 使用料や賃貸料、いわゆるＩＣＴシステム機器だとか、機器リースだと

かが膨大な額になっていまして、７億円余りのところ、５億円余りがそれが常に計上され

る形になりますので、児童生徒数に変わりなければ、このまま推移していく形になるかと

思います。ただ、令和８年度に改めて、リプレースとして、９月になりますが、リプレー

スになりますので、その際、リース代だとかは、多少変化があるかなというふうに思うと

ころなんですが、まだ、そこは調査しているところではないですので、今現状、生徒数、

児童数というところでは、この額として推移していく形になります。 

○おのでら委員 小学校で５億円ということだと思うんですね。小学生の全児童数が３,

０００人ぐらいだと思いますので、大体１７万円から１８万円、年間、リース料でかかっ

ているという計算になると思います。 

 で、すみません、最初リースにするのかどうなのかという議論があったとは思うんです

が、これを教材費に組み込んで、もう配布してしまう。小学校１年の時点で配布してしま

うというのはいかがなんでしょうか。というのも、私立でこういうのはやはり買うんです

ね、リースでなく。それも大体１７万円とかなんですよ。結局、そういうふうに毎年１７

万円のリース料がかかってしまうのであれば、それぞれの子が愛着を持って使えるように、

貸すのではなく、もうその子に占有として使っていただく。また、更新期間とか、その耐

用年数とかもあると思いますので、６年とか３年とか、そういうことを踏まえた上でも、

リースでなくて買う、買うというか、区で買って、教材の一つとして無償化するという考

えもあると思うんですが、いかがでしょうか。 

○上原指導課長 確かにそのようなお考えもあるかと思いますが、例えば６年間、９年間

使うとなったときに、また買換えとか、そういった事情が起こったり、また、システムの

ほうを、今の業者等々、構築していく中で、その都度更新等の作業等もまた入ってくるの

で、現状としてリースのほうが、実際運用としてはやりやすさがあるかなというふうに考

えております。 

○おのでら委員 一応確認なんですけども、小学校１年生の子に渡して、その後、基本的

に、ずっと小６まで、その端末をその子だけが使うというようなイメージなのか、それと

も毎年、君はこれだよというふうにやっているのか。 

○上原指導課長 基本、一度配布したものは、それを使っていただくというところで、当

然故障等しましたら、そこは修繕費も設けておりますので、そこで修繕してやっていくと

いう形です。３年に１回リプレースがございますので、その都度変わっていく、機種が変

わっていくとか、新しいものになっていくという形にはなっていくところです。 

○おのでら委員 令和８年にリプレースがあるということですので、それ、どちらがいい

のかというのを、もう一度その費用対効果ですと、いろいろ変わってくると思いますので、

ご検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○上原指導課長 いただいたご意見と、また、システムをどうしていくかというところも

一つ考える部分もあるかというふうに思います。子どもたちだけではなくて、教師用の端

末等もありますので、そのリプレースも同時にありますので、その辺りも含めて、どうい

った形が一番いいのかというところは研究、検討してまいりたいと思います。 

○牛尾委員 関連でお伺いいたします。 
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 １人１台タブレットですけれども、今、基本的にタブレットは持ち帰って、それぞれが

充電をするということになっています。タブレット導入の理由として、様々な教材をタブ

レットで見ていくということですけれども、今でも、教科書は持っていって、タブレット

も持っていってということで、かなり重いランドセルになっているということがあります。 

 タブレットについては、やっぱり、ずっと使っていると子どもの近視、今、増えていま

すよね。これにも影響してくるから、学校としても、ルールを決めてくださいと言われて

いるけれど、なかなか家庭で、その家事が忙しい中で、子どもについて、何時から何時っ

てね、タブレットを使っちゃいけませんとか、使っていいのはこの時間帯ですとかと決め

ても、なかなか子どもたちが守らないということもあるし、タブレットを使うのは主に学

校ですものね、基本的に。家ではあまり使わないという点では、学校から持ち帰る、充電

があるからね。充電があるんですけれど、学校で、そういった充電もできるようなことに

して、やっぱり、学校で管理していくというふうなことも考える必要があるんじゃないか

なと思うんですけれども、そこはいかがですか。 

○上原指導課長 今、タブレット持って、さらに教科書を持っていくという、確かに重さ

はあるかなと。タブレットを持ち帰って充電というところは、本当に、学校では、その充

電の限りがありますので、実際、それをお願いしたいところなんですが、持ち帰るときに、

その重さがあったりというところは十分配慮しながら、やっていく必要はあるかなという

ふうに思います。全ての物を持ち帰る必要性はないというところがあるかと思います。 

 また、ルールについても、学校ルールというのは恐らく設けているかというふうに思い

ます。それを踏まえて、家庭のルールというところもお願いするところなんですが、その

辺りの情報機器の取扱いだとかは、学校でも当然指導していく必要はありますので、ルー

ルを守っていくというのは前提として、しっかりその辺りは子どもたちに指導していきた

いというふうに思っております。 

○えごし委員 関連で。 

 今のそういうルールとかということについて、この事業概要３２１ページには、親子で

学ぶ情報モラルとかという授業もありますけれども、そういうのでやっているということ

でよろしいんですかね。 

○上原指導課長 親子で学ぶ情報モラルもそうですが、本年度、実は情報モラル推進月間

というのを６月に設けさせていただきました。令和７年度も同様に設けさせていただく予

定です。また、それぞれ子どもたちのタブレットに、情報モラルを学ぶ、動画等で学ぶよ

うな、そういうアプリと言っていいんでしょうか、そういったものも入っており、入れて

いきます。もう既に入っている状態であるんですけど、そういったものを活用しながら、

モラルと、情報モラルというところもしっかり学ばせていきたいなというふうに思ってお

ります。 

○えごし委員 あと１点、ＩＣＴを活用していくという上で、何か昔、多分、ＩＣＴのカ

リキュラムコーディネーターみたいなのもあったというのを聞いたことがあるんですけれ

ども、これは、今は特にないということでよろしいですか。こういう授業で、どうＩＣＴ

を使っていくかとかというのを支援していくような。 

○西岡分科会長 ＩＣＴ支援員のことですか。 

○えごし委員 支援員は、多分九段中等ではあると思うんですけど、また、カリキュラム
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コーディネーターみたいなのは特にないですかね。なかったらなかったでいいです。 

○上原指導課長 コーディネーターとしてはいます。 

○えごし委員 いる、いるということですね。 

○西岡分科会長 その方がうまく、ちゃんと。 

○えごし委員 そうですね。 

 すみません、カリキュラムコーディネーターという方もつきつつ、そのＩＣＴの活用の

仕方とかというのも、そういう支援をしながら、各校やっているということでよろしいで

しょうか。 

○上原指導課長 ＩＣＴ、支援員とは別に、そのいわゆるコーディネーターというところ

で行っていただいているところなんですが、こちらとして、全校というより指定させてい

ただいているというか、推進校に指定させていただいて行っております。令和６年度につ

いては千代田小と神田一橋中学校。来年度については、富士見小学校と麹町中学校にそれ

ぞれ派遣する予定で進めているところでございます。それ以外に支援員さんはいらっしゃ

いますので、そこを十分活用いただきながらというところではあります。 

○西岡分科会長 前にお願いしたんですけど、ちょっと今のと絡むんですけども、よく高

齢者の初めてのタブレット講座みたいなのがあるんですけど、何も高齢者だけではなくて、

新１年生で初めてタブレットに触れるという方もいらっしゃって、要は、デジタル弱者と

いうのは、低学年の子でもデジタル弱者のうちなんですよ。なので、そういう児童たちに

向けた支援というのをしっかりしていただかないと、担任の方が、もうタブレットの操作

だけで授業が終わってしまうというような状況にならないように、ちょっとそこはフォロ

ーをうまくしていただきたいんですけど、そこはどうですか。 

○上原指導課長 以前お話いただいたところで、そういった実態というところは、こちら

も把握したところでございます。すぐにタブレットを使いながらの、学習をしっかり進め

ていくというところの状況をしっかりやっていくと、支援員さんだけではなく、６年生だ

とか、兄弟学年だとか、フォローしている学校もございますし、また、地域学校協働活動

のコーディネーターの方にちょっとお願いして、地域の方にも少し入っていただくとか。 

大分前ですけども、各学校のほうに、その４月入ってからのＩＣＴの使い方、特に低学年、

１年生ですね、その辺りのフォローアップというところをしっかり行うようにというのは

お話をしたところでございます。また、そこは、こちらとしても、学校の状況等を鑑みま

して、状況等を把握というか確認いたしまして、何かしら対応ができればいいかなという

ふうに思っております。 

○西岡分科会長 ぜひよろしくお願いします。 

 ほかにございますか、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 それでは、目の１、小学校管理費を終わらせていただきまして、次に目

の２、中学校管理費の調査となります。同じページ、１５６から１５７ページ、下段のほ

うです。 

 説明等はございますか、執行機関からありますか、よろしいですか。はい、委員から質

疑を受けます。 

○牛尾委員 先ほども話題になりました２番の通信教育課程でございます。先ほど、部長
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の方から、大森部長のほうから答弁がありましたけれども、本科生でない別科生に対して

ね、様々な提供することなどはどうかというお話もありました。本科生となると、その戦

後の混乱時期だとか戦中、その学校を卒業できなかったということが条件なので、もう年

齢もかなり上がっていくことになります。別科生については、そういった規定はなく、単

年度でも勉強できるということですけれども、今通っている別科生の方って、その卒業証

書は持っているんだけれども、やっぱり、その中学校の時代に、もう本当に学校に本当に

行けて、勉強できなかった、卒業証書をもらったという方が改めて、こういった場で学び

たいということで通っていらっしゃるというのを、お話を聞いて感じました。ぜひね、本

科生、別科生で分けずに、しっかりとその学校教育を提供するという立場で臨んでいただ

きたいんですけど、まず、そこをお願いします。 

○大森教育担当部長 ちょっと、なかなか、すみません、意味が理解できなかったんです

が、その本科生、制度としてあるのは本科生です。で、その本科生がいないんです。そも

そも成り立ってないと思います。ただ、経緯がありますから、今、別科生というのを引き

続きやっていますけど、これはいずれ、今問われたからあれじゃないですが、いずれ、こ

れはやっぱり検討をしなきゃいけないと思います、在り方を。 

○牛尾委員 これは法律で決まっているからね、この法律が変わらない限りは、その本科

生、いずれ本科生の方々も高齢になりますから、本科生の対象というかな、対象の方がな

くなりますから、そうなっていくんでしょうけれども、つまり、教育委員会としては、い

ずれ、この一橋の通信教育課程はなくしていくと、なくなっていくということを考えてい

らっしゃるということ。 

○大森教育担当部長 はい、いずれというか、何回もすみません、この制度の対象にして

いるのは本科生です。で、その生徒がいないんです。この必要性というのは、やはり議論、

検討しなければいけないと思います。 

○牛尾委員 うん、はい。 

 私はね、今、各県に一つ夜間中学をつくっていこうということで国が進めている。やは

り、昼間の学校で学べない方がね、その夜間で働きながら学んで、中学校卒業の資格を取

るとかということをやっていて、これは国の判断ですけど、私としてはね、やっぱり通信

も、そういった学びの場の一つというふうにやっていくべきなのではないかなと思うんだ

けれども、残念ながら、そういった法律の規定がある。私としてはね、やっぱり国に対し

て、そういった年齢の規定というのはなくしていくということを求めていくのが、やっぱ

りあるべき姿なんじゃないかなと私は思ってはいるんです。それはぜひ、お願いしたいん

ですけれども、いかがですか。 

○大森教育担当部長 前段の夜間中学は、都内に６校か８校あります。で、千代田区が、

委員のおっしゃることもよく分かります。国がやるべきだとかいうのはあります。ただ、

この通信課程というのは、全国に二つぐらいですかね。（発言する者あり）なぜ千代田区

で、その本科生がいないのに、なぜ千代田区でこの制度を維持し続けて、やらなければい

けないのかというのは、議論したり検討しなきゃいけないと思います。 

 それとは別に、学びと、高齢になっても学びたい、生涯いろいろ勉強したい、本当にい

いことだと思います。そんな手段はいっぱいあります。この制度を使わなくても、と考え

ております。 
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○牛尾委員 はい。 

○西岡分科会長 よろしいですか。はい。 

 ほかにございますか。１５７ページまで。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。それでは、目の２、中学校管理費を終わらせていただきます。 

 次に、目の３、中等教育学校管理費の調査となります。１５８ページから１５９ページ

です。 

 執行機関から説明等はございますか。（発言する者あり）はい。 

 委員から質疑を受けます。 

○白川委員 ３番の７、入学者選考についてです。これ、前にもちょっとお願いしたんで

すけれども、これ、九段中等のことでよろしいでしょうか。（発言する者あり）はい。 

 その入試問題につきましては、ぜひ、回答の提示をお願いしたいと思っております。と

いうのは、最近の入試問題というのが、回答が複数あるものが多くて、もちろん、その入

試問題の正解というのを塾の先生が書いて、出版はしているんですが、私から見て、ちょ

っと、どうかなというのが多いもんですから、学校はこう考えるというのをぜひ、出して

いただければと思います。 

 あと、私、大学受験のほうしか知りませんけれども、学校別の正解というのが、今、出

版として成り立たなくなっているそうで、赤字が多いそうです。ですから、その正解も、

いつ、出版がやめられるか分からない状態のようですので、やっぱりそれに備えて、でき

るだけ早く正解を発表できるような体制が必要だと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 今の白川委員のご質問、常任委員会でもご質問を

頂きました。で、そのときの趣旨も踏まえて、入学者選考担当の副校長とお話をしている

ところです。具体的に回答例、回答（案）になるかと思いますけれども、それを作成して

公表できるかどうかについて、学校、入選担当の副校長及び入選担当者の先生方と協議し

て検討するという、今、お話になっているところでございます。その結果については、ま

た常任委員会等でご報告をさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○白川委員 ご検討いただいているということで、ありがとうございます。こちらの希望

としましては、やっぱり入試問題というのは、この学校がどういう人材が欲しいか、ある

いは、どういう水準、どういう方向性を求めているかというメッセージでもありますので、

やっぱり問題とともに回答というのは必要だと思いますので、その面でもぜひ、ご検討を

前向きにお願いいたします。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 先ほどお答えしたとおりなんですけども、こちら

教員サイドのお話になります。で、教員のほうで副校長を中心に検討させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○西岡分科会長 はい。 

 ほかにございますか。（発言する者あり）関連ですか。はい、じゃあ牛尾委員。 

○牛尾委員 ちょっと、まず一般的なことを聞きます。区立中学校に通われている親御さ

んが、例えば海外に転勤するとか、都外に転勤するとなって、引っ越しますよね。転校し

ます。また戻ってきます。同じ中学校に通う、入るというのは、それは当然、可能ですよ
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ね。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 区立中学校ですか。 

○牛尾委員 まず区立中学校で。 

○清水学務課長 戻っていらしたときに、同じ学校に、中学ですかね、入れます。 

○牛尾委員 九段中等では、いかがですか。 

○西岡分科会長 学務課――どちらですか。企画室長。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 留学された方が、帰国されたときには、九段中等

のほうにお戻りいただく手続を取っていただく形で、復学というんでしょうか、していた

だく形になっております。 

○牛尾委員 九段中等に通われている方から、お友達の方が、海外に行って戻ってきたが、

復学させてもらえないというような話が来ているんですが、それは、事実ですか。 

○西岡分科会長 そういう事案があるんですか。特に聞いていない。学務課長。 

○清水学務課長 九段中等の生徒さんが、保護者の関係で、保護者の就労の関係で海外に

行って戻っていらしたというところで、そこで編入学の試験を受けていただいて、再入学

といいますか、戻られた状況はございます。（発言する者あり） 

○牛尾委員 そういった編入学の試験等を受ければ、もちろん、その試験の結果によるん

でしょうけれども、必ず復学できるということでよろしいんですか。そういった事例とい

うか、話は聞いていないということでよろしいですね。 

○大森教育担当部長 ご相談というか、お話は聞いています。たしか、先週、その編入試

験を受けて、もう今週からは通う――もう、ちゃんと戻られているというふうに聞いてお

ります。 

○牛尾委員 分かりました。じゃあ、いいです。 

○西岡分科会長 よろしいですか、この件に関しまして。 

 はい、池田委員。 

○池田委員 ３番、学校運営の中の４番の学校行事で伺います。事務事業概要３４０ペー

ジで、概要のところに１１５ページで、拡充されているんですけれども、これについては、

先ほど説明がありましたっけ。（発言する者あり）していない。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 はい。 

○池田委員 一応、お聞かせください。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 失礼いたしました。学校行事、拡充ということで、

令和７年度につきまして、現在、グローバル、海外大学体験の学習がメインのＵＣＬＡ海

外研修旅行、選抜型ですけれども。これに加えまして、ＳＴＥＡＭ、物づくりの学習に重

きを置いたシリコンバレーの海外研修、選抜型を実施することとしております。これは、

最先端企業研究所、科学博物館等を訪問して、先進的な先端技術の発展に直接触れること

等を目指しておるところでございます。具体的には、予定としては、Ｇｏｏｇｌｅ本社の

訪問等々を考えているところでございます。 

 以上です。 

○池田委員 様々、九段中等は、ＵＣＬＡもそうだし、シンガポールの研修旅行もそうだ

し、各学年でいろいろ趣向を凝らしながらというか、最先端を行っているのかなというと

ころは評価するんですけれども。今回も、この予算で１,１００万ぐらいかな。もうちょ
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っとかな、拡充されて、その方針をしているということなんですけれども。 

 一方で、この学校行事の中に、伝統行事でもある「至大荘」がありますけれども、ここ

については、令和７年度、新しく新年度になってからの至大荘行事について、６年度の経

緯を踏まえて、どんな方針なのか、ちょっとお聞かせください。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 令和６年の総括質疑の中でも、至大荘行事のお話

を頂きました。その後、教育委員会、学校のＯＢ・ＯＧ組織である菊友会さん、あとは学

校の九段中等の三者で、意見交換、お話し合いをする機会が、今まで２回ございました。

で、近々、第３回目を行う予定でございますけれども。 

 その中で、現在、菊友会さん、教育委員会、九段中等の中での共通認識としては、まず

第一には、参加する生徒の安全・安心を守ることが大切だよということは、共通認識とし

て持っているところです。 

 それに当たって、じゃあ、どういうふうにやっていくかということを、今、意見交換を

していて、まだ、具体的に７年度、こうしましょうというところまでは至っておりません

けれども、第３回の意見交換を含めて、判断をしていきたいかなと思っているところでご

ざいます。 

○池田委員 これまでも至大荘についてのいろいろ検討委員会というのが、年に何回か開

かれている中で、最終的な報告だけ、いつも委員会等では報告があったりだとか、見えて

くるんですけれども。今回のこの至大荘の、何て、見直しというんですかね。何ていうだ

ろうな。まあ、見直しについては、確かに安全・安心というところで、とはいいながらも、

学校のほうでは、ライフセーバーといってプロのしっかりした、まあ、ライフセーバーで

すよね。資格を持った方が２人か３人、少人数で見れば十分なんだというところでの判断

だったのかもしれないし、いろんな見解はあると思うんですけれども。 

 とはいっても、やはり、この伝統行事というのは、なくしちゃいけないと思っています。

新しいことをやるのはいいんですけれども、やっぱり古きのことも守っていかなきゃいけ

ないのは大事だと思うんですよね。 

 そういった中で、同窓生だったり、ＯＢ・ＯＧの方が、そこの至大荘に足を運んで、い

ろんな話をしてくれるというので、やっぱり参加した生徒さんたちは、行ったときには不

安だったけど、帰ってきたときには、本当によかったという達成感があるんです、あの遠

泳というのは。私、やったことはないんですけれども。そこのところの安全・安心という

のは、やっぱり大きい、たくさん目で見ていたほうが、何があるか、やっぱり水の事故と

いうのは怖いですから、今まで事故がゼロだったというのは、そこはやっぱり評価に値す

るんではないかなと思いますから、ぜひ、３回目の、もし、また委員会があるんであれば、

そこのところも、教育委員会としてでも、しっかりと意思表示をしていただきたいという

か、見解を出していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 まず、至大荘行事につきましては、学校としても、

もう伝統ある行事ですので、引き続き継続してやっていくことには変わりはございません。 

 で、６年度からちょっとやり方を変更していた部分があって、じゃあ７年度、どうしよ

うかという話に、今なっているところだと思います。で、菊友会さんＯＢ・ＯＧ組織の方、

６年度については、期間中に各グループで１日目の夜の合同ホームルームがありまして、

そこでＯＢ・ＯＧの方のお話を聞く機会を設けさせていただいて、伝統を引き継ぐような
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場所は設けてはおります。 

 また、これからの第３回以降の話合いで、具体的にどうすり合わせていくかをちょっと、

検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○西岡分科会長 はい。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。それでは、よろしいですね。目の３、中等教育学校管理費を終わ

らせていただきます。 

 次に、目の４、幼稚園管理費の調査です。予算書１５８ページから１５９ページです。 

 執行機関から、説明等はございますか。 

○清水学務課長 それでは、予算書１５８ページ、１５９ページ、目の４、幼稚園管理費、

項番が１、管理運営の（３）幼稚園給食について、ご説明いたします。あわせて、令和７

年度予算（案）の概要７６ページ、上段の１－③、幼稚園の環境を充実というところをご

覧ください。 

 昨年度の調査で、幼稚園への給食ニーズの高さが明らかになり、短時間保育のみを実施

している区立幼稚園である麹町幼稚園、九段幼稚園、番町幼稚園、お茶の水幼稚園におい

ても、食育の推進と栄養面に配慮した食事の提供及び保護者の負担を軽減するため、給食

を実施する方向で取り組むことといたしました。 

 お茶の水幼稚園につきましては、令和６年第３回区議会定例会で補正予算を計上させて

いただき、令和７年度４月の給食提供開始に向けて、準備を進めているところでございま

す。 

 また、麹町幼稚園、九段幼稚園、番町幼稚園の３園につきましては、４月からお弁当を

提供する予定で、そのための経費を計上させていただいております。 

 ご説明は以上でございます。 

○西岡分科会長 ほかにございますか。（発言する者あり）よろしいですね。はい。 

 委員から質疑を受けます。 

○牛尾委員 幼稚園給食の実施、今言われた１１５ページですよね。いいことだと思いま

す。ほかの園については、お弁当の提供ということですけれども、やっぱり給食の場合は、

しっかり栄養士さんが、子どもたちの栄養管理が必要ということで、メニューを考えるん

ですけれども。どうしてもお弁当の場合は、業者さんが考えるということになると思うん

ですけれども、そこは、例えば、もちろん幼稚園が、幼稚園児に食べていただくお弁当で

すから、業者の方もしっかり考えているとは思うんですけれども、ほかの幼稚園に、お茶

の水以外に栄養士がいるかどうかと分かりませんが、そして学校との、業者との栄養面で

の連携といいますかね。情報交換とか、そういったことはやっていくんですかね。 

○清水学務課長 そうですね。お茶の水幼稚園につきましては、栄養士を配置いたします。

ただ、メニューにつきましては、学務課のほうで幼稚園、保育園の献立を作成していると

ころでございますので、園に、園の栄養士はアレルギー対応ですとか、日々の状況の確認

等をする予定でございます。 

 お弁当につきましては、献立について、日本人の食事摂取基準というのがございまして、

子ども、３歳から５歳の食事摂取基準を踏まえた献立とすることというような。あとは、
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就学前の園児が必要とする栄養バランスにはふさわしい食材を、考慮した食材を使うよう

にというような、幾つかの条件をつけて調理をするようにというところで、そういったお

弁当の業務の仕様書ですね。その中に、そういった面も盛り込んで発注しております。 

○西岡分科会長 はい。よろしいですか。 

 池田委員。 

○池田委員 関連にもなるんですけれども、今回、今まで給食を提供していなかった幼稚

園に、始め出していますよね。それで、今の幼稚園の体制というのが、延長保育だったり

とか、今までの千代田の幼稚園運営というのは、午前中でお迎えに来て、皆さん、帰って、

ご自宅でということだったんですけれども。需要が、やはりどんどん時代とともに変わっ

てきたというのも承知しながら、今の幼稚園と、こども園の違いというのは、率直にお聞

かせいただきたいんですけれども。 

○湯浅子ども支援課長 簡単に申しますと、幼稚園のほうは、幼児教育、こちらは保育の

一環でございますけど、こういったことを行う中で、こども園というのは、やはり就労支

援、こちらを目的に幼児教育も併せてやっているというところでございます。 

○池田委員 はい。まあ、そうですね。そういう考えなのかなと思うんだけれども。今の

幼稚園の流れだとすると、給食も、これから全園配給するということで、で、延長も見る

というか、預かるよというところで、本来の千代田区としての幼児教育、幼稚園として在

り方というのが、そこは欠けてしまわないとは思うんですけれども。職員の方だって、ど

んどんどんどん、そういう負担がかかってきていると思うんですけれども、そこの辺りは、

どういうふうに捉えておりますか。 

○上原指導課長 今、お話があった幼稚園の場合、教育課程というところがしっかりして

いるところですので、教育の時間というのは当然あるものです。その後、預かりというと

ころで延長というところもありますが、教育からその預かりについての活動ですね。教育

活動をいかにしていくかというのもひとつ、今、各園でも工夫してやっていこうかなとい

うところで考えているところです。 

 なので、その教育活動という、しっかりした、いわゆる教育課程上の教育活動ですね、

というところについて、いわゆる特色を出してしっかりやっていくところは、幼稚園教育

の一つの特徴かなというふうに思っております。 

○池田委員 そこは間違わないのかなと思いますので、見守っていきたいと思います。 

 で、ごめんなさい、もう一回戻ります。給食についてなんですけれども、先ほどのお茶

の水以外の３園に対しては、弁当の提供ということでありますけれども。ここのところで

の園児の食育の推進というのには値するんでしょうか。 

○清水学務課長 今までは、保護者に作っていただいたお弁当それぞれを、子どもたちが

食べているという状況でございましたけれども。一定のお弁当業者のほうでも、どういっ

たところの、どういう食材を、この食材はこういう体にいいものですよというような、そ

ういった、何ていうんですかね、学校で作るメニューのような、そういったものを提供し

てもらうことで、その給食の内容というのが、どういう効果といいますか、栄養があると

いうところも分かるような形になっております。 

 で、先生方も一緒に、そのお弁当を一緒に子どもたちと食べることで、子どもたちにと

っても、そうですね、好き嫌いのあるお子さんですと、ほかの子どもたちも食べているか
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ら、一緒に、やっぱり自分も食べようと思うようになったりですとか、あと、この野菜は、

ここのこういうものだというものが、毎回ではないですけれども、そういった食育にもつ

ながっていくものかなというふうに考えております。 

○池田委員 その辺りも見守っていきたいと思います。 

 これですね、７年度の予算だと６,８００万というところの値があって、で、令和８年

度、９年度も、見込額で同じ、いや、ほとんど同じ金額なんですけれども。ここについて

は、ほかの３園がこれから検討というかも含めて、開始するんだろうけれども、今後の見

通しというのは、ほかの３園、幼稚園に対して、麹町、九段、番町。建て替えのところも

あるのかもしれないんですけども。どのぐらいの検討をされているんでしょうか。 

○清水学務課長 お茶の水幼稚園以外の３園につきましては、どういった形で給食提供が

可能かというところの検討を、今しているところでございます。 

 同じ施設内に調理室が確保できるかですとか、かなり、やはり今、検討を進めている状

況ではございますが、実態としては、なかなか難しい状況でございます。今後、そこのと

ころを具体的に確認を進めていく予定でございます。 

 なかなか、こう、今、給食と、あとお弁当の提供というところで、８年度、９年度を見

込んでいるところでございますが、そうですね、やはり、ちょっと、今からちょっと正確

なところは申し上げられないんですけれども、なかなかこの状況から給食提供というのは、

ちょっと難しい状況になるかなとは思っておりますが、何か方法がないかというのは、考

えていきたいとは思っているところでございます。 

○池田委員 いずれの、実施ができなかった、いずれの３園も、やはり小学校では給食を

作っている。で、近くの保育園でも、給食を作っているというところをいろいろ鑑みなが

ら、今のところは作れないから、何か考えなきゃいけないというところも、少しやっぱり

大事だと思うんですよね。 

 小学校でできているのに、何で幼稚園はできていないのかというところもありますから、

早い段階で検討にしていただいたほうが、私は、お母さん、お父さんたちも安心なのかな

と思うんだけれども。そこのスピード感というのを、お茶の水をまずやるからそれでいい

んだというわけではないとは決して思いますので、改めてご見解をお聞かせいただきたい

んですけど。 

○清水学務課長 まず小学校の調理室で、就学時前の子どもたちの給食というのが、やは

り刻みの部分から、食材の選択から違ったものになりますので、一緒に作るというのは、

やはり難しいところでございます。 

 あと、そうですね、配送につきましても、決められた時間内に、実際食べるところまで、

出来上がってから食べるところまでという時間制限がございますので。ただ、そういった

ところも含めて、どういった形が可能、可能な形があるかというところは検討して、今現

在、検討しているところでございます。 

○池田委員 ごめんなさい。（発言する者あり）もう終わりますから。 

 あくまで食育の推進という形で、ここのところに明示してあるんであれば、幼稚園の園

庭とかでも、いろんな野菜を植えたりだとか、お米を作ったりだとか、いろんなことでや

っぱり体験をさせていて、それを自分たちがこしらえたものを、じゃあ、今度は給食で食

べようということもできると思うんですね。だから、それはもう単発的なのかもしれない
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けれども。 

 で、決して小学校の給食と幼稚園の給食を同じように作ってほしいとは言っていないん

です。刻む過程からも違うんです、それは。新たな調理師さんだったり、栄養士さんは一

緒かもしれないけども、調理師さんも設けてくれれば、安易な考えかもしれないんだけれ

ども、作る立場としては、できなくないんですよ。そこのところは十分、十分検討してい

るんだろうからそれ以上は言いませんけれども、可能性があれば、一日も早くというか、

３園をしっかりと同じように、皆さん、幼稚園として運営ができるといいなと思いますが、

いかがでしょう。 

○清水学務課長 学務課としても、同じように子どもたちに給食を提供したいという思い

で進めているところでございます。小学校の調理室に、給食を作るスペースの確保という

のが、ちょっと難しいというような現状がございまして、で、千代田区の学校、かなりど

この敷地も狭い、小さいところでございますので、なかなか、こう、幼稚園の調理スペー

スというのの確保が難しいというところは課題でございます。 

 近隣のところからというご提案がございましたけれども、そういった、ほかから運ぶと

いうようなところも検討して、どういった形、できるのであれば、少しでも早く実現した

いというふうに考えております。 

○西岡分科会長 牛尾委員。 

○牛尾委員 すみません。もう一度。ちょっとご検討いただきたいんですけれども、やは

り、お弁当となると、保護者の方も、どんなお弁当を配られるんだろうかというような不

安に思うと思うんですよね。で、回数、年に１回とかでもいいと思うんですけれども、給

食の試食会。どんなお弁当を食べているのかというのを、親御さんたちが知ることができ

るような機会を、ぜひ設けていただきたいと思いますけど。 

○清水学務課長 園長のほうからも、そういった会を実施したいという話もございますし、

実際、どういうお弁当を子どもたちが食べているかというのも、保護者の方に知っていた

だきたいとも考えておりますので、そういった機会を設けたいと考えております。 

○西岡分科会長 えごし委員。 

○えごし委員 関連で。すみません、１点だけ確認で。ちょっとこういう声があったので。 

 例えば弁当の内容は、内容はそうなんですけど、形ですね。弁当の形って、もう普通の

よく私たちも食べるような弁当の形なのか。というのは、やっぱり、給食とかだと食器で

いろいろ分けられて、食べやすい形にはなっています。 

 弁当だと、こう、四角でですね。小さい子って、なかなかそういう弁当を食べる機会と

かもないと思うんですけど。そういう意味で言うと、ちょっと食べやすいような弁当の形

になっているのか。ちょっとそういう声もあったので。どうでしょうか。 

○清水学務課長 お弁当の事業者、幾つか我々でも探しまして、実際に他区で幼稚園で実

施しているお弁当も見に行って、実際に試食したり、そういったところで検討してまいり

ました。で、今回、入札の形で決まった事業者でございますけれども、おかずのケースと、

あと御飯のケースが別になっておりまして、御飯のほうは、温かいものを提供できる形で

ご用意できるかと考えております。 

 実際に給食を作っているその工場も、保健所の職員と見学に参りまして、きちんと衛生

管理もできているというところも、確認しております。そんな形のお弁当の予定でござい
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ます。 

○西岡分科会長 また、どこかの機会で写真、見せてくださいよ。委員の皆さん、気にな

っているので。はい。お願いします。 

 ほかにございますか。関連も――大丈夫ですか。（発言する者あり）はい。 

 それでは、目の４、幼稚園管理費を終わらせていただきます。 

 目の５、教育振興費、目の６、学校保健費の二目ですが、それぞれ事業数も少ないので、

一括して調査したいと思います。予算書１５８ページから１６１ページとなります。 

 執行機関から説明等はございますか。（発言する者あり）よろしいですか。はい。 

 委員から質疑を受けたいと思います。 

○牛尾委員 毎度の質問なんですけれども、就学援助についてでございます。２５８ペー

ジです。 

 就学援助についてですけれども、どの範囲を援助するのか。あとは、どういった所得の

人まで援助するのかという議論というのは、毎回、年度ごとにやられているということで

よろしいんですか。 

○清水学務課長 学務課内で、実際、予算計上をする時期に、どういった形でというのは

確認をしております。で、来年度につきましては、教材費の全額補助がございますので、

そこの部分が、予算としては少し減っている状況でございます。 

 その他は、そうですね、６年度と変更はございません。 

○牛尾委員 教材費は無償になるという分ね。その財源は減るということを聞きました。

これは毎回お願いしていることなんですけれども、やはり、交通費まで対象にするとか、

あとは、準要保護世帯、生活保護基準の１.３倍というのを、もうちょっと物価高騰が進

んでいますから見直す。１.４とか１.５とかね、見直していくということを、ぜひ、また

ご検討ください。 

○清水学務課長 １.３倍というところでございますが、２３区の状況ですと、１.２倍程

度が多いところで、１.３倍もある。そうですね、区によって多少、ばらつきがございま

すが、決して千代田区が、範囲を狭く捉えているというところではございませんので、ご

理解いただきたいと思います。 

○西岡分科会長 ほかに、ございますか。よろしいですか。１６１ページまで。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。それでは、目の５、教育振興費、目の６、学校保健費を終わらせ

ていただきまして、項の２、学校管理費の調査を終了といたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時１６分休憩 

午後３時２５分再開 

○西岡分科会長 再開いたします。 

 それでは、次に項の３、子ども家庭費の調査に入らせていただきます。最初に目の１、

子ども家庭福祉費です。予算書１６２ページから１６９ページの中段までとなります。執

行機関から、特に説明等はございますか。 

○小阿瀬子育て推進課長 ９番、中高生世代応援手当のご説明に当たり、参考までに補足

資料をご提供させていただきたいと思います。 



令和 7年 3月12日 予算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 

 ５４ 

○西岡分科会長 はい。執行機関から予算特別委員会の委員長に申入れがありまして、本

日の分科会で補足資料を配付することとなりましたので、資料をお配りします。 

 資料配付のために、暫時休憩いたします。 

午後３時２６分休憩 

午後３時２７分再開 

○西岡分科会長 分科会を再開いたします。 

 執行機関から説明をお願いいたします。 

○小阿瀬子育て推進課長 それでは、新規拡充の事業と、今、お配りさせていただきまし

た参考資料も併せまして、私のほうからご説明をさせていただきます。 

 まず、予算説明書の１６３ページ、子どもの遊び場事業の取組みについてでございます。

項番といたしましては、２番でございまして、予算の概要、あらましですと、１０７ペー

ジに記載がございます。上段でございます。 

 区では、これまで１０か所で遊び場事業を開催するなど、拡充に努めてまいりましたけ

れども、令和７年度、来年度につきましては、旧九段中学校の校庭、体育館を遊び場とし

て使用できるようにし、また、子どもの遊び場を、さらなる充実に取り組んでまいる予定

でございます。 

 このほか、夏に、猛暑が続く異常気象が常態化しつつある中でございますけれども、夏

場でも子どもが安全に遊べるように、旧九段中学校の体育館及び、一部区立小学校の体育

館を開放する予定でございます。このための拡充予算といたしまして、来年度、６,３４

７万８,０００円を計上させていただいているところでございます。 

 続きまして、予算説明書の項番８番でございます。出産費用助成でございます。あらま

しのほうは、１０７ページ、同じく下段になります。 

 こちらは、来年度でございますけれども、子どもを持つことを希望する人が、子どもを

安心して産み育てられると、前向きになれるように、出産費用について、出産育児一時金

を上回り自己負担が生じた場合に、上限額３１万円となりますけれども、こちらを支給い

たしまして、経済的負担の軽減を図ってまいる予定でございます。こちら、予算額として

１億８,６００万円を計上させていただいているところでございます。 

 続きまして、項番の９、中高生世代応援手当についてでございます。あらましのほうは、

１０８ページの上段に記載がございます。 

 中高生以降の子育てにかかります経費が増大する実態を踏まえまして、来年度、中学生、

高校生等を養育する保護者等に対しまして、新たに中高生世代応援手当を支給いたしまし

て、子育て世代の経済的負担の軽減を図ってまいります。 

 お手元に、参考資料をお配りさせていただきましたので、こちらもご説明をさせていた

だければと思います。参考資料をご覧いただければと思います。Ａ３の横の資料でござい

ます。 

 これは、先日の常任委員会でもご指摘等を賜りましたけれども、子育て経費については、

全国平均値ではなく、千代田区の場合でどうなんだろうかといったご意見も頂戴しており

ましたところでございます。今回は、参考資料でございますけれども、年代別の子育て経

費といたしまして、全国の平均値と特別区の推計値を対比できるような形で、掲載をさせ

ていただいたところでございます。 
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 本来でありますれば、千代田区の値でお示しできれば一番よいものでございますけれど

も、このような調査、統計が現在のところございませんので、今回は特別区の推計値を掲

載させていただいたところでございます。 

 こちらの内容でございますけれども、表の左側に、年代別子育て経費の全国平均値、こ

ちらを載せてございます。表の右側に、今回改めまして特別区の推計値として載せさせて

いただいたものでございます。 

 色では、黄色い部分、こちらが全国平均値、青色の部分が特別区の推計値となります。

この特別区の値でございますけれども、こちらにつきましては、総務省が実施いたします

全国家計構造調査の中に、教育費の部分の全国平均値と、特別区の平均値が掲載をされて

いるという状況でございましたので、その平均値の差でございます。１５.２％を現状の

子育て経費に掛けまして、特別区の推計値として資料に落とし込んだ、落とし込ませてい

ただいたところでございます。 

 こちらを見てみますと、黄色の全国推計値より青色の特別区の推計が全体的に上昇して

おりまして、中高と小学校の区分間差額、これオレンジ色の部分をご覧いただければと思

いますけれども。こちらも上昇をしている状況でございます。 

 学校教育費では、１万９,６３５円上昇といった学校外他経費でも、１万７,０６２円、

合計では、３万６,６９７円、区分間の差額があるという状況となってございます。 

 資料のご説明につきましては、以上でございます。 

 続きまして、項番１３番、子ども医療費助成でございます。あらましですと、１０８ペ

ージになります。 

 医療費助成のほうですね。今、一般の医療費の助成を行っているところでございますが、

来年度は、これまで助成の対象外でございました入院時の食事療養標準負担、これにつき

ましても全額助成することで、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ってまいりたいと考え

ております。こちらですね、こちらの経費も含めまして、５億６,０６１万６,０００円を

計上させていただいているところでございます。 

 ご説明につきましては、以上でございます。 

○西岡分科会長 はい。 

 ほかにございますか。 

○湯浅子ども支援課長 私のほうから、予算説明書１６３ページから、またぎまして１６

６ページまで。１目、子ども家庭福祉費の項番１５、私立保育所等運営補助につきまして、

ご説明をさせていただきます。事務事業概要は７５ページから８０ページ、予算の概要は

１０９ページでございます。 

 ご案内のとおり、私立保育所等の安定的な運営を継続していくため、様々に保育所等の

運営にかかる経費の助成を行っているところではございますけれども、令和７年度は、認

可保育所、認定こども園におきまして、特に支援などを要する乳幼児に対応するため、国

の配置の、職員配置の基準を超えて保育士等を配置した場合の加算額単価を増額いたしま

して雇用を促進させ、さらに、上限のほうも撤廃いたします。また、医療的ケア児や障害

児に対する支援につきましても拡充いたしております。 

 認証保育所等におきましては、東京都の補助制度を活用いたしまして、障害児の受入促

進補助や地域の需要に応じた保育サービスの提供にかかる補助を拡充することで、多様な
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ニーズに応えるとともに、地域の子育て支援を強化し、保育環境の向上を図っていく所存

でございます。 

 ご説明は以上です。 

○西岡分科会長 はい。ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 予算説明書１６７ページ、２８番の児童センター・

児童館事業運営の（５）富士見わんぱくひろば事業運営及び３０番の私立学童クラブ運営

補助についてご説明いたします。予算（案）の概要の１１０ページをご覧いただきたいと

思います。こちら来年度拡充する事業でございます。 

 ご案内のとおり、来年度、私立学童クラブ２か所を新たに開設するということで、それ

ぞれの学童クラブにかかる運営の補助を増やすということで、予算額が増えております。

１か所目は、富士見わんぱくひろば学童クラブ分室ということで、旧九段中学校内にあり

ますお茶の水幼稚園があった建物、こちらを使いまして学童クラブを開設いたします。 

 もう一か所は、スターチャイルド学童クラブ和泉橋ということで、東神田のほうに民間

ビルを使いまして、私立の学童クラブを開設するというものでございます。 

 もう一項目、ご説明いたします。予算説明書１６７ページ、３１、子ども発達支援の

（５）発達障害等の療育経費助成でございます。こちら予算（案）の概要の１１８ページ

をご覧いただきたいと思います。こちら来年度拡充するものでございます。現在、１か月

当たりの助成上限額１万円としておりますが、これを２万円に引き上げるということで、

対象を、より支援が必要な子どもたちということとしております。具体的には、障害者手

帳をお持ちのお子さん、あとは、児童福祉法に基づく障害児通所給付事業の受給者証をお

持ちのお子様、こういった方々を対象とすることを考えております。 

 ご説明は以上でございます。 

○西岡分科会長 はい。ありがとうございます。 

 ほかにございますか。よろしいですか。（発言する者あり）はい。 

 それでは、この子ども家庭福祉費も大変事業数が多いので、ページごとに区切って質疑

を受けたいと思います。それでは、まず１６２ページから１６３ページ、１番の次世代育

成支援の推進から、１５番、私立保育所等運営補助について、委員から質疑を受けたいと

思います。 

○牛尾委員 まず、子どもの遊び場確保の取組でございます。あらましだったら１０７ペ

ージ、事務事業概要だったら１１４ページからになります。 

 今回、旧九段中学校を遊び場として開放するという話でありました。これ、本会議の質

問のときに、一定期間閉じる期間があると言いましたけれども、もし、これからの学校整

備においてですね。その一定期間というのは、どれぐらいの期間を想定しているのか。 

○小阿瀬子育て推進課長 一定期間ですので、それぞれ対応がございますので、基本的に

は１日２日というふうに…… 

○小川子ども部長 本会議の答弁は、仮庁舎などで使った場合の想定で、一時的に使えな

いということでございましたので、その建物が、どのような形のものか、どういったもの

かにもよるんですけれども。恐らく数年程度の経た期間、建物の仮の庁舎で使う場合には、

それぐらいの期間を要するであろうと、そういうことでございます。 
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○牛尾委員 そうだと思うんですよね。考えられているのは、番町小学校が、もし使う場

合ということだと思うんですけれども、そうなると、数年どころか、四、五年使えなくな

ると。それだけ遊び場をせっかく九段中で使うけれども、ふじみを閉じてまで使うけれど

も、そこが使えなくなる可能性がある。 

 で、このあらましの１６ページに、充実してほしい子育て支援サービスについては、公

園、遊び場がもう圧倒的、６５％の方がそれを整備してほしい、強化してほしいと言って

おります。 

 そうした中で、各遊び場が、富士見には、ふじみひろばが減っていく。で、旧社会福祉

協議会が使っていたところも、あそこもなくなっていく。で、今回、富士見や旧九段中学

校を活用しますけれども、学校整備が始まると使えなくなっていく。 

 飯田橋は、ドッグランのところが整備し、あとはバスケットゴール広場がありますけれ

ども、再開発が始まるとなくなっていく。ということでは、やはり、区として、恒常的に

使える遊び場というのをいかに造っていくかというのを、やっぱりしっかり考えていく必

要が私はあると思うんですけれども、そこについての子ども部としての見解、教えていた

だきたい。 

○小阿瀬子育て推進課長 これまでも遊び場、子ども部の中で事業を拡充してまいりまし

たけれども、今ご指摘いただいた部分は、そのとおりであるかと思います。やはり、うち

の子ども――推進課、子ども部だけではなくて、様々なところでそれをやっている中で、

やはり、恒常的にその遊び場も、今現状でも、なくなってくる部分も、確かにありますけ

れども、恒常的に使われる必要性というのはあると思いますので。 

 なかなか、こればかりは、私どもでできる話でもございませんので、今、様々関連部署

等々とも調整、協力させていただきながら、どのような形でそういうものができるのかと

いうところを、ちょっと研究、検討のほうを今後させていただければというふうに考えて

いるところでございます。 

○牛尾委員 前、遊び場検討会ね、ありまして、検討会の中で、どうやって遊び場を広げ

ていくかという会議がありましたよね。今は、そういった会議体ってあるんですか。 

○小阿瀬子育て推進課長 現在も遊び場推進会議のほう、ございます。 

○牛尾委員 この推進会議は、どれぐらいのペースで、今、会合を行っているんですか。 

○小阿瀬子育て推進課長 最近の傾向ですと、今、年に一度、やらせていただいていると

ころでございます。 

○牛尾委員 やっぱり、そうした推進会議には、各部署からも担当所管の職員、入ると思

いますし、やっぱりそういった推進会議を、年に一度ではなく、いかにその恒常的な遊び

場を造っていくかという議論を活発にしていくということも、ひとつ必要かなと思うんで

すけども、いかがですかね。 

○小阿瀬子育て推進課長 頂きましたご指摘、そのとおりだと感じているところでござい

ます。遊び場推進会議も、年１回ではございますけれども、時局に鑑みまして、やらせて

いただきたいと考えていますし、また、関連するその部署、今、様々、遊び場を実施して

いる、していただいている部署もありますので、そういったところとも密な関係性を築き

まして、今後どうしていくべきかというところも、検討していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 
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○牛尾委員 よろしくお願いします。 

 もう一つ、先ほど体育館を借り、活用して、猛暑の中では体育館を活用して遊び場を行

っていますよという話もありました。で、どこだっけなあ、遊具もある屋内遊び場を整備

するという自治体が、この間、出てきていることをニュースで見ましたけれども。やっぱ

り、もう、これからどう考えても、毎年毎年、３５度・６度・７度を超える本当に猛暑が

続く季節が、毎年やってくると。そうした中では、体育館の活用というのは非常に大事な

んだけれども、やはり、様々な民間の再開発のビルなんかも活用して、屋内で遊べる、子

どもたちが遊べる施設の整備。もちろん使っていない区有地、未利用地活用も必要だと思

うんですけれども、そうしたこともしっかり目を向けて、体育館を開放しますよだけじゃ

なくて、体育館でも有意義に子どもたちが遊べるというようなだけじゃなくて、屋内でも

子どもたちが有意義に遊べるような遊び場整備というのも、しっかり念頭に置いて取り組

んでいただきたいと思うんですけど、いかがですか。 

○西岡分科会長 今、各自治体で、全天候型屋内遊具施設というのは、すごく拡充されて

いるので、ぜひ、千代田区でも、こういう事情ですから、ビルジャングルなんですから、

土地がない中で、ビルの中に造るとか、いろいろ工夫ができると思うので、いかがですか。 

 子育て推進課長。 

○小阿瀬子育て推進課長 これまでも再開発時の前に、様々、協議等々を行ってきており

ます。工事の関係なんで、５年後、１０年後とかというお話も多分にある中で、確実なこ

とは言えませんけれども、そういった頂いたご指摘の点も踏まえまして、そういった大規

模開発とかの部分でも、様々なその遊び場を確保する機会があるかと思いますので、そう

したことも含めながら、室内のそういう遊び場等々につきましても、研究・検討のほうを

進めていきたいというふうに考えているところございます。 

○西岡分科会長 お願いします。はい。 

 ほかにございますか。 

○池田委員 関連。 

○西岡分科会長 はい。池田委員。 

○池田委員 今回の拡充予算ですけれども、前年度予算額が書いてあるんですが、減額に

見えるんですけれども、これで拡充という取扱いをご説明いただきたいんですけれども。 

○小阿瀬子育て推進課長 遊び場のほうを、旧九段中学校の遊び場の拡充というところで、

現状使っております、ふじみこどもひろばとの一体的に活用するという中で、ふじみこど

もひろばの一部機能が、旧九段中学校に移行させていただきました。ふじみこどもひろば

の、子ども広場という大きい部分ですね。そこの賃借料が低くなったというところもござ

いまして、全体的な拡充を行うんですけれども、こういった賃借料、また使用料の減があ

ったというところで、来年度につきましては、６,３００万余というような状況になって

いるというところでございます。 

○池田委員 確かに、今度の旧九段中学は、毎日９時から５時まで使えるというところで

の拡充なのかなと思いますけれども。もともと、この子ども遊び場確保の取組みについて

は、令和５年度から毎年１か所以上、新たな遊び場を開設するという話、方向で進められ

ていて、今回は、九段中学校の校庭は開放されるけれども、富士見のこどもひろばが使え

なくなるということで、プラスとマイナスで変わらないんではないのかなと思うんですけ
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ども。そこのところは、あくまでも一つ増えたんだというところでの令和７年度という解

釈でよろしいんでしょうか。 

○小阿瀬子育て推進課長 これまで遊び場の確保ということで、１か所以上確保していく

という目標でやってきたことは事実でございます。遊び場事業も、８か所、９か所、１０

か所となってきた中で、子ども部の中でも拡充してきた現状がある。そして、道路公園課

さんでも、様々、公園を遊び場に資することがあったり、様々なところで、先ほども校庭

開放のお話もありましたけれども。様々、遊び場、子どもの遊び場となるようなところ、

整備をしてきた状況があるというところもございます。 

 で、確かに増やしていくという考え方、これは正しいことだと思っておりますけれども、

その中で、そういった重なり合う部分が、現状、出てきているところでありますとか、ま

た、こういった拡充に着実に努めてきた中で、ちょっと今後どうしていこうかというよう

なところも、今、少し課題として見えてきているところでございます。 

 ですので、こうした、やはり各部が重なっているようなところ、そういったところは連

携しながら、協力、調整していくという部分と、あと、今後、新たな課題というか、事業

の方向性というか、今後の方向性につきましては、来年度、専門家の方のご意見、教育の

視点から、専門家の方からのご意見も頂きながら、今後の目標設定とか事業展開のほうの

方向性についても、検討していきたいというふうに考えているところでございまして、遊

び場１か所を確保するというところも、これまでやってきたことではございますけども、

今後の方向性ですね。目標設定、事業展開、専門家の意見も聞きながら、少し、考えてい

きたいなというふうに、考えているところでございます。 

○池田委員 ふじみこどもひろばが、次年度、まだ次年度じゃないね。令和７年度からは

使用が減少してしまうから、その代わりに、近いところで、今回は、たまたま旧九段中学

校の校庭が使えたというところでの解釈に感じるんですよ。 

 で、これまで区立公園等を、未利用のところをしっかりと検討しながら、遊び場として

とか、例えば、先ほど委員からも言ったドッグランの開放もそうだけれども、全く使われ

ていない公園があるにもかかわらず、そこは所管が違うのかもしれないんだけれども。遊

び場の取組としては、もう少し議論が深まっていたんじゃないのかなというのは、議会の

ほうでも特別委員会を設置しながら、いろいろな利用のほうも考えてきてはいますけれど

も、そこのところ、新たに７年度に、また違う方を呼んで検討を重ねるというところでは、

ちょっと、やっぱり、それまでは、じゃあ何を公園課としっかりと話ができていたのかど

うかというのが、非常に不安になるんですけれども。これは決算ではないんだけれども、

これまでどういう議論をされてきたんでしょうか。 

○小阿瀬子育て推進課長 これまで、子ども部以外でも、環まちさんとも協議をしていき

ながら、空いている公園とか、あと、区立公園を開放してもらったりだとかというような

ところで協議をさせていただきながら、拡充の努めてきたところでございます。 

 で、８か所、９か所、１０か所、先ほどと重なりますけれども、下の着実にその場所の

拡充というのは進めてきた中で、今後の目標をさらに定めていく必要があるよねという話

も、他方からはありますので、一度、ここで、そういった専門家のご意見も、教育の視点

から聞きながら、その遊び場のゴール地点というか、目標設定というところ。そこら辺を

ちょっと考えていきたいというふうに考えてございます。 
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 ただ、検討としては、これまで道路公園課さん、環まちさんと中心にやらせていただい

たところでございますけれども、昨年末からは、やはり、ちょっと先ほどの答弁と重なっ

てしまいますけれども、様々、やはり、いろんな部署で似たような類似の事業をやってい

る部分もございますので、ちょっと、私どもで、関連する部署と調整をさせていただきな

がら、まずは、その情報共有というのを始めさせていただいておりまして、今後これを把

握しながら調整。どういった、重なっている部分については在り方がいいんだろうかとか、

少しこう、研究、検討のほうを、他部署が集まって、そういったことをさせていただきた

いなというふうに考えているところでございます。 

○西岡分科会長 牛尾委員。 

○牛尾委員 子ども部としては、その遊び場をどう造っていくかということで、本当に

日々、いろいろご苦労をされているというのは、やっぱり感じるわけですよね。事実、い

ろんなところを借り受けて、遊び場として開放していますからね。 

 ただ、どうしても暫定利用、期間限定利用、時間限定利用というふうになってしまい、

遊び場を増やしてほしいというニーズには、やっぱり応え切れていないと。これが６５％

の方は、遊び場、公園を整備してほしいということとつながっていると思うんですよ。 

 で、環まちのほうはどうかというと、私も質問しましたけれども、市街地再開発ででき

た、いわゆる空地、公開空地を利用していると。そんな公開空地をどう利用するかという

のは、あそこの組合が決めることであって、そこは貸せないよと言ったら使えないわけで

すよね。 

 で、やはり、ほかの区では、なかなか、財政的に大変ですけれども、土地を購入してで

も公園を整備しているという区は、近隣区でやっぱりあるわけですよね。そうした視点で、

子ども部としては、本当に努力されているとは思うんだけれども、全庁的に、いかにそう

いった場所を造っていくか。使っていない未利用地もそうですよ。そういったところを活

用していくというのは、真剣に考えていく必要があると思うんですけども。 

○小川子ども部長 様々、委員の皆様からご指摘を賜りまして、特に、全庁的な検討状況

についての課題について、受け止めをさせていただきたいと思います。 

 先ほど課長の答弁にもございましたように、庁内で、まずは課長級の調整的な会議を設

けて、それぞれの遊び場に関しての、まずは情報を共有した上で、重複とか、類似した事

業、そうしたものもきちんと洗い出して整理をするといったことを始めております。 

 また、ただいまのご指摘にもございました区の未利用地に関しては、の活用はもちろん

でございますし、先ほど話がございました、再開発などでの機を捉えた場所の確保につき

ましても、十分に検討していきたいというふうに思っております。 

 そして、なるべく、その暫定的ではない恒常的な場としての確保をしていきたいという

考えもございます。で、そういった検討をしていく中で、これまで毎年１か所ずつという

目標を立ててやってきたんですけれども、果たしてそれが、何か所あれば充足されるのか

といったような辺りとか、その辺がまだまだ先が見えない部分があったので、先ほど課長

の答弁の中で、専門家の方を交えた会議をするといったことがございましたけれども。一

度、どの辺りを区として遊び場事業の目標としていくのかと、何を目指していくのかとい

った辺りに、きちんとした方向性を見いだしたいという考えがございますので、先ほど申

し上げた有識者の会議、７年度の検討の中で、その辺りご議論を頂いて、お知恵も頂く中
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で、今後の遊び場の方向性について検討してまいりたいというふうに思います。 

 引き続きご議論、ご意見も賜りますので、賜りましたらばそれを受け止めさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

○西岡分科会長 池田委員。 

○池田委員 幾つかもう少し確認させてください。夏場の体育館使用なんですけれども、

これ一部の小学校の体育館を開放するということで、開放ができない、利用ができない小

学校というのは、どれくらいあるんですか。 

○小阿瀬子育て推進課長 まだ、ちょっと調整中の段階でございますけれども、やはり学

校が開いているところを、我々も活用するというところでございますので、現状、私ども

で考えているところは、逆のあれになってしまいますけれども、区立小学校で２か所です

ね、を考えております。 

 あと、旧九段中学校の１か所。それで大体バランス、で、麹町、神田、あと中間地点と

いうような、そんなようなところで、私ども考えているところでございます。 

○池田委員 そうしますと、特にそこの学校の生徒さんでないと利用ができないというわ

けではなく、地域で利用ができるということでよろしいんでしょうか。 

○小阿瀬子育て推進課長 はい。そのとおりでございます。 

○池田委員 はい。分かりました。 

 それで、あと、この今回の新規遊び場の旧九段中学。毎日９時から５時までというとこ

ろで、ここについては、誰か、何だろう、管理人というか、見守りというか、常駐してい

ますよね、当然。 

○小阿瀬子育て推進課長 シルバー人材センターの方に委託をさせていただきまして、常

駐させていただく予定でございます。 

○池田委員 そのシルバーさんは、の、何だ、業務というのかな。見守りというと、鍵の

開けから閉めだけなのか、どこまでの業務が課せられるんでしょうか。 

○小阿瀬子育て推進課長 かなりの負担感を求めるところまでは、なかなかできませんけ

れども、鍵の開け閉めを中心といたしまして、見守りのほうも、可能な限り頼んでいくと

いうようなことで考えております。 

○池田委員 今度７年度から、そこの幼稚園園舎があったところに学童クラブも新設され

て、学校が終わった後には、その子たちも移ってきますよね、学校の。富士見小学校なの

か、近くの小学校なのかも知らないけれども。そうではなくて、もうその前から、９時か

らあそこは開いていますから、出入りが自由なのかもしれないし。その辺の子どもさんた

ちの管理というか、見守りというのかな。そこはシルバーさんは何人体制なのか、まだ聞

いていないんですけれども、そこの辺りの注意は、どのぐらいの配慮をされているんでし

ょうか。 

○小阿瀬子育て推進課長 そうですね。安全管理のところ、大変重要な部分であると思い

ます。で、現状のふじみこどもひろばと同様の形で、今考えているところでございますの

で、基本は、そうですね、常時一人というようなところになりますけれども。そこのとこ

ろは、仕様を我々のほうで考えるときに、ちょっと状況を見ながら、変えられるかどうか

検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○池田委員 ふじみこどもひろばのときには、何も遊び道具もないし、本当に広場ですか
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ら、自分の自己管理というか、転んでけがをするぐらいなのかもしれないんだけれども。

今回の中学校の校庭というのは、当然、鉄棒もあったりとか、ほかの、いろんなところが

学校施設の中ですから、あると思うんです。そういう遊び場で、例えばけがをした場合だ

とか、何かそういうアクシデントがあったときには、そのシルバーさんが常駐しているだ

けで、気がつかなかったりとか、そういうことがあるかもしれないんで、その辺りの見守

りも含めて、もう始まるんであれば、もう検討していなきゃいけないんだろうけれども、

その辺りをお聞かせください。 

○小阿瀬子育て推進課長 そこら辺も含めまして、擦り傷程度とかであれば、その処置と

いうのがあると思いますので、そこら辺のところは、現状の遊び場でもやっているところ

ではございますけれども。やはり、その、救急車を呼ぶような、そういうような対応とか

も、万が一というところではあろうかと思いますので、そこはシルバー人材センターの方

ともしっかりと調整をして、図ってまいりたいと考えているところでございます。 

○西岡分科会長 はい、えごし委員。 

○えごし委員 私、最後１点だけ。ちょっと１点だけ。 

 今後、どれだけ増やしていこうかとか、そういうのを改めてまた考えていくという話が

ありましたけれども。一つ、既存の今行われている遊び場事業。これについての、例えば

時間の拡充とか、日数を増やすとか、そういう拡充というところは検討課題に。それも含

めて改めて考えるのか、そこら辺はどうなんでしょうか。 

○小阿瀬子育て推進課長 遊び場のニーズも、今、委員からご指摘いただきましたような、

時間のものでありますとか、時間の要望でありますとか、また、遊びの種類の要望ですと

か、いろいろございますので、そういったところも整理させていただきながら、検討の俎

上として、利用時間の延長というところも、私どもとしては、拡充の検討の中には入って

いるというふうに認識しているところでございます。 

○西岡分科会長 はい、牛尾委員。 

○牛尾委員 確認させてください。先ほどの池田委員の質問にも関連するんですけれども、

九段の旧の遊び場ができた場合に、その中にある学童の子どもたちも、その遊び場を利用

するんですか。それとも、あそこの部屋の中だけで学童は完結すると。どっちなの。（発

言する者あり） 

○吉田児童・家庭支援センター所長 基本的に利用できないとか、そういうことはないと

思いますが。あとは、その当日の状況といいますでしょうか、どういったプログラムを提

供するかとか、そこは学童クラブの事業者の、何ていうんですかね、アイデアの部分もあ

りますし。ただ、せっかくある遊び場ですので、そこは遊べるようにしたいと思います。 

 ただ、その児童の、こう、何ていうんですかね、お預かりしている児童の安全管理とい

う面から、じゃあ、この時間を区切って、じゃあ、この時間は遊び場で遊ぼうねとか、そ

ういった運用の仕方は、これから検討かなというところでございます。 

○西岡分科会長 牛尾委員。 

○牛尾委員 それでしたら、今、例えば和泉小学校でしたら、遊びの時間ね。ちゃんと、

いずみこどもプラザの先生がついて、見守っているんだけれども、学童の子、富士見の学

童の子が使えるというんであれば、当然、先生が学童の子どもたちを見守るということは

あるんですけれども。遊び場として開放するなら、ほかの子どもたちもいっぱい来るわけ



令和 7年 3月12日 予算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 

 ６３ 

じゃないですか。シルバーさんだけで対応するというのは、なかなかね。何かあった場合、

難しいと思うんですけれども。 

 そこについて、例えばプレーリーダーを配置するとか、人材をもうちょっと手厚くする

とか、そういったことをやっていく必要もあるのかなと思うんですけども、いかがですか。 

○小阿瀬子育て推進課長 今、全体的な遊び場の状況ですと、プレーリーダーのところ、

また、シルバーさんのところとございますけれども。そうですね、ちょっと、現状の中で、

ふじみこどもひろばの状況も鑑みますと、新年度は、まずはその体制でやらせていただけ

ればと思っておりますけれども。ただ、状況を見ながら、やはり、どうしてもこれは足り

ないぞというようなことも出てくるかもしれませんので、そこは、つぶさに見ながら、ど

のようにしていくのが一番、利用者にとって安全かというところ、こういった視点を持っ

て、常に考えてまいりたいというふうに思っているところでございます。 

○西岡分科会長 はい。 

 ほかにございますか。よろしいですか。（発言する者あり）関連以外で。 

 池田委員。 

○池田委員 ９番の中高生世代応援手当のところで伺います。新規事業ですよね、これは

ね。１０８ページの概要で、５億８,０００万というところで。これ常任委員会のところ

での議案審査にもなっていましたが、継続になっております。 

 改めて確認をしたいところは、この中高生という６か年ですかね、というところに、今

回は焦点を当てているというところで、これはないとは思うんだけれども、中途で、その

時期のお子さんがいるご家庭が引っ越されて転入をしてきた。で、今度は、その６か年が

修了して、あと大学進学もあるのかもしれないけれども。その後に、ところが転出をして

しまったということもあり得るのかなという心配があるんですよね。 

 ということは、千代田区にしっかりと定住をしていただきたいのは、恐らく行政も一緒

だと思うんですけど、その辺りの心配というか、懸念のところがあればお聞かせください。 

○小阿瀬子育て推進課長 ご指摘いただきましたように、この中高生が終わってから転出

の危険性というところのお話だと思います。先ほど、予算の概要のところでも部長の説明

もございましたけれども、全体的に子育て、トータル的に子育て支援をしてきている中で、

その年代の中で枠を確保しつつ、１８歳以降というところにつきましては、例えば、やは

り、そこで切れてしまうということで、私どもとしても、それは、区全体としては、よく

ないというふうに思っているところでございますので、何かこう、引継ぎですよね。引継

ぎの部分をソフト的に、他の部に行いながらですね。他の部でも、そういった１８歳以降

のサービスについても、拡充を図れるような、また、その似たような業務で、常に連結と

いうか、連携、協力ができるような、そういう体制を取っていきながら、そういった区外

転出というものを防いでいきたいというふうに考えているところでございます。 

○小川子ども部長 それぞれご家庭には、それぞれの事情があるかと思います。ただ、私

どもは、当然０から１８の様々な施策を担っているわけでございますけれども、区トータ

ルで見れば、様々な世代、様々な対象の方に、いろいろな施策を施している中で、より魅

力のあるまちをつくっていこうということを、区を挙げて総体で考えているわけでござい

ますので、その辺を十分ご理解いただくように努めていくことが、我々の仕事ではないか

というふうに思っております。 
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○池田委員 これ、今日追加で資料が今出されましたけれども、前回の資料の中の年――

全国平均で出された資料だったのかな。そこのところでの区分間差額というところを指摘

されて、学校教育費のところですね。ここのところが１万７,０００円あまり差があるか

ら、今回は１万５,０００円にしたんだという説明だったんだけれども。新たに、これは

２３区、特別区の中での資料として、もう一回、出されたものだと、１万９,０００円と

いって、もっと格差になって差が出てきているというところ。 

 というところで、もともとの１万５,０００円という金額が、そこは正当なのかどうか

というところも、また、検討しなきゃいけないのかもしれないんですけど。その辺りは、

どういうふうにお考えでしょう。 

○小阿瀬子育て推進課長 この１万５,０００円を検討してきた中で、この学校教育費の

１万７,０００円の部分という、ここを中心に学校教育費の上昇、小学校から中学校に上

がるまでの区分間差額、ここに着目をしたことは間違いございません。で、今回、特別区

の推計値を出させていただくと、さらに上昇したという事実は、これはございます。 

 こうした法的な調査のものと、あと、これまでも様々、インターネットなどで調べて載

っているような、いろいろ、その額については、１万円から２万円等々の中であるという

こともございまして、トータルで考えますと、この区分間差額に着目しているのは間違い

ないんですけれども、そういった様々な調査の中で出てきた額をトータルで考えまして、

１万５,０００円が妥当だろうというふうに酌んだところでございます。 

○池田委員 これまでの分科会の中の審査の中でも、教材費を今度は全額負担、半額にす

るだとか、いろんな意味では補助をしてきているんですよね、全体としては。そういった

中で、この学校教育費のところを鑑みてというところで、少し、またそこが、そごがある

のかなというところで、逆に言えば、この学校外経費、これは本当に中高生のお子さんた

ち自身が関わる費用が１万７,０００円ぐらいだから、おおよそ１万５,０００円を負担し

てあげたいというのだと、何となく理解も近づくんですけれども。 

 結局、この数字の出し方というか、最初の説明で、やっぱりちょっとずれてきているの

かなというところを感じているんですけれども。で、実際に、学校外経費、お子さんたち

が持っている携帯電話代だったり、月々のお小遣いだったり、給食費というところも、か

なり、前回の全国平均とは差が出てきているところが見えるんですけれども。新たに今日、

資料を出したということで、もう少し説明があれば頂きたいんですけれども。 

○小阿瀬子育て推進課長 本来でありますならば、この区分間差額に、やはり合計、子育

て経費全体額、こちらというところが一番、子育ての小学校と中学校の差があるところと

いうふうに見ておりますけれども。今回、学校教育費と学校外他経費というところで、や

はり学校外他経費になりますと、スマートフォンですとか、携帯電話、お小遣いというよ

うな、ちょっとこう、なかなかこの区で税金投入をする部分なのかどうかという、ここも

いろいろ議論がございましたところでございまして、やはり、いろいろ様々、国の事業、

都の事業などで、公的な拡充も進んできている中ではあるけれども、やっぱり学校教育費

の中で小学校と中学校、まだやっぱり差があるよねというところ、ここのところが原点に

なっていまして、その中から１万７,０００円、この全国平均ですね、というところの部

分を、まず第一に鑑みまして、他のネットの情報なんかも含めまして、１万５,０００円

が妥当だというようなところで踏んだというところでございます。 
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○池田委員 これは、後のページにまたがってしまうのですが、今回のこの中高生応援手

当というのは、その中高生を育てている、養育している親に対しての給付ということで、

とはいいながらも、やはり、その中高生に対しての焦点を当てるとするならば、私は、や

はり、ほかの委員からも前にも出ていますけれども、居場所づくりというところ。しっか

りと生活をしやすい、学習がしやすい、自分の趣味を使いやすい、そういう施設をもっと

しっかり考えていったほうが、中高生に対しては、非常に暮らしやすいんじゃないかなと

いうところもあるんですよね。そういうところは、どの程度、お考えが、もし、これはま

た課が違うのかな、居場所づくりになると。違うけれども、全体としては、子ども部とし

て、どういうふうにお考えでしょうか。 

○小川子ども部長 確かに、中高生の居場所づくりというものにつきましても、大変な課

題であるというふうに認識しております。過去にも申し上げましたけれども、様々な居場

所につきまして、児童館であったり、そのほかの今回検討している遊び場の中でも、設け

ていこうというような考えもございますし、それでも、まだまだ場所が足りないなという

ふうにも感じております。 

 で、当然、部の所管外ではありますけれども、図書館の中でも、ある程度、中高生コー

ナーをどれだけ充実していくのかとか、そういう全庁を挙げた形での検討が必要だなとい

うふうに考えております。 

 で、そういった支援は、当然必要なわけでございますけれども、やはり、先ほど課長が

説明しましたように、小学生までと、それ以降の子育てにかかる経費というのが、大きく

違っている。そういうことに焦点を当てた、今回、経済的な支援だというふうにお受け止

めを頂ければというふうに存じます。 

○池田委員 ちょっと視点、もう一回変えますと、全体の予算特別委員会の中でも、ここ

の委員でない方が資料要求をしているところもあったんですけれども、議案審査のときに

も指摘はありました。次世代育成助成ですよね、住宅関係の。そういうところについての、

比較出しとか、もしくは、やはり今回は、そこは非課税世帯のところに対しては、どうし

ても課税対象になってしまう。となると、高額所得者もそうなんですけれども、何だろう、

辞退をしてもいいんですという話だった。で、そこのところの家庭ごとに、要るとか、要

らないとかという判断をするような、それが全体に値する手当なのかなというところは、

ちょっとやはり、まだ整理ができないんですけれども、そこの辺りはいかがなんでしょう。 

○小川子ども部長 私どもの今回ご提案の手当につきましても、雑所得ということで、所

得に含まれるわけでございますが、もちろん、今調査中ではありますけれども、私どもの

所管の部の中での手当、さらにほかの部の所管する手当も含みまして、相当数が雑所得に

含まれるような手当が、現時点で確認できております。 

 そうしたもろもろの手当も複雑に絡んできますので、ある程度のこの典型みたいなもの

を示す必要があるかとは存じますが、個別のそういった問題に対しましては、きちんと丁

寧にご相談に応じまして、個々の事情に応じましたアドバイスができればなというふうに

思っておりますので、実際のそういう事例に関して、きちんと我々としても研究をして、

適切な助言ができるように、進めてまいりたいというふうに思います。 

○西岡分科会長 牛尾委員。 

○牛尾委員 これは経済的支援ということをおっしゃいました。そのとおりだと思います。
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しかしね、経済的支援が一番必要なのは、やっぱり所得が低い方々ですよ、だと思うんで

すよね。で、そうした方々が、やはり非課税世帯が受け取ったから、課税世帯になっちゃ

って、より収入というか、手取りが減っちゃうということとかね。生活保護を受給されて

いる方のお子さんが、中高生手当を受け取ったがために、今度は生活扶助が減らされちゃ

うというようなことがあっては、これは経済的支援にならんわけですよ。で、そこをしっ

かり考えて提案してきたのかなというのは、非常に疑問に感じているんですよね。 

 で、いつしかおのでら委員が紹介した０１８は、これは親じゃなくて、一人一人に支給

するという形だから、そういったところに引っかからないということもあったし、たしか

１２万円支給したときも、たしか、あれは親に全額じゃなくて、一人一人に支給したとい

う形で、税金が発生しなかったんじゃないかなと記憶しているんだけれども。そうしたや

り方というのも、検討しなかったのかなと思うんですよね。そこはどうだったんですか。 

○小川子ども部長 当然、そのほかの今ご指摘がありました０１８サポートを含めまして

の幅広い検討を、我々は、してきております。それぞれに、やはり一長一短があるという

ことを認識しております。一番大事なのは、やはり、我々のこの発想の原点としては、中

高生になると、保護者の負担が急激に増えるということの原点が、実はあったということ

で、まずは保護者ということを考えたということが一つ。 

 もう一つは、やはり児童手当など、親に支給をしてきた手当につきましては、これまで

相当な事例もあり、経験を積んでいく中で様々なレアケースがあるんですね。そういった

ことに関しての細かな規定が、既にもう整備をされているということ。で、これは条例と

か、あるいは法律によって定められた手当などにつきましては、あらゆる手当を調べたん

ですけれども、全て支給対象が親であるということでございます。子どもを対象にしたも

のは、我々としては確認ができておりません。 

 そういう中で、やはり、お子さんに支給をするとなると、さらにいろんなケースが出て

きて、トラブルにもなりかねないといった、そういう懸念もございました。そうしたこと

から、今回は、まずは父母その他保護者が、子育てについての一義的責任を有するという、

これは児童手当の目的になっている部分ではございますけれども。そういう基本的認識の

下に、子どもたちのために使ってほしいということを、この今回のご提案の第３条にもう

たっておりますけれども。そういう中で提案をした手当ということでございます。 

○牛尾委員 それはそうだと思うんですけれども、それが、非課税世帯の方が受け取ると

課税になってしまいますよと。それはもう回避できるんならいいですよ、回避できるんだ

ったら。生活保護の方が受け取ったら、生活扶助から減らされちゃう、生活扶助から引か

れちゃいますよと。それは回避できるんだったら、いいんです。そういった方法も含めて、

しっかり研究、検討されたということでよろしいんですか。 

○小川子ども部長 先ほど辞退をできるのかといったような話もございましたけれども、

例えば、これ全部辞退するのではなくて、部分的な辞退ができるのか否かといった点、そ

ういった点につきましても十分に検討しておりまして、そういった対応も可能だというこ

とも確認しております。 

○牛尾委員 その辞退したら、これは丸々もらえないわけじゃないですか。で、一定程度

所得がある方は、全額もらうと。で、課税に引っかかる人だと、もらっちゃ大変だという

ことで辞退をする。これ差ができるでしょ。そこはどうなの。 
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○小川子ども部長 先ほどの答弁と若干重なってしまうんですけれども、私どもの今回ご

提案の手当以外にも様々な手当があって、その手当を受ける中での総合的な調整になって

くるのかなと思います。ですので、もちろんご指摘のようなぎりぎりのところでのライン

に乗っかってくるような方もいるかとは思いますけれども、どういうことがご本人にとっ

て一番ふさわしいのかといったことにつきましては、きちんと丁寧にご相談に応じたいと

いうふうに思っております。 

○西岡分科会長 えごし委員。 

○えごし委員 様々、議論がありましたけれども、私として税金、税の納税の義務という

ことからも、それが雑所得になるとか、そこら辺は仕方ない部分もあるのかなとも思って

おります。その上で、前に私も、質問した部分では、あまりこう、普通に仕事をしている

人も、ふだん、なかなかこの雑所得で確定申告をする人というのも、少なかったりするん

ですよね。 

 私も、以前働いていたのは、会社のほうでいろいろ、年末調整とかしてもらって、ただ

やっぱり、こういう支給を頂いたから、２０万円超えたから雑所得で、そういう確定申告

をするとかという。で、今回やっぱり、もちろん中高生世代、これはもう本当にありがた

い給付だと思っていますし、子どもたちのため、また保護者の方にとっても、ありがたい

給付だと思っておりますけれども。それに対して、そういう納税の義務ということで、雑

所得２０万を超えて、確定申告しないといけないというところを、ちゃんと周知をしっか

りとしていただきたい。 

 また、そのほかにも、頂いている部分でプラスをして、超えてしまうという部分があっ

たら、言ったら、それが――知らないといったら変な言い方ですけど、今までやってこな

かった方が、そういう状態になるというのが、なかなか、この、頭にない方、もしかした

らおられるかもしれないという部分では、そういう部分をしっかりと周知をしていただい

て、ほかでそういう給付、同じような給付をもらっている人も、足したら超える可能性が

ありますよと。確定申告をしないといけない状況になる可能性もありますよというのを、

しっかり分かりやすく、ちょっと伝えるような形をしっかり、ちょっと区としても考えて、

取っていただきたいなというふうに思いますので、その点は、いかがでしょうか。 

○小阿瀬子育て推進課長 頂きましたご視点、ごもっともであるというふうに思います。

やはり課税になること、で、合計金額によっては、そういった申告、税申告も必要になる

こと。こういったことを丁寧に周知を図ってまいりたいというふうに思います。 

○西岡分科会長 はい。 

 ほかに。 

○おのでら委員 学校外他経費のところですかね。ここは、今回、対象じゃないというお

話ではあったんですけども、そこについて、ちょっともう一度。 

 確かに、スマートフォンですとか、お小遣いとか、そういったところは、各家庭のとこ

ろでもあったり、なかなかこれも平均になりますので、難しいところだと思うんですけど

も。塾代のところ、塾、家庭教師、習い事、ここはどうしても、やっぱり平均すると高い

とか、そういった傾向もあると思うので、ここはしっかりと見ていただきたいなというと

ころですね。今後、今回１万５,０００円ということで、学校教育で１万９,０００円とい

う数字が出ての１万５,０００円ということなんですけど、そこも含めて、塾代というこ
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とも含めていくと、もうちょっと高いと思いますので、今回１万５,０００円ということ

ですけども、今後、将来的に２万円とか、そういう２万５,０００円とか、そういったと

ころも含めて、ご検討いただけないかなというところです。いかがでしょうか。 

○小川子ども部長 若干、先ほどの課長答弁を補足する形にもなりますけれども、我々、

子ども部が、子育てに、教育施策を進める上で、やはり厳しいのが、学校の中での教育経

費と学校の外での経費、両方あるということも認識はしておりますけれども、一義的には、

まず、学校の中での教育の経費について、補助をしていこうということでございます。も

ちろん、これから様々な社会経済情勢が変化をする中で、この金額がずっとふさわしいと、

適切だということでは、恐らくないと思いますので、金額に関しても、もちろんそういう

経済状態や、これからの様々な消費動向とかを含めまして、検討の余地は私もあるとは思

っておりますし、やはり、そういうものをどういうところに子どもの支援が必要になるか

ということは、常に研究し続けながら、ふさわしい支援について研究してまいりたいと、

このように思っております。 

○おのでら委員 また、さらに増やすということになると、先ほどほかの委員がおっしゃ

っていたように、課税の問題とか、より顕在化してしまうとは思うんですけども。今、確

定申告については、ふるさと納税の普及によって、かなりの、確定申告をされるサラリー

マンの方もかなり増えてきたと思うんですね。 

 もともと、税の申告であったり、そういったルールというのが複雑なので、こういう問

題が起きているというところもあると思うんです。一方で、国の児童手当は、そういう問

題は生じない。そのようなひずみがある中で、国の子どもに対する経済的支援が進まない

中、どうしてもやっぱり、基礎自治体としては、こういうのをやっていかなきゃいけない

と思うんですよね。ですので、えごし委員もおっしゃっていたように、ここの確定申告の

必要性ですとか、税の処理の仕方とか、そこは、やはり丁寧にやっていかなければいけな

いと思っております。 

 で、すみません。この頂いた表の中で、特にやっぱり、目立つのがですね。ちょっと話

が変わってくるかもしれないんですけども、学校外他経費のところで、給食代のところで

すね。やっぱり私立に行っていらっしゃるお子さんが多い中で、ここの、今、７万４,０

００円というのが出ていますけども、ここも結構、大きく差が出てくるところだと思いま

すので、そこを埋めるという意味でも、やはり、私立に行っていらっしゃるか、国立も含

めると、もうちょっとの、４０％じゃなくて、もっと増えてくるとは思うんですけども、

こういった方への給食費の支援というのも、別枠となるのか、どうなのかというところも

ありますけど、支援の検討状況について伺わせてください。 

○加藤教育政策担当課長 先日、本会議のほうでもご質問いただきまして、ご答弁があっ

たところでと認識してございますが、こちらについては、具体的に先日議場でも投影され

たように、他区の事例等も踏まえまして、研究、検討のほうをさせていただきたいと思っ

ております。 

○西岡分科会長 はい。ほかにございますか。 

 ちょっとこの中高生世代応援手当だけを今回やるわけにいきませんし、まだ後が残って

いるので、様々、今、ご質疑を頂きましたけれども、当該案件につきましては、予算総括

までに当該委員会以外のほかの委員の方からも資料請求もありまして、前回資料要求あり
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ました次世代育成住宅助成事業等も所管外となりますので、総括の場で別の角度で論議し

て、多角的なご質疑を頂いたほうがいいのではないかなと思いますので、総括送りとさせ

ていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。それでは、そのようにさせていただきまして、関連がなければ次

に進みたいと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。それでは１６３ページ内でお願いします。 

○牛尾委員 １３番、こども医療費助成についてです。ちょっと研究をしていただきたい

んですけれども、今、子どもの近視が大きな問題になっている、眼鏡をかけるお子さんが

増えていらっしゃると思うんですけれども。もう一つこれはね、生活スタイルが変わって

きたというのも大きいんでしょうけれども、やはりタブレットやスマホ、これを見る機会

が多くなったのが大きな原因とも言われていますけども、そこを区の認識としてはいかが

かなと思いまして。 

○小阿瀬子育て推進課長 様々そういった状況があるかと思いますけれども、ほぼ近視の

部分というところで、タブレットとかですね、そういう部分、こういうパソコンとかが増

えてきているということは、私、課長としての認識ですけども、そういったものもあるの

かなというふうに感じているところではございます。 

○牛尾委員 やはり近視というのは、早期に眼鏡を作って対応していくということが大事

だと思うんですね。視力をどんどん落とさないためにもね。 

 眼鏡については、こども医療費についてはね、受診するのは無料、１８歳まで無料です

からいいですけれど、眼鏡を作るとなると、医者にかかって眼鏡必要ですねとなっても、

眼鏡を作るにはお金がかかっちゃうんですね。これ、処方箋をもらったとしても。一つ作

るのにやはり安くてもまあ３万ぐらいかかるのかな、高いのになると５、６万すると。や

っぱりここに対して、補聴器では補助はあるんですが、眼鏡についてもそういった補助も

考えていいのかなと思うんですけれども、ちょっと研究していただきたいんですけども。 

○小阿瀬子育て推進課長 基本的に、そうですね、原則的には保険適用の７割分というの

は保険から出まして、３割部分ですね、ここ、医療費助成という形で見ているところでご

ざいます。基本保険適用になるというところでございますので。 

 ほかの場合ですと、補装具とかで医師の診断書を頂いて道具を作ってということで、保

険適用になる部分については、現金払いになりますけれども申請を頂いて出せるというよ

うな現状は、現在でも現状としてはございます。ただ、眼鏡がちょっと補装具に当たるか

どうかというところがですね、医師の診断書を持って作ってもらえるものなのかどうかと

いうところはちょっと分からない部分がございます。 

 それ専用への補助というところでございますけれども、先ほど部長からも答弁ございま

したけれども、全体的な子育て経費、いろいろトータルでこれまでやってきたこと、また

令和７年度もトータルで様々、出生から妊娠期、学齢期という形で、様々行っている、何

かトータルで行っている現状がございます。そうした中で、その検討を今後ですね、検討

していく中で、今後そういったことも俎上としてですね、研究素材として上げていきたい

なというふうに考えているところでございます。 
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○西岡分科会長 えごし委員。 

○えごし委員 関連で１点だけ。今回拡充されるこの子育て、入院時ですね、入院時のこ

の食事療養標準負担額。これは、先払いというか現金払いで支払った後の申請か、もうそ

のまま含まれて、もう無料で払わなくていいってなるのか、これはどちらでしたでしょう

か、確認です。 

○小阿瀬子育て推進課長 こちらは、領収書をお持ちになって申請をしていただくスタイ

ルでございます。 

○えごし委員 申請ですね、はい。 

 これはもうシステム的にそれは無理ということ、制度的に無理ということでよろしいで

すか、必ず現金払いということになる。 

○小阿瀬子育て推進課長 おっしゃるとおりでございまして、現状ではそのように取扱い

をさせていただきたいと考えております。 

○西岡分科会長 はい。ほかに１６３ページ、よろしいですか。 

○池田委員 １５番の私立保育所等運営補助のところで、１点だけ確認したいんですけれ

ども、今回も保育園補助が拡充されています。これまでに事務事業概要の７７ページ、７

８ページの辺りで、認可保育所、こども園も含めてなんですけれども、今、これだけ区内

にあって、定員割れをしているところは全部なんですよね。今後は質の向上を図りたいと

いうところは再三聞いていますけれども、令和７年度に向けては、そこの辺り、全体で言

うともう４００人ぐらいは空きがあるんです、計算をすると、みんな全部が定員ではない

ところがありますから、１,５３０人の定員のところ１,１２０ですから、全体で考えたら、

もう４００余りの空きがあって、そこを全部、今度は区のほうが助成をしてかなきゃ、補

助をしていかなきゃいけないという現実を受け止めて、どの程度令和７年度、何かできる

のか、少しお聞かせください。 

○西岡分科会長 子ども支援課長。 

○湯浅子ども支援課長 まずですね、令和７年度につきましては、先にご説明させていた

だきましたように、今、障害児ですとか医療的ケア児、それから基準外配置職員の加算が

できるような形で拡充いたしました。 

 現状、池田委員がおっしゃられたように、やはり定員がいっぱいになっていない園とい

うのは多くはございます。その中で、定員ではなく、いわゆる認可定員を下げて、保育士

を減らしたりですとかそういうところも増えてはいます。 

 ただ、そうしてしまうとやはり質の低下みたいなところになりますので、人の確保とい

うのは大前提かなと思っているところと、あとは医療的ケア児や障害児、または発達障害、

こういったお子さんも増えているのも事実です。この子たちに手当てできるような形で、

基準額の加算、これを上限撤廃いたしまして、必要に応じて園が必要だと思う人数を充て

られるような形にしているところでございます。 

○池田委員 はい。検討していただいているとは思います。 

 以前にですね、区内の大学生だったりとか、こういう保育士に向けて進めている、進路

を進めている方たちに対しても、ぜひ区内での保育所というんですかね、というところで

勤務ができるような、何か流れができるといいかなというところがあるんですけれども、

その辺りの連携というか、うまく組合せというのが、もしお考えがあればお聞かせいただ
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きたいんですけれども。 

○湯浅子ども支援課長 千代田区の中では、家賃補助、千代田区にお住まいで千代田区の

保育所にお勤めな方については助成をしたりですとか、そういったことをやっています。 

 でも、大学につきましては、いろいろインターンシップですとか、そういう場を通じて

ですね、勧奨のほうはしているところではあるんですけれども、なかなか実績が上がらな

いというところはございます。 

 区といたしましても、今、保育士の確保、なかなか難しくなっていますので、そういっ

たところではいろいろなアンテナを張ってですね、様々な機関や学校などに働きかけを行

っていきたいと思っております。 

○西岡分科会長 はい。ほかにございますか。１６３ページまでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。それでは、次に１６４ページから１６５ページ、１６番、地域型

保育事業運営補助から２７番、学童クラブ事業運営まで、委員から質疑を受けたいと思い

ます。１６５ページまでです。 

○牛尾委員 ２３番、就学前の子どものための保育・教育の推進の（４）番、園外活動支

援事業についてですけれども、事務事業概要では１０４ページになるのかな。 

○西岡分科会長 １０４ページです。 

○牛尾委員 ね。これ予算が大きく増えていると思うんですけど、これは何か理由があり

ますか。 

○湯浅子ども支援課長 こちらにつきましても、先ほどご説明があったような、マイクロ

バスですとか大型バスの単価が上がったというところで、増加させていただいております。 

○西岡分科会長 はい。ほかにございますか。１６５ページまで。 

○牛尾委員 ２０番の病児・病後児保育も、これ予算、大きく増えております。これ、利

用者が非常に多くなって、来年度もこれだけの予算が必要だということで、予算されてい

るということでよろしいですかね。 

○湯浅子ども支援課長 病後・病児の数につきましては、増えているかというと、キャパ

シティーがありまして定員が決まっているもので、なかなか場所がない分ですね、人数が

増えていくというところは今のところ考えておりませんが、可能であれば、今後、数を増

やしていくということは、子ども・子育て事業計画の中でも、考えているところでござい

ますので、そういったところでは予算は増額させていただきたいとは思っております。 

 こちらの病児の保育の増加のところでございますけれども、医療的ケア児のお子様が増

えたことによりまして、その分の増という形で、見積りをしているところでございます。 

○牛尾委員 これ、今、利用状況はどうですか。かなり申込みがあるということでよろし

いんですかね。 

○湯浅子ども支援課長 やはり病後児と違って、病児につきましては、具合が悪いときに

預かっていただけるということと、あとは麹町ののびすこさんであれば、お医者さんが隣

にいて、やっぱり非常に安心だというところで、お申込みのほうは多いと考えております。 

○西岡分科会長 はい。よろしいですか。よろしいですね、１６５ページ。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。それでは、次に１６６ページから１６９ページ、２８番、児童セ
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ンター・児童館事業運営から３８番、児童福祉一般事務費について、委員から質疑を受け

たいと思います。 

○富山委員 ３１番、発達障害等の療育経費助成についてお伺いします。予算案の概要の

１１８ページになります。こちらは、令和６年度の助成額は、係る経費の３分の２のうち

の１万円だったんですけれども、そちらは、今年は３分の２のまま２万円に上限が変わる

ということでしょうか。 

○西岡分科会長 児・家セン所長。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 はい、そのとおりです。 

○富山委員 ありがとうございます。 

 で、こちらは、令和６年度は公的な療育機関も民間の養育機関もどちらも使えたという、

経費を申請することができたということの確認と、もう一点、こちらについて東京都から

の助成もあったと思うんですけれども、次年度、東京都の助成についての情報は入ってき

ていますでしょうか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 まず、公的な機関と民間の機関、民間の機関は主な

対象としていまして、公的な機関については、そうですね、基本的に対象になるんですけ

ど、もし、公的な機関も民間の機関もそうなんですけれども、児童福祉法に基づく通所給

付の事業の事業所でありますと、それは別の方面から出ますので、そこは対象にならない

ということで、いわゆる公的な機関か民間の機関かは置いておいて、その両方ともですけ

れども、それ以外の給付の対象外の部分のですね、そういったサービスの利用の場合はこ

ちらの補助対象になります。 

 あと、東京都の事業というのは、ちょっと私ども情報がないので、分かりかねます。 

○西岡分科会長 大丈夫ですか。 

 牛尾委員。 

○牛尾委員 戻って、２８番の児童センター・児童館事業運営ですけれども、まず、先ほ

ど議論があった中高生等の居場所づくりについてですけれども、今回の予算で新たに中高

生の居場所づくりを広げていこうみたいな、そうしたお考えがあるかどうか、まずお聞か

せください。 

○西岡分科会長 １７７ページです。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 何か今回、すみません、来年度予算については、い

わゆる外部の方に来ていただくときの謝金の単価が増えた分の増ということで、あまり変

わっておりません。なので、大きな何か新たな取組をやるというところではないんですけ

れども、一般質問のご答弁で申し上げたとおり、限られた場所、限られた時間ではござい

ますけれども、その中でいかに魅力的な取組ができるかというのは、区立の児童館を中心

に検討をしていきたいということを考えています。 

 あと、令和９年度に控えております四番町児童館で、こちらも円滑にですね、中高生対

応をできるようにということで準備を進めていきたいと考えています。 

○牛尾委員 本会議での答弁では、もうちょっと前向きな答弁だったのかなと思って、何

かあるのかなとは思ったんですが。 

図書館、図書館は所管外になりますけれども、例えば千代田図書館だけじゃなくて、まち

かど図書館でもね、中高生が使える場所、勉強できる場所というのを設置してほしい。狭
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さがね、広さがありますから、なかなか難しいとは思うんですけれども、やっぱりほかの

区と比べてね、中高生が勉強できたり、集えたりする場所というのが、どうしても千代田

区というのはね、貧弱だなと思うんですけれども、そこはね、もちろん四番町がそういう

ふうになっていくというのは大事なことなんですが、それまで数年かかるでしょう。 

 今の施設の中で中高生が集える。だって、この１階ホールで暗い中勉強をしている姿を

見たら、本当にね何とかしてあげたいと思いますけれども、そこはもうちょっといろんな

手当てを考えてほしいんですけれども。 

○西岡分科会長 子ども部長。 

○小川子ども部長 ただいまご議論いただいている予算科目の中での増額というのは、特

段なかったということではございますけれども、先ほどのお話の中にもございましたよう

に、例えば旧九段中学校の中での遊び場づくりであったり、さらに、今後検討していく区

の未利用地であったりですね、そういう様々な機会を捉えての拡充をさらに図っていくと

いうことでございます。 

 そして、今、また施設の、今ある施設の中でも十分できるじゃないかといったようなご

意見も頂きまして、まさにそのとおりだというふうに思っておりますので、そういった利

用可能性につきましても、きちんと研究をしてですね、可能な限り居場所についてはつく

っていきたいと考えております。 

○牛尾委員 はい。ぜひお願いしたいと思います。 

 同じ児童センターのところで、児童館運営にもなるとは思うんですけれども、今、土曜

まではね、平日から土曜までは小学生だけの利用というのは可能なんですけれども、どう

しても日曜開放になると、親と一緒じゃないとなかなか使えないと。やっぱり子どもたち

だけで日曜日に児童館に行けるようにならないかということなんですね。もちろん職員配

置のことがあるんでね、難しいとは思うんですけれども、ちょっと検討いただきたいと思

います。いかがですか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 日曜開放のときに、お子さんたちだけで来られるか

どうかというところ、これも以前にご答弁申し上げたいと思いますが、やはり人員体制の

問題がございます。 

 あと、それがいいのか、それとも親子連れとはなりますけども、この日曜開放をする日

を増やしたほうがいいのか。ちょっとその辺のニーズを踏まえてということになります。

いずれにしても事業の充実というのは引き続き検討していきたいと思います。 

○西岡分科会長 はい。ほかによろしいですか。 

 池田委員、関連じゃないですよね。 

○池田委員 ３２番の障害児福祉事業の中の（２）番ですね、重症心身障害児等の支援事

業で、ここについては、事務事業概要は２１３ページですけれども、定員を拡充したとこ

ろですよね、この事業者が。で、本来は２０名だったのが３０に拡充をして、２階部分な

ので、もう１０名はマックス多分補充ができるとは思うんだけれども、いろいろマンパワ

ー的なところも、支援員というのかな、そういう職員のこともありますけれども、現状と

しては、７年度はこのまま継続ということでの予算計上でよろしいでしょうか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 こちらはぴかいちさんの事業所に対する補助となり

ます。ぴかいちさんも昨年度、３階フロアも増床しまして、３０名定員にいたしまして、



令和 7年 3月12日 予算特別委員会 文教福祉分科会（未定稿） 

 

 ７４ 

今年度はですね、ちょっとそこの空間、まだ余裕があるということで、運用上は３５名の

定員にしてですね、はい、やっております。 

 なので、来年度はその３５名定員を前提とした補助内容ということで、予算を計上して

おります。 

○池田委員 この拡充した時点のときには、緊急を要していたのかもしれないんですけれ

ども、補正を組まれていたと思います。それであれば、まだ余裕がもしあればですね、こ

の事前に当初予算のところで少しヒアリングをしながら、少し拡充するんであればという

ところでのもう少しの拡充予算があったのかなと思っていたんですけれども、そこのとこ

ろは特に何も、このままでいくというところで変わりはないんでしょうね。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 そうですね。この予算要求の段階で、事業者さんと

もコミュニケーションを取って、その上で、はい、来年度につきましては基本的に同じ規

模でいきましょうというところで要求をしたものでございます。 

○西岡分科会長 はい。ほかに。 

○牛尾委員 子ども発達センターについてですね。あとは、療育経費助成にも入るのかな。

あの…… 

○西岡分科会長 ２０５ページ。 

○牛尾委員 ２０５ページからお願いいたします。 

 まず、こういったご要望がありまして、リスク検査。子どもの認知能力を検査する検査

があるんですけれども、キッズ等に通っていればそうした検査は無料だが、小学校に上が

った際に、リスク検査を受けてくださいと言われた場合に、そのキッズ等に通っていなけ

れば有料になると。なかなか負担が大変だという声が来ているんですけども、ここについ

ての何か支援等があるのかどうか、まずお聞かせください。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 一般にこのリスク検査、発達検査を受けるときの助

成ということでいきますと、先ほどご説明いたしました発達障害等の療育経費助成は、こ

の検査を受けたときの経費も対象になります。 

○牛尾委員 はい。了解しました。 

 もう一つ、さくらキッズは、これまでずっとね、もう手狭で、利用者が増えていると、

何とかほかの場所ということがありました。 

 で、いつしかな、いつの予算か決算かの一番町を利用して、いわゆるさくらキッズを臨

時でやっていくような話があったと思うんですけれども、そこについては、お話は今どう

なっているのか分かりますか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 昨年の決算分科会のときでのお尋ねであったかと思

います。そのとき、１月から開始、ごめんなさい。１月とは決まっていなかったのかもし

れないんですけど、予定どおり１月から開始をいたしまして、１月と２月やってまいりま

して、合計６名のお子さんがご利用いただいたというところです。 

 なので、今月もやる予定ですし、また４月以降もやっていく予定でございます。 

○牛尾委員 その６人というのは、申込みが６人なんですか。 

もうちょっとこう、さくらキッズ、麹町のほうから利用している方は多いと思うんですけ

れども、６名の申込みしかなかったということですか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 利用者は当然もっとたくさんいますけれども、個別
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にですね、要はそこで一番町児童館でできる内容というのが、まだ職員の体制の問題もあ

りますので限られている状況です。 

初回の面接ですとか個別の指導、そういったものを行っております。そのときにちょうど

タイミングが合うご家庭というんですかね、個別にさくらキッズのほうで、一番町児童館

でどうでしょうかというのを確認いたしまして、じゃあそこでお願いしますということで

あれば、じゃあ一番町児童館。 

 あと、お日にちもちょっと児童館のスペースの関係上ちょっと限られているところあり

ますので、そこでご都合が合えばというところで、そこが結果的に６名というところでご

ざいます。 

○牛尾委員 ということは、今後６名からさらに増えて利用はできる可能性もあるという

ことですか。そうしたところで増やしていかないと、さくらキッズはお申込みが多いです

から、やっぱりこういった一番町とかで利用している人数というかな――を増やしていか

ないと、なかなか大変かなと思うんですけども。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 そうですね。まだ始めたところで、いろいろ実務的

な課題というんでしょうか、さくらキッズの職員のほうで、どういうふうにしたらより効

率的になるか、様々な検討課題があるので、そういったものは一つ一つクリアしながら。 

 あと、事業所というんでしょうか、さくらキッズさんのほうでの職員確保も進めていき

ながら、全体としてそういった実施回数を増やしていきたいなというのが、こちらの考え

でございます。 

○牛尾委員 はい、分かりました。 

○西岡分科会長 はい。ほかにございますか。１６７から１６９の上段のほうまで、３８

番まで、よろしいですか。３８番、１６９の３８番まで、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 それでは、以上で、目の１、子ども家庭福祉費の調査を終わります。 

 次に、目の２、保育園費、目の３、こども園費、目の４、子ども施設建設費は、それぞ

れ事業が少ないので一括して調査したいと思います。予算書１６８ページから１７１ペー

ジとなります。執行機関から説明等はございますか。 

○川崎子ども施設課長 それでは、私のほうから予算書１６８から１７１ページ、目の４、

子ども施設建設費から（仮称）四番町公共施設整備についてご説明いたします。予算案の

概要は１１６ページでございます。 

 この事業につきましては、各部にまたがるものでございまして、特に現在工事が進んで

おります各部における面積割合に応じて予算を配分させていただいております。 

 ですので、予算の概要におきまして工事費が９億１００万円になっております。私ども

子ども部のほうが保育園と児童館を有しております。こちらの面積割合が全体の３７ .

６％、これを掛けまして、子ども部における工事費が３億３,８７７万６,０００円でござ

います。 

 同様に、工事の監理をしております工事監理費につきましても、面積案分しまして、予

算書にありますように１,４２８万８,０００円になっております。加えまして、予算書の

１７１ページの事務費、こちらは各種申請やあと施設経過のほうの検査へ行く際の旅費等

になっております。 
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 こうしたものにつきましては、発注者側のまとめである私ども、子ども部のほうでまと

めて計上しておりまして、こちらが７４４万８,０００円でございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○西岡分科会長 はい。ほかにございますか。ないですか。執行機関からはないですね。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。委員から質疑を受けたいと思います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 なしでいいですか。はい。 

 それでは、以上で目の２、保育園費、目の３、こども園費、目の４、子ども施設建設費

を終わりまして、項の３、子ども家庭費の調査を終了といたします。 

 子ども部所管の歳出は以上となります。 

 一般会計歳入の調査に入ります。歳入は、子ども部所管分について一括でご審議いただ

きたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。予算書４０ページから１４５ページの範囲で、執行機関から説明

等ございますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。委員から質疑を受けたいと思います。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 以上で子ども部所管分の歳入について終了いたします。 

 本日予定しておりました子ども部所管の歳出及び歳入の調査を終わりまして、昨日の保

健福祉部所管分と合わせまして、当分科会の調査を全て終了いたします。 

 調査漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。 

 先ほど申しましたけれども、中高生世代応援手当、この事項につきましては総括質疑に

おいて論議することといたしました。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡分科会長 はい。 

 分科会予算調査報告書は、当分科会の会議録を添付して、３月１８日火曜日午前中まで

に予算特別委員長に提出をいたします。 

 ２日間にわたりまして、熱心な調査をありがとうございました。以上をもちまして、予

算特別委員会文教福祉分科会を閉会といたします。お疲れさまでございました。 

午後４時５６分閉会 

 


